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新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
e-SCOTT Smart for PAY.JPサービス利用規約 e-SCOTT Smart for PAY.JPサービス利用規約 

＜カード加盟代行契約用＞ 
e-SCOTT Smart for PAY.JPサービス利用規約 

＜カード情報処理契約用＞ 
第１章 総則 第１章 総則 第１章 総則 
第１条（規約の適用）  
１．本規約は、PAY株式会社（以下「PAY」といいます。）

が運営するサービスである PAY.JP（以下「PAY.JP」といい
ます。）を利用する加盟店および新規加盟店申込者が顧
客に通信販売により商品等を販売提供する場合に、ソニ
ーペイメントサービス株式会社（以下「当社」といいます。）
が運営するシステム（名称「e-SCOTT Smart」。以下
「本システム」といいます。）により提供するつぎに掲げるサー
ビス（以下総称して「本サービス」といいます。）を利用する
に当たり、加盟店、新規加盟店申込者および当社に適用
される事項を定めるものとします。 

 
(1) クレジットカード決済代行サービス 
(2) 本人認証サービス 
(3) ３Dセキュアサービス利用時のMPI提供サービス 
(4) 非通過サービス（リンク型画面決済（三者間）） 
(5) アプリ決済サービス 
(6) その他特約に定めるサービス 
２．前項第２号から第１０号までのサービスの内容について

は、それぞれ特約（以下「特約」といいます。）をもって定め
るものとし、加盟店が利用するサービスに応じて当該特約が
適用されるものとします。 

 
 
 
 
 
 
３．特約は本規約の一部を構成するものとし、特約に定めの

ない事項は本規約が適用されるものとします。また、本規約
と特約の定めが異なる場合は、特約の定めが優先して適
用されるものとします。なお、特約において、「e-SCOTT 
Smart」と記載がある場合はこれを「e-SCOTT Smart 
for PAY.JP」に、「Smart」と記載がある場合は「Smart 
for PAY.JP」に置き替えて適用するものとします。 

第１条（規約の適用） 
１．本規約は、PAY株式会社（以下「PAY」といいます。）

が運営するサービスである PAY.JP（以下「PAY.JP」といい
ます。）を利用する加盟店および新規加盟店申込者が顧
客に通信販売により商品等を販売提供する場合に、ソニ
ーペイメントサービス株式会社（以下「当社」といいます。）
が運営するシステム（名称「e-SCOTT Smart for 
PAY.JP」。以下「本システム」といいます。）により提供する
つぎに掲げるサービス（以下総称して「本サービス」といいま
す。）をの利用するに当たり関し、加盟店、新規加盟店利
用申込者および当社に共通して適用される事項を定める
ものとします。 

 
(1) クレジットカード決済代行サービス 
(2) 本人認証サービス 
(3) ３Dセキュアサービス利用時のMPI提供サービス 
(4) 非通過サービス（リンク型画面決済（三者間）） 
(5) アプリ決済サービス 
(6) その他特約に定めるサービス 
２．前項第２号から第１０号までのサービスの内容について

は、それぞれ特約（以下「特約」といいます。）をもって定め
るものとし、加盟店が利用するサービスに応じて当該特約が
適用されるものとします。 

２．利用申込者は、本サービスを利用するにあたり、本規約
の定めに従うものとします。 

３．本サービスは、PAY 株式会社および当社が運営する
PAY.JP サービスのクレジットカード決済代行サービスとして、
当社が利用申込者に提供するものです。 

第３条（個別規定） 
3１．当社は、本規約に付帯して個別規定を定めることがで

きるものとします。個別規定特約は、本規約の一部を構成
するものとし、特約に定めのない事項は本規約が適用され
るものとします。また、本規約と特約個別規定の定めが異な
る場合は、特約個別規定の定めが優先して適用されるも
のとします。なお、特約において、「e-SCOTT Smart」と記
載がある場合はこれを「e-SCOTT Smart for PAY.JP」
に、「Smart」と記載がある場合は「Smart for PAY.JP」
に置き替えて適用するものとします。 

２．当社が個別規定を定める際には、契約者に対して事前
に通知のうえ協議し、契約者と合意するものとし、契約者
は、個別規定を遵守するものとします。 

第１条（規約の適用） 
１．本規約は、PAY株式会社（以下「PAY」といいます。）

が運営するサービスである PAY.JP（以下「PAY.JP」といい
ます。）を利用する加盟店および新規加盟店申込者が顧
客に通信販売により商品等を販売提供する場合に、ソニ
ーペイメントサービス株式会社（以下「当社」といいます。）
が運営するシステム（名称「e-SCOTT Smart for 
PAY.JP」。以下「本システム」といいます。）により提供する
つぎに掲げるサービス（以下総称して「本サービス」といいま
す。）をの利用するに当たり関し、加盟店、新規加盟店申
込者利用申込者および当社に共通して適用される事項を
定めるものとします。 

(1) ・クレジットカード決済代行（情報処理）サービス 
(2) 本人認証サービス 
(3) ３Dセキュアサービス利用時のMPI提供サービス 
(4) 非通過サービス（リンク型画面決済（三者間）） 
(5) アプリ決済サービス 
(6) その他特約に定めるサービス 
２．前項第２号から第１０号までのサービスの内容について

は、それぞれ特約（以下「特約」といいます。）をもって定め
るものとし、加盟店が利用するサービスに応じて当該特約が
適用されるものとします。 

２．利用申込者は、本サービスを利用するにあたり、本規約
の定めに従うものとします。 

３．本サービスは、PAY 株式会社および当社が運営する
PAY.JP サービスのクレジットカード決済代行サービスとして、
当社が利用申込者に提供するものです。 

第３条（個別規定） 
３１．当社は、本規約に付帯して個別規定を定めることが

できるものとします。特約個別規定は、本規約の一部を構
成するものとし、特約に定めのない事項は本規約が適用さ
れるものとします。また、本規約と特約個別規定の定めが異
なる場合は、特約個別規定の定めが優先して適用される
ものとします。なお、特約において、「e-SCOTT Smart」と
記載がある場合はこれを「e-SCOTT Smart for 
PAY.JP」に、「Smart」と記載がある場合は「Smart for 
PAY.JP」に置き替えて適用するものとします。 

２．当社が個別規定を定める際には、契約者に対して事前
に通知のうえ協議し、契約者と合意するものとし、契約者
は、個別規定を遵守するものとします。 

 第４章 改正割販法対応規約  
第２条（用語の定義）  
本規約における用語の意味は、以下のとおりとします。 
 
(1) 加盟店 
第４条（契約の成立）に従い、当社に本サービス利用の申
込みを行い、当社がこれを承諾した法人または個人事業主 
(2) 通信販売 
加盟店が顧客（第４号で定義）からインターネット通信、電
子メール、郵便、電話、ファックス等の方法により、商品等（第
５号で定義）の購入等の申込みまたは商品等の代金の決
済の申込みを受けて、商品等の販売提供を行う方法 

第２４９条（定義） 
本規約章におけるいて以下の用語句の意味は、それぞれ対
応する以下のとおり意義を有するものとします。 
(1) 加盟店 
第４条（契約の成立）に従い、当社に本サービス利用の申
込みを行い、当社がこれを承諾した法人または個人事業主 
(2) 通信販売 
加盟店が顧客（第４号で定義）からインターネット通信、電
子メール、郵便、電話、ファックス等の方法により、商品等（第
５号で定義）の購入等の申込みまたは商品等の代金の決
済の申込みを受けて、商品等の販売提供を行う方法 

第２条（用語の定義）  
本規約における用語の意味は、以下のとおりとします。 
 
(1) 加盟店 
第４条（契約の成立）に従い、当社に本サービス利用の申
込みを行い、当社がこれを承諾した法人または個人事業主 
(2) 通信販売 
加盟店が顧客（第４号で定義）からインターネット通信、電
子メール、郵便、電話、ファックス等の方法により、商品等（第
５号で定義）の購入等の申込みまたは商品等の代金の決
済の申込みを受けて、商品等の販売提供を行う方法 
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新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
(3) 加盟店サイト 
加盟店が運営する、本サービスを利用して通信販売を行うイ
ンターネット上のWebサイト 
(4) 顧客 
加盟店に商品等（第５号で定義）の購入を申し込んだ者 
(5) 商品等 
加盟店が顧客に販売または提供する商品、権利、サービス、
ソフトウェア等（プログラム、デンジタルコンテンツを含む） 
(6) 決済事業者 
本サービスにおいて各決済手段を提供する事業者 
(7) 仕様書等 
当社から加盟店に別途開示する本サービスに関する仕様書、
資料および指示書等 
(8) 個人情報 
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年
月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものまた
は個人識別符号が含まれるものをいう。単独のままでは特定
の個人を識別することができない情報もあるが、他の情報と容
易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む。ただし、「行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定め
られている「個人番号」は、単独でも個人情報とする。 
(9) 漏えい等 
情報の漏えい、滅失、毀損および目的外利用 
(10) カード会社 
当社が契約を締結しているクレジットカード会社（当該クレジ
ットカード会社と提携するクレジットカード会社および当該クレジ
ットカード会社が加盟する組織を含む） 
(11) カード 
カード会社が会員（第１２号で定義）に発行するクレジット
カード等（番号、記号、その他の符号を含む） 
(12) 会員 
カードを正当に所持する者 
 
 
 
(13) カード番号等 
割賦販売法（昭和３６年法律第１５９号）第３５条
の１６第１項に定める「クレジットカード番号等」（クレジットカ
ード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュ
リティコード） 
(14) 国際ブランド 
以下を例とする国際的なカード決済システムを提供する者 
・MasterCard Incorporatedまたはそのグループ企業 
・VISA Incorporated またはそのグループ企業 
・JCB Co. Ltd. またはそのグループ企業 
 
(15) 信用販売 
当社およびカード会社所定の方法によりカードを商品等の代
金の支払手段とする取引 
(16) セキュリティガイドライン 
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカ
ード・セキュリティガイドライン」（名称が変更された場合であって
も、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策また
はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠
することが求められる事項を取りまとめた基準として当該セキュリ

(3) 加盟店サイト 
加盟店が運営する、本サービスを利用して通信販売を行うイ
ンターネット上のWebサイト 
(4) 顧客 
加盟店に商品等（第５号で定義）の購入を申し込んだ者 
(5) 商品等 
加盟店が顧客に販売または提供する商品、権利、サービス、
ソフトウェア等（プログラム、デンジタルコンテンツを含む） 
(6) 決済事業者 
本サービスにおいて各決済手段を提供する事業者 
(7) 仕様書等 
当社から加盟店に別途開示する本サービスに関する仕様書、
資料および指示書等 
(8) 個人情報 
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年
月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものまた
は個人識別符号が含まれるものをいう。単独のままでは特定
の個人を識別することができない情報もあるが、他の情報と容
易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む。ただし、「行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定め
られている「個人番号」は、単独でも個人情報とする。 
(9) 漏えい等 
情報の漏えい、滅失、毀損および目的外利用 
(10) カード会社 
当社が契約を締結しているクレジットカード会社（当該クレジ
ットカード会社と提携するクレジットカード会社および当該クレジ
ットカード会社が加盟する組織を含む） 
(11) カード 
カード会社が会員（第１２号で定義）に発行するクレジット
カード等（番号、記号、その他の符号を含む） 
(12) a会員 
クレジットカードを正当に所持する者会社（以下、「カード会
社」といいます。）の会員（カード会社と提携するクレジットカ
ード会社が発行するカードの会員ならびにカード会社が加盟す
る組織のカードの会員を含む） 
(13) bカード番号等 
割賦販売法（昭和３６36 年法律第１５９159 号）第
３５条の１６第１項に定める「クレジットカード番号等」（ク
レジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号ま
た又はセキュリティコード） 
(14) c国際ブランド 
以下を例とするのいずれかに該当する者及び他の国際的なカ
ード決済システムを提供する者 
・MasterCard Incorporatedまた又はそのグループ企業 
・VISA Incorporatedまた又はそのグループ企業 
・JCB Co., Ltd. また又はそのグループ企業 
(15) 信用販売 
当社およびカード会社所定の方法によりカードを商品等の代
金の支払手段とする取引 
(16) セキュリティガイドラインd実行計画 
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカ
ード・セキュリティガイドライン取引におけるセキュリティ対策の強
化に向けた実行計画」（名称が変更された場合であっても、
カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策また又は
クレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠する

(3) 加盟店サイト 
加盟店が運営する、本サービスを利用して通信販売を行うイ
ンターネット上のWebサイト 
(4) 顧客 
加盟店に商品等（第５号で定義）の購入を申し込んだ者 
(5) 商品等 
加盟店が顧客に販売または提供する商品、権利、サービス、
ソフトウェア等（プログラム、デンジタルコンテンツを含む） 
(6) 決済事業者 
本サービスにおいて各決済手段を提供する事業者 
(7) 仕様書等 
当社から加盟店に別途開示する本サービスに関する仕様書、
資料および指示書等 
(8) 個人情報 
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年
月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものまた
は個人識別符号が含まれるものをいう。単独のままでは特定
の個人を識別することができない情報もあるが、他の情報と容
易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む。ただし、「行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定め
られている「個人番号」は、単独でも個人情報とする。 
(9) 漏えい等 
情報の漏えい、滅失、毀損および目的外利用 
(10) カード会社 
当社が契約を締結しているクレジットカード会社（当該クレジ
ットカード会社と提携するクレジットカード会社および当該クレジ
ットカード会社が加盟する組織を含む） 
(11) カード 
カード会社が会員（第１２号で定義）に発行するクレジット
カード等（番号、記号、その他の符号を含む） 
(12) 会員 
カードを正当に所持する者 
 
 
 
(13) カード番号等 
割賦販売法（昭和３６年法律第１５９号）第３５条
の１６第１項に定める「クレジットカード番号等」（クレジットカ
ード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュ
リティコード） 
(14) 国際ブランド 
以下を例とする国際的なカード決済システムを提供する者 
・MasterCard Incorporatedまたはそのグループ企業 
・VISA Incorporated またはそのグループ企業 
・JCB Co. Ltd. またはそのグループ企業 
 
(15) 信用販売 
当社およびカード会社所定の方法によりカードを商品等の代
金の支払手段とする取引 
(16) セキュリティガイドライン 
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカ
ード・セキュリティガイドライン」（名称が変更された場合であって
も、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策また
はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠
することが求められる事項を取りまとめた基準として当該セキュリ
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新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
ティガイドラインに相当するものを含む。）であって、その時々に
おける最新のもの 

ことが求められる事項を取りまとめた基準として当該セキュリティ
ガイドライン実行計画に相当するものを含む。）であって、その
時 に々おける最新のもの 
e 信用販売 
クレジットカード等購入あっせんに係る販売又は役務提供のこ
と 

ティガイドラインに相当するものを含む。）であって、その時々に
おける最新のもの 

第３条（規約の改定、承認）  
１．当社は、本規約において別の定めがある場合を除き、相

当の予告期間をもって当社が定める方法で PAY を通じて
加盟店に通知することにより、本規約を改定できるものとし
ます。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本
サービスを利用したとき、または第２２条（有効期間・解
約）に基づく解約が PAY を通じて当社に対してなされない
ときは、かかる改定につき承諾があったものとみなし、以後の
取扱いについては新規約が適用されるものとします。 

２．前項にかかわらず、本規約の改定内容が加盟店にとって
不利益となるものではないと当社が判断したときは、当社は
何らの予告を行うことなく、本規約を改定することができるも
のとします。 

第３４２条（規約の改定、承認） 
１．当社は、本規約において別の定めがある場合を除き、相

当の予告期間をもって当社が定める方法で PAY を通じて
加盟店契約者に通知することにより、本規約を改定できる
ものとします。この場合、加盟店契約者がその通知を受けた
後において本サービスを利用したとき、またもしくは、第２２
５６条（有効期間・解約）に基づく利用契約の解約が
PAY を通じて当社に対してなされないときは、かかる改定に
つき承諾があったものとみなし、以後の取扱いについては、新
規約が適用されるものとします。 

２．前項にかかわらずただし、本規約の改定内容が加盟店、
契約者にとって不利益となるものではないと当社が判断した
ときは、当社は何らの予告を行うことなく、本規約を改定す
ることができるものとします。 

第３２８条（規約の改定、承認） 
１．当社は、本規約において別の定めがある場合を除き、相

当の予告期間をもって当社が定める方法で PAY を通じて
加盟店契約者に通知することにより、本規約を改定できる
ものとします。この場合、加盟店契約者がその通知を受けた
後において本サービスを利用したとき、またもしくは、第２２
５６条（有効期間・解約）に基づく利用契約の解約が
PAY を通じて当社に対してなされないときは、かかる改定に
つき承諾があったものとみなし、以後の取扱いについては、新
規約が適用されるものとします。 

２．前項にかかわらず、ただし、本規約の改定内容が、加盟
店契約者にとって不利益となるものではないと当社が判断し
たときは、当社は何らの予告を行うことなく、本規約を改定
することができるものとします。 

第２章 共通規約 第２章 共通規約 第２章 共通規約 
第４条（契約の成立）  

新規加盟店申込者は、本規約を承認のうえ、当社が
指定する方法により PAY を通じて本サービス利用の申込
みを行うものとし、当社の承認を得ることにより、当社との間
で本規約に基づく契約（以下「Smart for PAY.JP 利
用契約」といいます。）が成立するものとします。 

第４２条（契約の成立） 
１．新規加盟店申込者は、本規約を承認のうえ、当社に

本サービスの利用を当社が指定する方法申込書（以下
「申込書」といいます。）によりPAYを通じて本サービス利用
の申込みを行うものとし、当社のがこれを承諾を得ることによ
り、したときに当社との間で本規約に基もとづく本サービスの
利用契約（以下「Smart for PAY.JP 利用契約」といい
ます。）が成立するものとします。 

２．当社が本サービスの利用を認めた利用申込者を、「契約
者」といいます。 

第４２条（契約の成立） 
１．新規加盟店申込者は、本規約を承認のうえ、当社に

本サービスの利用を当社が指定する方法申込書（以下
「申込書」といいます。）によりPAYを通じて本サービス利用
の申込みを行うものとし、当社のがこれを承諾を得ることによ
り、したときに当社との間で本規約に基もとづく本サービスの
利用契約（以下「Smart for PAY.JP 利用契約」といい
ます。）が成立するものとします。 

２．当社が本サービスの利用を認めた利用申込者を、「契約
者」といいます。 

 第４条（目的） 
１．本規約は、契約者が、契約者の顧客（以下「顧客」と

いいます。）に対し、特定商取引に関する法律に定める通
信販売のうちインターネットに設けた Web サイト等（以下
「本サイト」といいます。）で商品や権利の販売、サービスの
提供に際し、本サービスを利用することにより、当該商品等
の販売代金の決済を迅速・確実に行うとともに、契約者の
代金決済事務の効率化を図り、これにより顧客に対する商
品等の円滑な販売を図り、もって契約者と当社の双方の
事業の発展に資するものとします。 

２．契約者および当社は、本規約にもとづく本サービスの運
営が円滑に行われるよう相互に協力するものとします。 

第４条（目的） 
１．本規約は、契約者が、契約者の顧客（以下「顧客」と

いいます。）に対し、特定商取引に関する法律に定める通
信販売のうちインターネットに設けた Web サイト等（以下
「本サイト」といいます。）で商品や権利の販売、サービスの
提供に際し、本サービスを利用することにより、当該商品等
の販売代金の決済を迅速・確実に行うとともに、契約者の
代金決済事務の効率化を図り、これにより顧客に対する商
品等の円滑な販売を図り、もって契約者と当社の双方の
事業の発展に資するものとします。 

２．契約者と当社は、本規約にもとづく本サービスの運営が
円滑に行われるよう相互に協力するものとします。 

第５条（通信販売上の責任）  
１．加盟店は、通信販売を行うに際し、特定商取引に関す

る法律、割賦販売法、消費者契約法、個人情報の保護
に関する法律、資金決済に関する法律、犯罪による収益
の移転防止に関する法律、その他の関連諸法規を遵守
し、また公序良俗に反する行為を行わないものとします。 

２．加盟店は、通信販売上のトラブル、システム障害によるト
ラブル等、予想されるトラブルにつき一方的に顧客が不利に
ならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得な
い範囲については顧客が理解できるように明示するものとし
ます。 

 
 

第５１４条（通信販売上の責任） 
１．加盟店契約者は、本サイトにおいて商品等の通信販売

提供を行うに際し、特定商取引に関する法律、・割賦販
売法、・消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、
資金決済に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関
する法律、その他の関連諸法規を遵守し、また公序良俗
に反する行為を行わないするものとします。 

２．加盟店契約者は、本サイトにおいて商品等の販売提供
を行うに際し、消費者保護の観点からつぎの対応、措置を
講じるものとします。 

①通信販売上のトラブル、システム障害等によるトラブル等、
予想されるトラブルにつき、一方的に顧客会員が不利にな
らないように取り計らうものとし、加盟店契約者が責任を取り

第５条（通信販売上の責任） 
１．加盟店は、通信販売を行うに際し、特定商取引に関す

る法律、割賦販売法、消費者契約法、個人情報の保護
に関する法律、資金決済に関する法律、犯罪による収益
の移転防止に関する法律、その他の関連諸法規を遵守
し、また公序良俗に反する行為を行わないものとします。 

２．加盟店は、通信販売上のトラブル、システム障害によるト
ラブル等、予想されるトラブルにつき一方的に顧客が不利に
ならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得な
い範囲については顧客が理解できるように明示するものとし
ます。 
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３．加盟店は、以下の事象が発生した場合、当社または決

済事業者の責任による場合を除き、必要に応じて対応窓
口を設置する等して自己の責任と費用をもって解決にあた
るものとします。また、当社の求めに応じて、事象の内容、経
過措置等を PAY を通じて報告するものとします。なお、以
下の事象により、顧客が商品等の代金の支払いを拒んだ
場合は、第４７条（支払停止の抗弁）の規定を準用す
るものとします。 

(1) 顧客から苦情や問い合わせ等を受けた場合（当社また
は決済事業者が受けた場合を含む） 

 
 
(2) 加盟店と顧客との間に紛議が生じた場合 
(3) 顧客または関係省庁もしくはその他行政機関から法令に

違反する取引であると指摘または指導を受けた場合 
４．加盟店は、加盟店サイトにおいてつぎの措置を講じるも

のとし、加盟店が本項各号に違反したことにより顧客に損
害が生じた場合は、加盟店がその責任を負うものとします。 

 
(1) 加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含むデジ

タルコンテンツの表示内容にもとづき瑕疵のない商品等の販
売提供を行うこと 

(2) 顧客に対して、商品等の購入の申込みおよびその承諾
についてその仕組みを提示し、顧客が取引の成立時期を
明確に認識できる措置を講じること 

(3) 顧客との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確
認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること 

 
 
 
 
５．加盟店は、第三者の権利（著作権、著作者人格権、

肖像権等の知的財産権）を侵害しないものとします。万
一、商品等や加盟店サイトのデジタルコンテンツ等について、
第三者から異議申し立てが生じた場合には、加盟店の責
任で解決するものとし、当社および決済事業者には一切の
迷惑をかけないものとします。 

得ない範囲については顧客会員が理解できるように明示す
るものとします。こと 

３．加盟店は、以下の事象が発生した場合、当社または決
済事業者の責任による場合を除き、必要に応じて対応窓
口を設置する等して自己の責任と費用をもって解決にあた
るものとします。また、当社の求めに応じて、事象の内容、経
過措置等を PAY を通じて報告するものとします。なお、以
下の事象により、顧客が商品等の代金の支払いを拒んだ
場合は、第４７条（支払停止の抗弁）の規定を準用す
るものとします。 

(1) ②会員からの顧客からの苦情や、問い合わせ等を受けた
場合当社または決済事業者が受けた場合を含む）に対
応する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い
合わせに対し速やかな対応を行うこと 

(2) 加盟店と顧客との間に紛議が生じた場合 
(3) 顧客または関係省庁もしくはその他行政機関から法令に

違反する取引であると指摘または指導を受けた場合 
４３．加盟店契約者は、加盟店本サイトにおいて商品等の

販売提供を行うに際し、つぎの措置事項を講じる遵守する
ものとし、ます。なお、加盟店契約者が本項各号に違反し
たことにより顧客会員に損害が生じた場合には、加盟店契
約者がその責任を負うものとします。 

(1) ①加盟店契約者の作成した販売条件や商品説明等
を含むデジタル電子的コンテンツの表示内容にもとづきく瑕
疵のない商品等の販売・提供を行うこと 

(2) ②会員顧客に対して、商品等の購入の申込みおよび・そ
の承諾について、その仕組みを提示し、顧客会員が取引の
成立時期を明確に認識できる措置を講じること 

(3) ③顧客会員との間で二重送信やデータ誤入力が生じな
いよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じ
ていること 

④前条で取扱いを禁止した商品等を取扱わないこと、また、
前条で取扱いに際し当社の事前承諾を必要とする商品等
を事前の承諾なしに取扱わないこと 

５４．加盟店は、第三者の権利（著作権、著作者人格
権、肖像権等の知的財産権）を侵害しないものとします。
万一、商品等や加盟店本サイトのにおいて取扱われた電
子的デジタルコンテンツ等について、の著作権、著作者人格
権の知的所有権および肖像権等に関して第三者からの異
議申し立てが生じた場合には、加盟店契約者の責任で解
決するものとし、当社および決済事業者には一切の迷惑を
かけないものとします。 

 
３．加盟店は、以下の事象が発生した場合、当社または決

済事業者の責任による場合を除き、必要に応じて対応窓
口を設置する等して自己の責任と費用をもって解決にあた
るものとします。また、当社の求めに応じて、事象の内容、経
過措置等を PAY を通じて報告するものとします。なお、以
下の事象により、顧客が商品等の代金の支払いを拒んだ
場合は、第４７条（支払停止の抗弁）の規定を準用す
るものとします。 

(1) 顧客からの苦情や問い合わせ等を受けた場合当社また
は決済事業者が受けた場合を含む） 

 
 
(2) 加盟店と顧客との間に紛議が生じた場合 
(3) 顧客または関係省庁もしくはその他行政機関から法令に

違反する取引であると指摘または指導を受けた場合 
４．加盟店は、加盟店サイトにおいてつぎの措置を講じるも

のとし、加盟店が本項各号に違反したことにより顧客に損
害が生じた場合は、加盟店がその責任を負うものとします。 

 
(1) 加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含むデジ

タルコンテンツの表示内容にもとづき瑕疵のない商品等の販
売提供を行うこと 

(2) 顧客に対して、商品等の購入の申込みおよびその承諾
についてその仕組みを提示し、顧客が取引の成立時期を
明確に認識できる措置を講じること 

(3) 顧客との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確
認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること 

 
 
 
５．加盟店は、第三者の権利（著作権、著作者人格権、

肖像権等の知的財産権）を侵害しないものとします。万
一、商品等や加盟店サイトのデジタルコンテンツ等について、
第三者から異議申し立てが生じた場合には、加盟店の責
任で解決するものとし、当社および決済事業者には一切の
迷惑をかけないものとします。 

第６条（通信販売上のセキュリティ措置） 
１．加盟店は、通信販売において顧客との間でインターネット

通信を利用するときは、顧客の住所、氏名等の情報につい
ては SSL 方式その他当社が承認するセキュリティ措置を講
じるものとし、カード番号等についてはセキュリティガイドライン
に則り当社が認めた措置をとるものとします。 

 
 
 
 
２．加盟店は、加盟店のシステム、サーバ等の機器および加

盟店サイトに対して、第三者による不正閲覧、改ざん、破
壊、不正アクセス（以下併せて「不正アクセス等」といいま
す。）されないための措置を、加盟店の責任により講じるも

第６３０条（通信販売上のセキュリティ安全化措置） 
１．加盟店契約者は、通信販売において顧客との間でイン

ターネット通信販売に関わる通信を利用する行うときは、顧
客の住所、氏名等の情報については SSL 方式その他当
社が承認する情報の暗号化を施すことにより一般的に要
求される程度のセキュリティ措置を講じるものとし、カード番
号等についてはセキュリティガイドラインに則り当社が認めた
措置をとるものとします。なお、契約者は、顧客が申込デー
タを入力する画面等において、当該データを暗号化しても
完全には秘密性を保持できないことを表示するものとしま
す。 

２．加盟店は、加盟店のシステム、サーバ等の機器および加
盟店サイトに対して、第三者による不正閲覧、改ざん、破
壊、不正アクセス（以下併せて「不正アクセス等」といいま

第６１４条（通信販売上のセキュリティ安全化措置） 
１．加盟店契約者は、通信販売において顧客との間でイン

ターネット通信販売に関わる通信を利用する行うときは、顧
客の住所、氏名等の情報については SSL 方式その他当
社が承認する情報の暗号化を施すことにより一般的に要
求される程度のセキュリティ措置を講じるものとし、カード番
号等についてはセキュリティガイドラインに則り当社が認めた
措置をとるものとします。 

 
 
 
２．加盟店は、加盟店のシステム、サーバ等の機器および加

盟店サイトに対して、第三者による不正閲覧、改ざん、破
壊、不正アクセス（以下併せて「不正アクセス等」といいま
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のとします。 

３．加盟店は、当社が前各項の加盟店が講じるセキュリティ
措置について改善を申し出た場合は、当社が要求する改
善措置を講じるものとします。 

 
４．加盟店は、不正アクセス等が発生した場合またはそのお

それを察知した場合には、すみやかに PAY を通じて当社お
よび決済事業者に連絡するとともに再発防止対策を行い、
セキュリティの確保が確認できるまでの間、本サービスに関す
るデータの送受信を一時停止し、加盟店の責任と費用負
担で可能な限りすみやかに対処するものとします。なお、加
盟店は、顧客情報の漏えい等が発生した場合は第１８
条（顧客情報の安全管理措置と漏えい等への対応）に
従うものとし、漏えい等した情報にカード情報が含まれる場
合は第５３条（加盟店によるカード情報漏えい等時の対
応）に従うものとします。 

 
 
 
 
５．前項の場合において、加盟店は、再発防止対策により

セキュリティ確保を確認し、データの送受信を再開しようとす
る場合には、あらかじめ PAY を通じて当社および決済事業
者の承認を得るものとします。なお、加盟店が、前項に反し
てデータ送受信を継続して行い、または当社および決済事
業者の承認を得ずに再開し、決済事業者、当社または顧
客に損害を与えた場合には、加盟店が全責任を負うものと
します。 

 
６．当社は、必要に応じて加盟店の店舗・施設に立ち入り、

セキュリティ措置に関する実施状況について検査することが
できるものとします。なお、検査の方法、時期等は、事前に
PAYを通じて加盟店と協議の上で決定するものとします。 

す。）されないための措置を、加盟店の責任により講じるも
のとします。 

３２．加盟店契約者は、当社が情報の保全を目的に前各
項の加盟店が講じるセキュリティ措置についての改善を申し
出た場合には、当社が要求する改善措置を講じるものとし
ます。 

４３．加盟店契約者は、不正アクセス等が発生したにより情
報の暗号化が破られた事実を認識した場合またはそのおそ
れを察知した場合には、すみ速やかにPAYを通じて当社お
よび決済事業者に連絡するとともに再発防止対策を行い、
セキュリティ通信の安全確保がの確認ができるまでの間、本
サービスに関するデータ顧客からの申込みの送受信を一時
停止中止し、加盟店契約者の責任と費用負担で可能な
限りすみやかに対処安全確保を図するものとします。なお、
加盟店は、顧客情報の漏えい等が発生した場合は第１
８条（顧客情報の安全管理措置と漏えい等への対応）
に従うものとし、漏えい等した情報にカード情報が含まれる
場合は第５３条（加盟店によるカード情報漏えい等時の
対応）に従うこれに反して通信販売を行い顧客に損害を
与えた場合には、契約者がその責任を負うものとします。 

５４．前項の場合において、加盟店は、再発防止対策によ
りセキュリティ通信の安全確保をの確認しができ、顧客から
の申込データの送受信を再開しようとする場合には、あらか
じめ PAY を通じて当社および決済事業者の承認を得るも
のとします。なお、加盟店が、前項に反してデータ送受信を
継続して行い、または当社および決済事業者の承認を得
ずに再開し、決済事業者、当社または顧客に損害を与え
た場合には、加盟店が全責任を負うものとします。 

６５．当社は、セキュリティ措置の安全確保を図るため、必
要に応じて加盟店契約者の店舗・施設に立ち入り、セキュ
リティ安全化措置に関する実施状況について検査すること
ができるものとします。なお、検査の方法、時期等は、事前
に PAY を通じて加盟店契約者と協議の上で決定するもの
とします。 

す。）されないための措置を、加盟店の責任により講じるも
のとします。 

３２．加盟店契約者は、当社が情報の保全を目的に前各
項の加盟店が講じるセキュリティ措置についての改善を申し
出た場合には、当社が要求する改善措置を講じるものとし
ます。 

４３．加盟店契約者は、不正アクセス等が発生したにより情
報の暗号化が破られた事実を認識した場合またはそのおそ
れを察知した場合には、すみ速やかにPAYを通じて当社お
よび決済事業者に連絡するとともに再発防止対策を行い、
セキュリティ通信の安全確保がの確認ができるまでの間、本
サービスに関するデータ顧客からの申込みの送受信を一時
停止中止し、加盟店契約者の責任と費用負担で可能な
限りすみやかに対処安全確保を図するものとします。なお、
加盟店は、顧客情報の漏えい等が発生した場合は第１
８条（顧客情報の安全管理措置と漏えい等への対応）
に従うものとし、漏えい等した情報にカード情報が含まれる
場合は第５３条（加盟店によるカード情報漏えい等時の
対応）に従うこれに反して通信販売を行い顧客に損害を
与えた場合には、契約者がその責任を負うものとします。 

５４．前項の場合において、加盟店は、再発防止対策によ
りセキュリティ通信の安全確保をの確認しができ、顧客から
の申込データの送受信を再開しようとする場合には、あらか
じめ PAY を通じて当社および決済事業者の承認を得るも
のとします。なお、加盟店が、前項に反してデータ送受信を
継続して行い、または当社および決済事業者の承認を得
ずに再開し、決済事業者、当社または顧客に損害を与え
た場合には、加盟店が全責任を負うものとします。 

６５．当社は、セキュリティ措置の安全確保を図るため、必
要に応じて加盟店契約者の店舗・施設に立ち入り、セキュ
リティ安全化措置に関する実施状況について検査すること
ができるものとします。なお、検査の方法、時期等は、事前
に PAY を通じて加盟店契約者と協議の上で決定するもの
とします。 

第７条（商品等の発送と返品等）  
１．加盟店は、顧客からの申込受付後遅滞なく（原則とし

て２週間以内）、当社および決済事業者があらかじめ承
諾した方法により、顧客に対して商品等を発送または提供
するものとします。 

２．加盟店は、商品等の発送もしくは提供が予定より遅延
することが判明した場合、または商品等を複数回にわたって
発送もしくは提供する場合は、すみやかに顧客に対して発
送時期、提供時期を通知するものとします。また、加盟店
の事由により、商品等の全部または一部の発送、提供が
困難となった場合は、直ちにその旨を顧客および PAY を通
じて当社に通知するものとします。 

３．顧客が商品等の送付先として、受領確認が不明確とな
るおそれ、または顧客本人が受領したのか確認できないおそ
れのある場所（私書箱、局留め、コンビニエンスストア等）
を指定し、加盟店が当該場所に商品等を発送した場合
は、加盟店が当該行為により発生した紛争や損害等につ
いて全責任を負うものとします。 

４．加盟店は、顧客が法律上の権利に基づき、商品等の
返品、申込の撤回、契約の解除（以下併せて「返品等」
といいます。）を申し出た場合は、遅滞なく通信販売の取
消処理を行うものとします。ただし、以下に該当する場合を

第７条（商品等の発送と返品等）  
１．加盟店は、顧客からの申込受付後遅滞なく（原則とし

て２週間以内）、当社および決済事業者があらかじめ承
諾した方法により、顧客に対して商品等を発送または提供
するものとします。 

２．加盟店は、商品等の発送もしくは提供が予定より遅延
することが判明した場合、または商品等を複数回にわたって
発送もしくは提供する場合は、すみやかに顧客に対して発
送時期、提供時期を通知するものとします。また、加盟店
の事由により、商品等の全部または一部の発送、提供が
困難となった場合は、直ちにその旨を顧客および PAY を通
じて当社に通知するものとします。 

３．顧客が商品等の送付先として、受領確認が不明確とな
るおそれ、または顧客本人が受領したのか確認できないおそ
れのある場所（私書箱、局留め、コンビニエンスストア等）
を指定し、加盟店が当該場所に商品等を発送した場合
は、加盟店が当該行為により発生した紛争や損害等につ
いて全責任を負うものとします。 

４．加盟店は、顧客が法律上の権利に基づき、商品等の
返品、申込の撤回、契約の解除（以下併せて「返品等」
といいます。）を申し出た場合は、遅滞なく通信販売の取
消処理を行うものとします。ただし、以下に該当する場合を

第７条（商品等の発送と返品等）  
１．加盟店は、顧客からの申込受付後遅滞なく（原則とし

て２週間以内）、当社および決済事業者があらかじめ承
諾した方法により、顧客に対して商品等を発送または提供
するものとします。 

２．加盟店は、商品等の発送もしくは提供が予定より遅延
することが判明した場合、または商品等を複数回にわたって
発送もしくは提供する場合は、すみやかに顧客に対して発
送時期、提供時期を通知するものとします。また、加盟店
の事由により、商品等の全部または一部の発送、提供が
困難となった場合は、直ちにその旨を顧客および PAY を通
じて当社に通知するものとします。 

３．顧客が商品等の送付先として、受領確認が不明確とな
るおそれ、または顧客本人が受領したのか確認できないおそ
れのある場所（私書箱、局留め、コンビニエンスストア等）
を指定し、加盟店が当該場所に商品等を発送した場合
は、加盟店が当該行為により発生した紛争や損害等につ
いて全責任を負うものとします。 

４．加盟店は、顧客が法律上の権利に基づき、商品等の
返品、申込の撤回、契約の解除（以下併せて「返品等」
といいます。）を申し出た場合は、遅滞なく通信販売の取
消処理を行うものとします。ただし、以下に該当する場合を
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新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
除きます。 

(1) 法令等の定めにより返品等を受けない場合 
(2) 返品等の申し出を受けられないと客観的に判断される商

品等であることから、あらかじめ返品等を受付けない旨を
顧客に明示していた場合 

除きます。 
(1) 法令等の定めにより返品等を受けない場合 
(2) 返品等の申し出を受けられないと客観的に判断される商

品等であることから、あらかじめ返品等を受付けない旨を
顧客に明示していた場合 

除きます。 
(1) 法令等の定めにより返品等を受けない場合 
(2) 返品等の申し出を受けられないと客観的に判断される商

品等であることから、あらかじめ返品等を受付けない旨を
顧客に明示していた場合 

第８条（禁止事項）  
加盟店は、通信販売を行うに際し、つぎの事項を行って

はならないものとします。加盟店は、これらの行為が行われ
ないよう、従業員の教育その他必要な体制を構築、維持
するものとします。 

 
(1) 商品等の販売提供の実態がないのに、それがあるかのよ

うに通信販売を装うこと 
(2) 本サービスによる決済を商品等の代金以外（立替金や

過去の売掛金等）に利用すること 
 
(3) 消費者契約法第４条の規定に基づき消費者による取

消が可能である行為、その他一般的に顧客の利益の保
護に欠けると判断される行為 

(4) 利用可能な決済手段により商品等の代金の支払いを
申込んだ顧客に対して、正当な理由なく申込みを拒絶し
たり、代金の全額または一部（税金、送料等を含みま
す。）に対して別の支払方法を要求すること。また、他の
支払方法と異なる代金の請求をする等して、当該顧客に
不利となる差別的取扱いを行うこと 

 
 
 
 
 
(5) つぎの各号の行為を例とする顧客に対して決済の悪用を

促す行為 
①合理的な金額以上の商品等の代金により通信販売を行

い、顧客に対して現金または現金に類似するものを交付
すること 

②加盟店が顧客から商品等を買い戻すことを前提として、また
は顧客が当該商品等を第三者に転売して現金化する目
的があることを知ったうえで、顧客に対して当該商品等の
販売提供を行うこと 

(6) 加盟店が PAY を通じて当社に届け出た名義を第三者
に使用させること、または使用を容認すること 

(7) 当社および決済事業者のシステムや設備等の利用また
は運営に支障を与える行為 

(8) 本サービスに基づき紛議が発生するおそれ、本サービスの
不正利用が発生するおそれ、または当社および決済事業
者の信用が毀損されるおそれがあると一般的に認められる
行為。もしくは法令、本規約、公序良俗ならびに一般的
な商慣習等に違反する行為 

第８２０条（禁止事項） 
加盟店契約者は、通信販売を行うカードによる信用販

売に関し、つぎの事項を行ってはならないものとします。加
盟店は、これらの行為が行われないよう、従業員の教育そ
の他必要な体制を構築、維持するものとします。 

(1) 商品等の販売提供の実態がないのに、それがあるかのよ
うに通信販売を装うこと 

(2) 本サービスによる決済を商品等の代金以外（①立替金
やまたは過去の売掛金等）に利用を信用販売代金とす
ること 

(3) 消費者契約法第４条の規定に基づき消費者による取
消が可能である行為、その他一般的に顧客の利益の保
護に欠けると判断される行為 

(4)⑤ 利用可能な決済手段により有効なカードで商品等の
代金の支払いを購入の申込んだみを行った顧客会員に
対して、正当な理由なくして申込み信用販売を拒絶した
り、代金の全額または一部（税金、送料等を含みます。
む）に対して直接現金支払い別の支払方法を要求する
こと、また、 

④有効なカードで商品等の購入の申込みを行った会員に対
して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について
手数料等を上乗せする等現金客他の支払方法と異なる
代金の請求をする等して、当該顧客に不利となる差別的
取扱いを行うこと 

(5) つぎの各号の行為を例とする顧客に対して決済の悪用を
促す行為 

①合理的な金額以上の商品等の代金により通信販売を行
い、顧客に対して現金または現金に類似するものを交付
すること 

②加盟店が顧客から商品等を買い戻すことを前提として、また
は顧客が当該商品等を第三者に転売して現金化する目
的があることを知ったうえで、顧客に対して当該商品等の
販売提供を行うこと 

(6) 加盟店が PAY を通じて当社に届け出た名義を第三者
に使用させること、または使用を容認すること 

(7) 当社および決済事業者のシステムや設備等の利用また
は運営に支障を与える行為 

(8) 本サービスに基づき紛議が発生するおそれ、本サービスの
不正利用が発生するおそれ、または当社および決済事業
者の信用が毀損されるおそれがあると一般的に認められる
行為。もしくは法令、本規約、公序良俗ならびに一般的
な商慣習等に違反する行為 

第８条（禁止事項）  
加盟店は、通信販売を行うに際し、つぎの事項を行って

はならないものとします。加盟店は、これらの行為が行われ
ないよう、従業員の教育その他必要な体制を構築、維持
するものとします。 

 
(1) 商品等の販売提供の実態がないのに、それがあるかのよ

うに通信販売を装うこと 
(2) 本サービスによる決済を商品等の代金以外（立替金や

過去の売掛金等）に利用すること 
 
(3) 消費者契約法第４条の規定に基づき消費者による取

消が可能である行為、その他一般的に顧客の利益の保
護に欠けると判断される行為 

(4) 利用可能な決済手段により商品等の代金の支払いを
申込んだ顧客に対して、正当な理由なく申込みを拒絶し
たり、代金の全額または一部（税金、送料等を含みま
す。）に対して別の支払方法を要求すること。また、他の
支払方法と異なる代金の請求をする等して、当該顧客に
不利となる差別的取扱いを行うこと 

 
 
 
 
 
(5) つぎの各号の行為を例とする顧客に対して決済の悪用を

促す行為 
①合理的な金額以上の商品等の代金により通信販売を行

い、顧客に対して現金または現金に類似するものを交付
すること 

②加盟店が顧客から商品等を買い戻すことを前提として、また
は顧客が当該商品等を第三者に転売して現金化する目
的があることを知ったうえで、顧客に対して当該商品等の
販売提供を行うこと 

(6) 加盟店が PAY を通じて当社に届け出た名義を第三者
に使用させること、または使用を容認すること 

(7) 当社および決済事業者のシステムや設備等の利用また
は運営に支障を与える行為 

(8) 本サービスに基づき紛議が発生するおそれ、本サービスの
不正利用が発生するおそれ、または当社および決済事業
者の信用が毀損されるおそれがあると一般的に認められる
行為。もしくは法令、本規約、公序良俗ならびに一般的
な商慣習等に違反する行為 

第９条（届出事項の変更）  
１．加盟店は、Smart for PAY.JP利用契約締結後、以

下の各号につき変更が生じたときには、当社所定の方法に
より遅滞なくPAYを通じて当社に届け出るものとします。 

 
(1) 加盟店に関する情報 

氏名または商号（名称）、住所、電話番号、メールアド
レス、法人番号、指定振込口座、加盟店サイトのURL 

第９５２条（届出加盟店情報事項の変更時の届出） 
１．加盟店契約者は、Smart for PAY.JP本サービス利用

契約締結後、以下の各号の事項につき変更が生じたとき
には、その旨及び変更後の当該各号に掲げる事項を当社
所定の方法により遅滞なくPAYを通じて当社に届け出るも
のとします。 

(1) 加盟店に関する情報 
① 契約者の氏名また又は商号（名称）、住所、電話

第９２６条（届出事項の変更） 
１．加盟店契約者は、Smart for PAY.JP利用契約締結

後、以下の各号につき商号、住所、代表者、主たる営業
内容等に変更が生じたときには、速やかに、当社所定の方
法により遅滞なく PAY を通じて当社に届け出するものとしま
す。 

(1) 加盟店に関する情報 
氏名または商号（名称）、住所、電話番号、メールアド
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新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
(2) 代表者に関する情報 

加盟店が法人（人格のない社団または財団で代表者ま
たは管理人の定めがあるものを含む）である場合には、当
該法人の代表者またはこれに準ずる者の氏名、性別、住
所および生年月日 

(3) 商品等に関する情報 
加盟店が本サービスを利用して販売提供する商品等およ
び販売提供の方法 

 
(4) 前各号に掲げるもののほか、本規約に定める事項および

当社が加盟店に対してあらかじめ通知する事項 
 
２．当社は、加盟店が前項に定める通知を怠ったことにより、

当社から PAY を通じて加盟店に対する通知が延着または
到着しなかった場合でも、当該通知が通常到着すべきとき
に到着したものとみなすことができるものとします。また、当社
は加盟店が前項に定める通知を怠ったことにより生じた加
盟店の不利益、損害について一切の責任を負わないものと
します。 

 
３．当社は、適法かつ適正な方法により取得した情報に基

づき、第１項に定める情報に変更があると合理的に判断し
たときは、加盟店から変更の届出があったものとして取扱うも
のとします。 

番号、メールアドレス、および法人番号、指定振込口座、
加盟店サイトのURL 

(2) 代表者に関する情報 
② 加盟店契約者が法人（人格のない社団また又は財
団で代表者また又は管理人の定めがあるものを含む。）
である場合には、当該法人の代表者また又はこれに準ず
る者の氏名、及び住所および生年月日 

(3) 商品等に関する情報 
③ 加盟店契約者が本サービスを利用して販売提供する
の取扱商品等およ及び販売提供の方法又は役務の種
類及び提供方法 

(4)④ 前各号に掲げるもののほか、本規約に定める事項およ
び当社が加盟店契約者に対してあらかじめ通知する事項 

２．当社は、加盟店が前項に定める通知を怠ったことにより、
当社から PAY を通じて加盟店に対する通知が延着または
到着しなかった場合でも、当該通知が通常到着すべきとき
に到着したものとみなすことができるものとします。また、当社
は加盟店が前項に定める通知を怠ったことにより生じた加
盟店の不利益、損害について一切の責任を負わないものと
します。 

 
３．当社は、適法かつ適正な方法により取得した情報に基

づき、第１項に定める情報に変更があると合理的に判断し
たときは、加盟店から変更の届出があったものとして取扱うも
のとします。 

２．契約者は、実行計画に掲げられた「カード番号等の適切
な管理のために必要な措置」「カード番号等不正利用の防
止のために必要な措置」についての具体的方法又は態様
を変更しようとする場合には、事前に当社に報告のうえ、当
該変更について当社と協議するものとします。 

レス、法人番号、指定振込口座、加盟店サイトのURL 
(2) 代表者に関する情報 

加盟店が法人（人格のない社団または財団で代表者ま
たは管理人の定めがあるものを含む）である場合には、当
該法人の代表者またはこれに準ずる者の氏名、性別、住
所および生年月日 

(3) 商品等に関する情報 
加盟店が本サービスを利用して販売提供する商品等およ
び販売提供の方法 

 
(4) 前各号に掲げるもののほか、本規約に定める事項および

当社が加盟店に対してあらかじめ通知する事項 
 
２．当社は、加盟店契約者が前項に定める通知届出を怠

ったしないことにより、当社からPAYを通じて加盟店に対する
の通知が契約者に延着または到着しなかった達しない場合
でも、当該通知がは通常到達すべきときに到達したものとみ
なすことができるものとします。また、当社は加盟店が前項に
定める通知を怠ったことにより生じた加盟店の不利益、損
害について一切の責任を負わないものとします。 

３．当社は、適法かつ適正な方法により取得した情報に基
づき、第１項に定める情報に変更があると合理的に判断し
たときは、加盟店から変更の届出があったものとして取扱うも
のとします。 

 第４０条（届出事項の変更） 
契約者は、商号、住所、代表者、主たる営業内容等

に変更が生じたときは、速やかに、当社に届出するものとし
ます。なお、契約者が届出をしないことにより、当社の通知
が契約者に到達しない場合、当該通知は通常到達すべ
きときに到達したものとみなすものとします。 

 

  第５章  共通規約 
第１０条（本システムの接続と使用）  
１．加盟店は、仕様書等に従い、本サービスの利用開始時

までに加盟店の運営するシステムやサーバ等を本システムに
接続し、また必要なソフトウェアを導入して、そのテストを完
了するものとします。 

 
２．前項のために要する費用およびサーバ等の管理保守費

用ならびに本サービス利用に係る通信料は、加盟店の負
担とします。 

３．加盟店は、仕様書等に従い本システムを使用するものと
し、本サービス以外の目的で本システムにアクセスしてはなら
ず、また仕様書等に反する行為を行ってはならないものとし
ます。 

第１０２９条（本システムの接続と使用環境の構築） 
１．加盟店契約者は、本仕様書等に従い、本サービスの利

用開始時までに加盟店、契約者の運営するコンピュータシ
ステムやサーバ等を、本システムに接続しのうえ、また必要な
ソフトウェアを導入して、そのテストを完了するものとします。 

２．前項のために要する費用およびサーバ等の管理保守費
用ならびに本サービス利用に係る通信料は、加盟店の負
担とします。 

３．加盟店は、仕様書等に従い本システムを使用するものと
し、本サービス以外の目的で本システムにアクセスしてはなら
ず、また仕様書等に反する行為を行ってはならないものとし
ます。 

第１０１３条（本システムの接続と使用環境の構築） 
１．加盟店契約者は、当社が別途提示する仕様書等に従

い、本サービスの利用開始時までに加盟店、契約者の運
営するコンピュータシステムやサーバ等を、本システムに接続
しのうえ、また必要なソフトウェアを導入して、そのテストを完
了するものとします。 

２．前項のために要する費用およびサーバ等の管理保守費
用ならびに本サービス利用に係る通信料は、加盟店契約
者の負担とします。 

３．加盟店は、仕様書等に従い本システムを使用するものと
し、本サービス以外の目的で本システムにアクセスしてはなら
ず、また仕様書等に反する行為を行ってはならないものとし
ます。 

第１１条（システム変更、トラブル等） 
１．当社および加盟店は、自己のシステムやサーバ等の変更

により、相手方に影響がおよぶ場合、または影響がおよぶお
それがある場合は、相手方に事前に通知するものとし、通
知を受けた側は、必要に応じて協力するものとします。 

 

第１１３３条（システム仕様の変更、トラブル等） 
１．当社および加盟店契約者は、自己のコンピュータシステ

ムやサーバ等の変更により、相手方本システムに影響がおよ
ぶ場合、または影響がおよぶおそれがある場合は、相手方に
事前に当社に通知するものとし、通知を受けた側は、必要
に応じて協力するものとします。 

第１１１７条（システム仕様の変更、トラブル等） 
１．当社および加盟店契約者は、自己のコンピュータシステ

ムやサーバ等のを変更によりするとき、相手方当該変更が
本システムに影響がおよぶ場合、または影響がおよぶおそれ
がある場合は、相手方に事前に当社に通知するものとし、
通知を受けた側は、必要に応じて協力するしなければならな
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２．加盟店の要求によるシステム、サーバ等およびプログラム

の追加または変更に起因して、本システムが不稼動または
稼動不良となり、当該加盟店に損害が発生したとしても、
当社は一切の責を負わないものとします。 

 
 
 
 
３．加盟店は、通信障害や加盟店のシステム、サーバの障

害発生等により、当社のシステムやサーバに影響がでること
が判明したときは、直ちに当社に対しその旨を報告するもの
とします。 

２．当社は、本システムの変更により、契約者のコンピュータ
システムに影響がおよぶと判断した場合、契約者に事前に
通知するものとします。 

３．契約者および当社は、前各項により通知を受けた場
合、相手方がコンピュータシステムを変更するにあたり、必要
に応じて、協力するものとします。 

 
第３８条（損害賠償） 
２．当社はつぎの場合に起因する損害についての責任は負

わないものとします。 
③加盟店契約者の要求によるシステム、サーバ等機器および

プログラムの追加または変更に起因して、する本システムが
不稼動またはおよび稼動不良となり、当該加盟店に損害が
発生したとしても、当社は一切の責を負わないものとします。 

第３４条（システムトラブル報告） 
３．加盟店契約者および当社は、通信障害や加盟店の、コ

ンピュータシステム、サーバの障害発生等により、当社自己の
コンピュータシステムやサーバに影響がでる本システムが使用
不能の状態であることが判明したときは、直ちに当社相手方
に対しその旨を報告するものとします。 

いものとします。 
２．当社は、本システムを変更するとき、当該変更が契約者

のコンピュータシステムに影響がおよぶと判断した場合、契約
者に事前に通知するものとします。 

３．契約者および当社は、前各項により通知を受けた場
合、相手方がコンピュータシステムを変更するにあたり、必要
に応じて、協力するものとします。 

第２４条（損害賠償） 
２．当社は以下の場合に起因する損害についての責任は負

わないものとします。 
③加盟店契約者の要求によるシステム、サーバ等機器、およ

びプログラムの追加または、変更に起因して、する本システム
が不稼動またはおよび稼動不良となり、当該加盟店に損害
が発生したとしても、当社は一切の責を負わないものとしま
す。 

第１８条（システムトラブル報告） 
３．加盟店契約者および当社は、通信障害や加盟店の、コ

ンピュータシステム、サーバの障害発生等により、当社自己の
コンピュータシステムやサーバに影響がでる本システムが使用
不能の状態であることが判明したときは、直ちに当社相手方
に対しその旨を報告するものとします。 

第１２条（対価等の支払い）  
１．加盟店は、当社に対し、本サービス利用の対価（第４

３条（加盟店手数料）に定める加盟店手数料は除きま
す。初期設定費用はこれに含むものとし、以下併せて「対
価等」といいます。）として、別途PAYを通じて加盟店に明
示した金額ならびにこれに課される消費税および地方消費
税の合計額を支払うものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
２．当社は、対価等を原則として１年毎に見直すことができ

るものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急激な変
化等により、金額を変更する必要性が生じた場合には、こ
れに限らず変更できるものとします。 

 
 
 
３．当社は、加盟店に別途 PAY を通じて明示した締日に

対価等を算出して、当社所定の方法で加盟店に請求する
ものとし、加盟店は、当社からの請求に基づき、あらかじめ
当社が指定した方法により、当該対価等を支払うものとし
ます。なお、加盟店が当社の金融機関の口座に振り込む
場合において、支払日が金融機関の休業日である場合に
は、その前営業日を支払日とします。また、振込み手数料
は、加盟店の負担とします。 

第１２条（対価等の支払い）  
１．加盟店は、当社に対し、本サービス利用の対価（第４

３条（加盟店手数料）に定める加盟店手数料は除きま
す。初期設定費用はこれに含むものとし、以下併せて「対
価等」といいます。）として、別途PAYを通じて加盟店に明
示した金額ならびにこれに課される消費税および地方消費
税の合計額を支払うものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
２．当社は、対価等を原則として１年毎に見直すことができ

るものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急激な変
化等により、金額を変更する必要性が生じた場合には、こ
れに限らず変更できるものとします。 

 
 
 
３．当社は、加盟店に別途 PAY を通じて明示した締日に

対価等を算出して、当社所定の方法で加盟店に請求する
ものとし、加盟店は、当社からの請求に基づき、あらかじめ
当社が指定した方法により、当該対価等を支払うものとし
ます。なお、加盟店が当社の金融機関の口座に振り込む
場合において、支払日が金融機関の休業日である場合に
は、その前営業日を支払日とします。また、振込み手数料
は、加盟店の負担とします。 

第１２１９条（対価等の支払い） 
１．加盟店契約者は、当社に対し、本サービスの利用の対

価（第４３条（加盟店手数料）に定める加盟店手数
料は除きます。初期設定費用はこれに含むものとし、以下
併せて「対価等」といいます。）として、別途 PAY を通じて
加盟店に明示した以下各号に定める金額ならびにおよびに
記載の金額、これに課される消費税および地方消費税の
合計額を支払うものとします。 

①基本サービス利用料 
申込書「基本サービス利用料金表」記載の金額（ただし設

定費用および店舗設定費用を除く） 
②本人認証サービス利用料 
申込書「本人認証サービス利用料金表」記載の金額 
③オプションサービス利用料 
申込書「オプションサービス利用料金表」記載の金額 
２．当社は、対価等を前項各号に定める金額は、原則とし

て契約者および当社が協議により１年毎に見直すことがで
きるものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急激な変
化等により、金額を変更する必要性が生じた場合には、こ
れに限らず契約者および当社が協議により、変更することが
できるものとします。 

第２０条（対価の支払い） 
３１．当社は、加盟店に別途 PAY を通じて明示した締日

に毎月１日から末日までに実施した各サービスに基づき対
価等の合計額を算出して、翌月末日までに当社所定の方
法で加盟店契約者に請求するものとし、加盟店契約者
は、当社からの請求に基づき、あらかじめ当社が指定した方
法により、請求書受領日の属する月の翌月末日までに当
該対価等を支払うものとします。 

２． 契約者から当社への対価の支払いは、金融機関の口
座に振り込む等、あらかじめ当社の指定する方法により行
われるものとします。なお、加盟店が当社の金融機関の口
座に振り込む場合において、支払日が金融機関の休業日
である場合には、その前営業日を支払日とします。また、振
込み手数料は、加盟店契約者の負担とします。 
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  第２１条（設定費用） 

１．契約者は、本システムの設定およびテストに係る費用とし
て、以下に掲げる申込書記載の費用ならびにこれに課され
る消費税および地方消費税（以下「設定費用」といいま
す。）を当社に支払うものとします。 

①「基本サービス利用料金表」の設定費用 
②「基本サービス利用料金表」の店舗設定費用 
２．当社は、設定費用を当社所定の方法で契約者に請求

するものとし、契約者は、当社からの請求に基づき、請求書
受領日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。 

３．契約者から当社への設定費用の支払いは、あらかじめ
当社が指定する金融機関の口座に振込むことにより行われ
るものとします。なお、支払日が金融機関の休業日である
場合には、その前営業日を支払日とします。また、振込み
手数料は、契約者の負担とします。 

第１３条（遅延損害金）  
加盟店が、前条に定める対価等を含む本規約に定め

る当社への債務の支払いを遅延した場合、当社は、当該
債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し年
14.6%の遅延損害金を請求できるものとします（年３
６５日の日割計算とします。）。 

第１３条（遅延損害金）  
加盟店が、前条に定める対価等を含む本規約に定め

る当社への債務の支払いを遅延した場合、当社は、当該
債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し年
14.6%の遅延損害金を請求できるものとします（年３
６５日の日割計算とします。）。 

第１３条（遅延損害金）  
加盟店が、前条に定める対価等を含む本規約に定め

る当社への債務の支払いを遅延した場合、当社は、当該
債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し年
14.6%の遅延損害金を請求できるものとします（年３
６５日の日割計算とします。）。 

第１４条（本サービス提供の一時停止等） 
 
１．当社は、本システムの点検や保守等を行うため、本サー

ビスの提供を一時的に停止することがあります。ただし、この
場合当社は、原則として、PAY を通じて加盟店が当社に
登録した緊急連絡先に事前に通知するものとします。 

 
２．前項にかかわらず、当社は、つぎのいずれかの事由に該

当する場合、加盟店に通知することなく本サービスの提供を
一時停止することができるものとします。ただし、当社は、可
能な限りすみやかに加盟店にその旨を通知するとともに、当
該トラブルの復旧に努めるものとします。 

 
 
 
 
(1) 本システムまたは決済事業者のシステム等の点検や保

守等を緊急に行う必要が生じた場合 
(2) 天災地変、停電、火災、通信事業者の障害、戦争、

労働争議、その他不可抗力により、本サービス提供の継
続が不可能となった場合 

(3) その他、運用上または技術上のやむを得ない事由によ
り、当社が必要と判断した場合 

 
３．当社は、加盟店において本規約の違反が疑われる場

合、または本規約に定める当社への債務（第４９条
（信用販売代金の返還等）に定める返還金を含む）の
履行を遅延する可能性がある場合、もしくは決済事業者
から要請を受けた場合は、加盟店に通知することなく、本サ
ービスの提供を一時停止することができるものとします。 

 
 
 
 
 

第１４３１条（本サービス提供システムの一時停止等中
断） 
１．当社は、本システムの定期点検や、保守等を行うため、

やむ得ない事情により、本サービスの提供システムを一時的
に停止中断することがありるものとします。ただし、この場合、
当社は、原則として、PAY を通じて加盟店が当社に登録し
た緊急連絡先に契約者に対し、当社所定の方法により、
事前に通知するものとします。 

２．当社は、前項の定めにかかわらず、当社は、つぎのいずれ
かの事由に該当する場合、加盟店契約者に通知すること
なく、本サービスの提供システムを一時中断または停止する
ことができるものとします。ただし、当社は、可能な限りすみや
かに中断、停止後直ちに契約者加盟店にその旨を通知連
絡するとともに、当該トラブルの復旧に努めるものとします。 

①本システムの保守点検および更新を緊急に行う必要が生
じた場合 
(1) 本システムまたは決済事業者のシステム等の点検や保

守等を緊急に行う必要が生じた場合 
(2) ②天災地変、停電、火災、通信事業者の障害、戦

争、労働争議、その他不可抗力により、本サービス提供
システムの継続が不可能となった場合 

(3) ③その他、運用上または技術上のやむを得ない事由によ
り、当社が本システムの提供を一時的に停止することが必
要と判断した場合 

３．当社は、加盟店において本規約の違反が疑われる場
合、または本規約に定める当社への債務（第４９条
（信用販売代金の返還等）に定める返還金を含む）の
履行を遅延する可能性がある場合、もしくは決済事業者
から要請を受けた場合は、加盟店に通知することなく、本サ
ービスの提供を一時停止することができるものとします。 

３．当社は、通信障害、システムの障害等の発生により、本
システムが利用不能の状態にあることが判明したときは、直
ちに契約者にその旨を通知するとともに、可能な限り速やか
に当該トラブルの復旧に努めるものとします。 

第３８条（損害賠償） 

第１４１５条（本サービス提供システムの一時停止中
断） 
１．当社は、本システムの定期点検や、保守等を行うため、

やむ得ない事情により、本サービスの提供システムを一時的
に停止中断すること場合があります。ただ但し、この場合当
社は、原則として、PAY を通じて加盟店が当社に登録した
緊急連絡先に契約者に対し、当社所定の方法により、事
前に通知するものとします。 

２．当社は、前項の定めにかか関わらず、当社は、つぎのい
ずれかの事由に該当する場合、加盟店契約者に通知する
ことなく、本サービスの提供システムを一時中断または停止
することができるものとします。ただし、当社は、可能な限りす
みやかに停止後直ちに契約者加盟店にその旨を通知連
絡するとともに、当該トラブルの復旧に努めるものとします。 

①本システムの保守点検および更新を緊急に行う必要が生
じた場合 
(1) 本システムまたは決済事業者のシステム等の点検や保

守等を緊急に行う必要が生じた場合 
(2) ②天災地変、停電、火災、通信事業者の障害、戦

争、労働争議、その他不可抗力により、本サービス提供
システムの継続が不可能となった場合 

(3) ③その他、運用上またあるいは技術上のやむを得ない事
由により、当社が本システムの提供を一時的に停止すること
が必要と判断した場合 

３．当社は、加盟店において本規約の違反が疑われる場
合、または本規約に定める当社への債務（第４９条
（信用販売代金の返還等）に定める返還金を含む）の
履行を遅延する可能性がある場合、もしくは決済事業者
から要請を受けた場合は、加盟店に通知することなく、本サ
ービスの提供を一時停止することができるものとします。 

３．当社は、通信障害、システムの障害等の発生により、本
システムが利用不能の状態にあることが判明したときは、直
ちに契約者にその旨を通知するとともに、可能な限り速やか
に当該トラブルの復旧に努めるものとします。 

第２４条（損害賠償） 
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新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
４．前各項により本サービスの提供が受けられず加盟店に損

害が発生したとしても、当社はその責を負わないものとしま
す。ただし、当社の故意、過失により、本システムの一部ま
たは全部の利用が不能となってから２４時間を超えて加盟
店が本サービスの提供を受けられず、これにより加盟店に損
害が生じた場合は、当社は、当該損害発生日の属する月
における当該加盟店の本サービスによる売上金額の１
０％相当額を上限（ただし金額にして１０万円を超える
場合は１０万円を上限とします。）として、損害賠償の責
を負うものとします。 

４２．前各項により本サービスの提供が受けられず加盟店に
損害が発生したとしても、当社はそのつぎの場合に起因する
損害についての責任をは負わないものとします。 

①通信回線の障害、電力の不安定、火災その他偶発事故 
②天災地変、暴動、内乱その他の不可抗力により、本サービ

スの提供ができない場合 
３．ただし、当社の故意、過失により、つぎの各号の事由に

起因して本システムの一部または全部の利用が不能となっ
てから２４時間を超えて加盟店契約者が本規約に基づく
サービスの提供を受けられず、これにより加盟店契約者に損
害が生じた場合は、当社は、当該損害発生日の属する月
におけるの当該加盟店契約者の本サービスによる売上取
扱金額の１０％相当額を上限（ただ但し、金額にして１
０万円を超えない範囲とし、１０万円を超える場合は、１
０万円を上限とします。）を上限として、契約者に対して
損害賠償の責を負うものとします。 

①本システムの不稼動および稼動不良 
②本システムの誤操作、誤使用 

４２．前各項により本サービスの提供が受けられず加盟店に
損害が発生したとしても、当社はその以下の場合に起因す
る損害についての責任をは負わないものとします。 

①通信回線の障害、電力の不安定、火災その他偶発事故 
②天災地変、暴動、内乱その他の不可抗力により、本サービ

スの提供ができない場合 
３．ただし、当社の故意、過失により、つぎの各号の事由に
起因して本システムの一部または全部の利用が不能となって
から２４時間を超越えて加盟店契約者が本規約にもとづくサ
ービスの提供を受けられず、これにより加盟店契約者に損害が
生じた場合は、当社は、当該損害発生日の属する月におけ
るの当該加盟店契約者の本サービスによる売上取扱金額の
１０％相当額を上限（ただ但し、金額にして１０万円を超
えない範囲とし、１０万円を超える場合は、１０万円を上限
とします。）を上限として、契約者に対して９８い損害賠償の
責を負うものとします。 
①本システムの不稼動および稼動不良 
②本システムの誤操作、誤使用 

 第３２条（本サービスの中断） 
１．当社は、つぎのいずれかの事由に該当する場合、契約

者に通知することなく、本サービスの提供を中断または停止
することができるものとします。 

①運用上または技術上の合理的な理由で、本サービスの一
部または全部の一時的中断または停止を必要と判断した
場合 

②カードサービスを利用の場合において、カード会社から、カー
ドサービスの中断、停止を申し入れされた場合 

③前条第２項のいずれかに該当する場合 
２．前条第１項の理由で本サービスを中断または停止する

場合は、前条第１項の定めに準じるものとします。 

第１６条（本サービスの中断） 
１．当社は、つぎのいずれかの事由に該当する場合、契約

者に通知することなく、本サービスの提供を中断または停止
することができるものとします。 

①運用上、技術上などの合理的な理由で、本サービスの一
部もしくは全部の一時的中断または停止を必要と判断した
場合 

②カードサービスを利用の場合において、カード会社から、カー
ドサービスの中断、停止を申し入れされた場合 

③前条第２項のいずれかに該当する場合 
２．前条第１項の理由で本サービスを中断または停止する

場合、前条第１項の定めに準じるものとします。 
第１５条（本サービスの変更、終了）  
１．当社は、事前にPAYを通じて加盟店に通知することによ

り、本サービスの仕様の変更および本サービスの一部または
全部の提供を終了することができるものとします。 

 
 
２．前項により加盟店に損害が生じたとしても、当社はその

責任を負わないものとします。 

第１５７条（本オプションサービスの変更、終了） 
１．当社は、事前にPAYを通じて加盟店に通知することによ

り、本オプションサービスの仕様の変更およびもしくは本サービ
スの一部または全部の提供を終了することができるものとし
ます。ただし、この場合、事前に契約者に当社所定の方法
で通知するものとします。 

２．前項の事由により加盟店、契約者に損害が生じたとして
も、当社はその責任を負わないものとします。 

第１５７条（本オプションサービスの変更、終了） 
１．当社は、事前にPAYを通じて加盟店に通知することによ

り、本オプションサービスの仕様の変更およびもしくは本サービ
スの一部または全部の提供を終了することができるものとし
ます。ただし、この場合、事前に契約者に当社所定の方法
で通知するものとします。 

２．前項の事由により加盟店、契約者に損害が生じたとして
も、当社はその責任を負わないものとします。 

第１６条（業務委託）  
当社および決済事業者は、本規約に定める業務の一

部または全部を第三者に委託して実施することができるも
のとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。 

第１６４５条（業務委託） 
当社および決済事業者は、本規約サービスに定める関

する業務の一部または全部を、第三者に委託して実施す
ることができるものとし、加盟店契約者はあらかじめこれを承
諾するものとします。 

第１６３１条（業務委託） 
当社および決済事業者は、本規約サービスに定める関

する業務の一部または全部を、第三者に委託して実施す
ることができるものとし、加盟店契約者はあらかじめこれを承
諾するものとします。 

第１７条（機密保持）  
１．加盟店（本条において新規加盟店申込者を含みま

す。）および当社は、Smart for PAY.JP利用契約にもと
づき知り得た相手方の機密に関する情報（以下「機密情
報」といいます。）を厳に秘密として取扱い、本規約に定め
る利用目的（以下「開示目的」といいます。）以外の目
的に使用してはならないものとし、また、相手方の事前の書
面による承諾なしに第三者に開示、提供（以下本条にお
いて「開示等」といいます。）および漏えいしてはならないもの
とします。 

 
２．前項に定める機密情報とは、Smart for PAY.JP利用

契約期間中に、機密情報を開示する者（以下「開示者」

第１７３５条（機密保持） 
１．加盟店（本条において新規加盟店申込者を含みま

す。）契約者および当社は、本サービスの Smart for 
PAY.JP 利用契約にもとづき知り得た相手方の機密に関す
る情報（以下「機密情報」といいます。）を、厳に秘密とし
て取扱い、本規約に契約の定める利用目的（以下「開示
目的」といいます。）以外の目的に使用してはならないもの
とし、また、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者
に開示、および提供（以下本条において「開示等」といいま
す。）および漏えい洩してはならないものとします。 

２．前項に定める契約者および当社が守秘義務を負う機
密情報とは、Smart for PAY.JP利用契約期間中に、機
密情報を開示する者（以下「開示者」といいます。）が機

第１７２２条（機密保持） 
１．加盟店（本条において新規加盟店申込者を含みま

す。）契約者および当社は、本サービスの Smart for 
PAY.JP 利用契約にもとづき知り得た相手方の機密に関す
る情報（以下「機密情報」といいます。）を、厳に秘密とし
て取扱い、本規約に契約の定める利用目的（以下「開示
目的」といいます。）以外の目的に使用してはならないもの
とし、また、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者
に開示、・提供（以下本条において「開示等」といいま
す。）および漏えい洩してはならないものとします。 

２．前項に定める契約者および当社が守秘義務を負う機
密情報とは、Smart for PAY.JP利用契約期間中に、機
密情報を開示する者（以下「開示者」といいます。）が機
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新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
といいます。）が機密情報の開示を受ける者（以下「被開
示者」といいます。）に対して、口頭、文書、図形、電子ファ
イル等の伝達手段にかかわらず開示等する情報であり、開
示等の際に秘密である旨通知したうえで開示等をした全て
の情報をいいます。ただし、被開示者は、つぎのいずれかに
該当する機密情報については、前項に定める機密保持義
務を負わないものとします。 

 
 
 
(1) 開示時に既に公知となっている情報 
(2) 開示時に既に知っていた情報 
(3) 開示後に自己の責に帰すべからざる事由により公知とな

った情報 
(4) 開示後に第三者より機密保持義務を負うことなく適法に

入手した情報 
(5) 機密情報とは無関係に独自に開発した情報 
３．被開示者は、第１項に定める機密保持義務を実施す

るために、善良なる管理者の注意義務をもって機密情報を
取扱うとともに、つぎの各号に従い取扱うものとします。 

(1) 開示目的を遂行するために機密情報に接する必要のあ
る自己の取締役、監査役および従業員、ならびに顧問弁
護士、公認会計士等、秘密保持義務を職務上負担す
る者以外の者が接することのないように保管し、また、機密
情報に接する者に対しては機密保持義務の内容を知ら
しめ、遵守させること 

 
 
(2) 開示者の書面による事前の承諾なくして、機密情報を

開示目的以外の目的で使用しないこと 
 
(3) 開示者の書面による事前の承諾なくして、複製および複

写しないこと。ただし、システム運営に必要なバックアップデ
ータ等を作成するための複製はこの限りではないものとする 

(4) 開示者の書面による事前の承諾なくして、機密情報を
所定の場所より搬出しないこと。ただし、システム運営に必
要なバックアップデータ等の保管倉庫等への搬出はこの限
りではないものとする 

４．加盟店は、職務上必要としない者（加盟店の従業員
を含みます。）に対して、当社（開示者）からPAYを通じ
て加盟店（被開示者）に提供する本サービスの電文に使
用する ID、パスワードを閲覧、開示、貸与または使用させ
てはならないものとします。なお、加盟店の保管・管理上の
過誤または不注意によりこれらが不正使用等され、加盟店
に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わない
ものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
５．前各項の定めにかかわらず、被開示者は、法律、裁判

所または政府機関の強制力を伴う命令、要求に基づく開

密情報の開示を受ける者（以下「被開示者」といいま
す。）に対して、口頭、文書、図形、電子ファイル等の伝達
手段にかかわらず開示等および提供する本サービスに関す
る商品、技術に関する情報等開示者の保有する商業上、
技術上の情報でありのうち、開示等の際または提供時に秘
密である旨通知したうえで開示等をまたは提供した全ての
情報をいいます。ただし、被開示者は、つぎのいずれかに該
当する機密情報については、前項に定める機密保持義務
を負わないものとします。 

(1) ①開示時に既に公知となっている情報 
(2) ②開示時に既に知っていた情報 
(3) ③開示後に自己の責に帰すべからざる事由により公知と

なった情報 
(4) ④開示後に第三者より機密保持義務を負うことなく適

法に入手した情報 
(5) ⑤機密情報とは無関係に独自に開発した情報 
３．被開示者は、第１前項に定める機密保持義務を実施

するために、善良なる管理者の注意義務をもって機密情報
を取扱うとともに、つぎの各号に従い取扱うものとします。 

(1) ①開示目的を遂行するために機密情報に接する必要の
ある自己の取締役、監査役管理責任者および従業員、
ならびに顧問弁護士、公認会計士等、秘密保持義務を
職務上負担する者担当者その他あらかじめ開示者に対
し通知した自己の役員および社員以外の者ものが接する
ことのないように保管し、また、機密情報に接する者に対し
ては当該機密保持義務の内容を知らしめ、遵守させるこ
と。 

(2) ②開示者の書面による事前の承諾なくして、機密情報
を開示目的以外の使用目的に使用しないこと。 

 
(3) ③開示者の書面による事前の承諾なくして、複製および

複写しないこと。ただし、システム運営に必要なバックアップ
データ等を作成するための複製はこの限りではないものとす
るします。 

(4) ④開示者の書面による事前の承諾なくして、機密情報
を所定の場所より搬出しないすること。ただし、システム運
営に必要なバックアップデータ等の保管倉庫等への搬出は
この限りではないものとするします。 

４．加盟店契約者は、理由の如何を問わず、第三者職務
上必要としない者（加盟店の従業員を含みます。）に対
して、本仕様書に定める管理画面または当社（開示者）
からPAYを通じて加盟店（被開示者）に提供する本サー
ビスの電文に使用する ID、およびパスワードを閲覧、開示、
もしくは貸与、または使用させてはならないものとします。な
お、加盟店の保管・管理上の過誤または不注意によりこれ
らが不正使用等され、加盟店に損害が発生したとしても、
当社は一切の責任を負わないものとします。 

第３８条（損害賠償） 
２．当社はつぎの場合に起因する損害についての責任は負

わないものとします。 
⑤本仕様書に定める管理画面または電文に使用する ID お

よびパスワードについて契約者の保管上の過誤、不正使用
その他の事由 

５．前各項の定めにかかわらず、被開示者は、法律、裁判
所または政府機関の強制力を伴う命令、要求に基づく開
示請求を受けた場合は、それに応じることができるものとしま

密情報の開示を受ける者（以下「被開示者」といいま
す。）に対して、口頭、文書、図形、電子ファイル等の伝達
手段にかかわらず開示等、提供する本サービスに関する商
品、技術に関する情報等開示者の保有する商業上、技
術上の情報でありのうち、開示等の際、提供時に秘密であ
る旨通知したうえで開示等を、提供した全ての情報をいいま
す。ただし、被開示者は、つぎのいずれかに該当することを証
明できる機密情報については、前項に定める機密保持義
務を負わないものとします。 

(1) ①開示時に既に公知となっている情報 
(2) ②開示時に既に知っていた情報 
(3) ③開示後に自己の責に帰すべからざる事由により公知と

なった情報 
(4) ④開示後に第三者より機密保持義務を負うことなく適

合法的に入手した情報 
(5) ⑤機密情報とは無関係に独自に開発した情報 
３．被開示者は、第１前項に定める機密保持義務を実施

するために、善良なる管理者の注意義務をもって機密情報
を取扱うとともに、つぎの各号に従い取扱うものとします。 

(1) ①開示目的を遂行するために機密情報に接する必要の
ある自己の取締役、監査役管理責任者および従業員、
ならびに顧問弁護士、公認会計士等、秘密保持義務を
職務上負担する者担当者その他あらかじめ開示者に対
し通知した自己の役員、社員以外の者ものが接すること
のないように保管し、また、機密情報に接する者に対して
は当該機密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。 

(2) ②開示者の書面による事前の承諾なくして、機密情報
を開示目的本契約の実施以外の使用目的に使用しな
いこと。 

(3) ③開示者の書面による事前の承諾なくして、複製およ
び、複写しないこと。ただ但し、システム運営に必要なバック
アップデータ等を作成するための複製はこの限りではないも
のとする。 

(4) ④開示者の書面による事前の承諾なくして、機密情報
を所定の場所より搬出しないすること。ただ但し、システム
運営に必要なバックアップデータ等の保管倉庫等への搬出
はこの限りではないものとする。 

４．加盟店契約者は、理由の如何を問わず、第三者職務
上必要としない者（加盟店の従業員を含みます。）に対
して、当社仕様書に定める管理画面または当社（開示
者）から PAY を通じて加盟店（被開示者）に提供する
本サービスの電文に使用する ID、およびパスワードを閲覧、
開示、もしくは貸与、または使用させてはならないものとしま
す。なお、加盟店の保管・管理上の過誤または不注意によ
りこれらが不正使用等され、加盟店に損害が発生したとし
ても、当社は一切の責任を負わないものとします。 

第２４条（損害賠償） 
２．当社は以下の場合に起因する損害についての責任は負

わないものとします。 
⑤当社仕様書に定める管理画面または電文に使用する ID

およびパスワードについて契約者の保管上の過誤・不正使
用その他の事由 

５．前各項の定めにかかわらず、被開示者は、法律、裁判
所または政府機関の強制力を伴う命令、要求に基づく開
示請求を受けた場合は、それに応じることができるものとしま
す。ただし、開示者に対する通知が法令等により制限され
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示請求を受けた場合は、それに応じることができるものとしま
す。ただし、開示者に対する通知が法令等により制限され
ている場合を除いて、被開示者は開示者に対して当該事
項を通知するものとし、また開示範囲は最小限になるよう努
めるものとします。 

６．被開示者は、契約終了後に開示者から機密情報の返
却または廃棄の要求があった場合、法令により定められた
保管期間が経過した後、その要求に従うものとします。 

７．被開示者は、本条に違反して開示者に損害を与えた場
合、一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 

 
 
８．前各項の定めは、Smart for PAY.JP利用契約期間

中はもとより、契約終了後においても有効とします。 

す。ただし、開示者に対する通知が法令等により制限され
ている場合を除いて、被開示者は開示者に対して当該事
項を通知するものとし、また開示範囲は最小限になるよう努
めるものとします。 

６．被開示者は、契約終了後に開示者から機密情報の返
却または廃棄の要求があった場合、法令により定められた
保管期間が経過した後、その要求に従うものとします。 

７５．被開示者契約者および当社は、本第３５条に違反
して開示者相手方に損害を与えた場合、一切その損害を
賠償する責任を負うものとします。 

第３５条（機密保持） 
８５．前各項の定めは、Smart for PAY.JP利用契約期

間中はもとより、Smart for PAY.JP 利用契約終了後に
おいても有効とします。 

ている場合を除いて、被開示者は開示者に対して当該事
項を通知するものとし、また開示範囲は最小限になるよう努
めるものとします。 

６．被開示者は、契約終了後に開示者から機密情報の返
却または廃棄の要求があった場合、法令により定められた
保管期間が経過した後、その要求に従うものとします。 

７５．被開示者契約者および当社は、本第３２条に違反
して開示者相手方に損害を与えた場合、一切その損害を賠
償する責任を負うものとします。 
第２２条（機密保持） 
８５．前各項の定めは、本Smart for PAY.JP利用契約
期間中はもとより、本契約期間終了後においても有効としま
す。 

第１８条（顧客情報の安全管理措置と漏えい等への対
応） 

１．加盟店および当社は、個人情報保護の重要性を認識
し、個人情報の保護に関する法律、当該法律にもとづき主
務官庁が定めるガイドライン、その他これに関連する法規を
遵守するものとし、本サービスにおいて、加盟店の顧客の個
人情報およびカード番号等（以下併せて「顧客情報」とい
います。）を機密情報として管理するものとします。なお、加
盟代行加盟店（第２９条（加盟代行加盟店・情報処
理加盟店）で定義。以下本条において同様）はカード番
号等の取扱いおよび管理については第５１条（カード情
報の取扱い）、第５２条（カード情報取扱いの委託）に
従うものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．加盟店および当社は、顧客情報への不正アクセスまたは

漏えい等の危険に対して、合理的な範囲で組織的、人
的、技術的、物理的安全管理措置を講じ、漏えい等を発
生させないよう最大限努めるものとします。なお、顧客情報
の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者に対
して責任をもって監督するものとします。 

 
 
 
 
 
 
３．当社は、カード番号等については、PCI DSS 認定基準

に沿った措置を講じるものとします。 
 
４．当社は、執行役員のうち１名を、個人情報の取扱いに

関する責任者である個人情報保護管理責任者として定め
るものとします。なお、連絡先は第５９条（個人情報の開

第１８３７条（顧客情報の安全管理措置と漏えい等への
対応） 
１３．加盟店契約者および当社は、個人情報保護の重要

性を認識し、個人情報の保護に関する法律、当該法律に
もとづき主務官庁が定めるガイドライン、その他これに関連す
る法規を遵守するものとし、ます。本サービスにおいて、加盟
店の顧客の個人情報およびカード番号等（以下併せて
「顧客情報」といいます。）を機密情報として管理するものと
します。なお、加盟代行加盟店（第２９条（加盟代行
加盟店・情報処理加盟店）で定義。以下本条において
同様）はカード番号等の取扱いおよび管理については第
５１条（カード情報の取扱い）、第５２条（カード情報
取扱いの委託）に従うものとします。 

１．当社は、カード情報および契約者の顧客の個人情報
（以下併せて「顧客情報」といいます。）を機密情報として
管理し、他に漏洩、滅失、毀損したり、または本サービスの
提供以外の目的で利用しないものとします。なお、顧客情
報が PAY.JP から他に漏洩、滅失、毀損したり、または
PAY.JP により本サービスの提供以外の目的で利用され、
第三者に損害が発生した場合には、当社は、当該損害に
ついて一切責任を負わないものとします。 

 
 
２．加盟店および当社は、顧客情報への不正アクセスまたは

顧客情報の漏えい洩等の危険に対して、合理的な範囲で
組織的、人的、技術的、物理的安全管理措置を講じる
ものとし、漏えい等を発生させないよう最大限努めるものとし
ます。なお、顧客情報の取扱いを第三者に委託する場合
には、当該第三者に対して責任をもって監督するものとしま
す。かつカード情報については、原則として PCI DSS 認定
基準に沿った措置を講じるものとします。 

 
 
 
 
３．当社は、カード番号等については、PCI DSS 認定基準

に沿った措置を講じるものとします。 
第２６条（責任者の設置） 
４．当社は、執行役員のうち１名を、個人情報の取扱いに

関する責任者である個人情報保護管理責任者として定め
るものとします。なお、連絡先は第５９条（個人情報の開
示・訂正・削除等）前条第１項第１号と同様の方法で

第１８２３条（顧客情報の安全管理措置と漏えい等への
対応） 
１．加盟店および当社は、個人情報保護の重要性を認識

し、個人情報の保護に関する法律、当該法律にもとづき主
務官庁が定めるガイドライン、その他これに関連する法規を
遵守するものとし、本サービスにおいて、加盟店の顧客の個
人情報およびカード番号等（以下併せて「顧客情報」とい
います。）を機密情報として管理するものとします。なお、加
盟代行加盟店（第２９条（加盟代行加盟店・情報処
理加盟店）で定義。以下本条において同様）はカード番
号等の取扱いおよび管理については第５１条（カード情
報の取扱い）、第５２条（カード情報取扱いの委託）に
従うものとします。 

１．当社は、カード決済情報処理サービスの提供にあたり知
り得た、カード番号の他、カードおよび会員に付帯する情報
（以下「カード情報」といいます。）および契約者の顧客の
個人情報（以下併せて「顧客情報」といいます。）を機密
情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損したり、または本
サービスの提供以外の目的で利用しないものとします。な
お、顧客情報がPAY.JPから他に漏洩、滅失、毀損したり、
または PAY.JP により本サービスの提供以外の目的で利用
され、第三者に損害が発生した場合には、当社は、当該
損害について一切責任を負わないものとします。 

２．加盟店および当社は、顧客情報への不正アクセスまたは
顧客情報の漏えい洩等の危険に対して、合理的な範囲で
組織的、人的、技術的、物理的安全管理措置を講じる
ものとし、漏えい等を発生させないよう最大限努めるものとし
ます。なお、顧客情報の取扱いを第三者に委託する場合
には、当該第三者に対して責任をもって監督するものとしま
す。かつカード情報については、原則として PCI DSS 認定
基準に沿った措置を講じるものとします。 

３．契約者および当社は、個人情報保護の重要性を認識
し、個人情報の保護に関する法律、当該法律にもとづき主
務官庁が定めるガイドライン、その他これに関連する法規を
遵守するものとします。 

３．当社は、カード番号等については、PCI DSS 認定基準
に沿った措置を講じるものとします。 

 
４．当社は、執行役員のうち１名を、個人情報の取扱いに

関する責任者である個人情報保護管理責任者として定め
るものとします。なお、連絡先は第５９条（個人情報の開
示・訂正・削除等）第１項第１号と同様の方法で表示
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示・訂正・削除等）第１項第１号と同様の方法で表示
するものとします。 

 
５．加盟店および当社は、顧客情報の漏えい等が発生した

場合または発生の可能性がある場合には、以下の措置を
講じるものとします。なお、加盟代行加盟店はカード番号等
の漏えい等が発生した場合は、第５３条（加盟店による
カード情報漏えい等時の対応）に従うものとします。 

 
 
 
 
 
 
(1) 直ちに当該事故の状況を把握し、その状況を相手方に

対して連絡するとともに当該事故の拡大を防止する 
 
 
(2) 当該事故の状況に応じてすみやかにその原因を究明す

るために必要な調査を行い、当該調査の結果を相手方に
通知する 

 
 
 
(3) 類似の事故の再発防止のために必要な措置を講じる 
 
 
(4) 前各号に掲げるもののほか、顧客情報の適切な管理の

ために必要な措置を講じる 
６．顧客情報の漏えい等に関し、当該顧客本人を含む第

三者から訴訟上または訴訟外において、当社に対する損
害賠償請求等の申立がされた場合は、加盟店はその調
査、解決等につき、当社の求めにより全面的に協力するも
のとします。 

 
７．前項の第三者からの当社に対する申立が、加盟店の責

任に基づくものである場合、加盟店は、当社が当該申立て
を解決するのに要した一切の費用（直接の費用であるか
間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものと
します。）を負担するものとし、当社の請求に従い、当該費
用相当額をすみやかに支払うものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
８．第５項、第６項および第７項の定めは、Smart for 

PAY.JP利用契約終了後も有効とするものとします。 

表示掲載するものとします。 
第３７条（顧客情報の安全管理措置） 
５４．加盟店および当社は、本サービスにおいて顧客情報の

漏えい洩等が発生した場合または発生の可能性がある場
合には、以下の措置を講じる直ちに契約者に連絡するもの
とします。また、契約者は、本サイトにおいて顧客の情報の
漏洩等が発生し、本サービスへの影響が想定される場合に
は、直ちに当社に連絡するものとします。なお、加盟代行加
盟店はカード番号等の漏えい等が発生した場合は、第５
３条（加盟店によるカード情報漏えい等時の対応）に従
うものとします。 

 
 
 
(1) 直ちに当該事故の状況を把握し、その状況を相手方に

対して連絡するとともに当該事故の拡大を防止する 
 
 
(2) 当該事故の状況に応じてすみやかにその原因を究明す

るために必要な調査を行い、当該調査の結果を相手方に
通知する 

 
 
 
(3) 類似の事故の再発防止のために必要な措置を講じる 
 
 
(4) 前各号に掲げるもののほか、顧客情報の適切な管理の

ために必要な措置を講じる 
６．顧客情報の漏えい等に関し、当該顧客本人を含む第

三者から訴訟上または訴訟外において、当社に対する損
害賠償請求等の申立がされた場合は、加盟店はその調
査、解決等につき、当社の求めにより全面的に協力するも
のとします。 

第３８条（損害賠償） 
７４．契約者および当社がカード情報および個人情報の漏

洩等により相手方に損害を与えたときは、前各項の定めに
かかわらず、相手方に対してその損害の全額および合理的
な範囲前項の第三者からの当社に対する申立が、加盟店
の責任に基づくものである場合、加盟店は、当社が当該申
立てを解決するのに要した一切の費用（直接の費用であ
るか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むも
のとします、裁判費用等。）を負担賠償するものとし、当社
の請求に従い、当該費用相当額をすみやかに支払うものと
します。ます。また、損害の全額とは顧客への賠償金など直
接且つ通常損害の範囲で算定するものとします。なお、契
約者の責に帰すべき事由による漏洩等により、カード会社よ
り当社にカード会社に生じた損害の賠償請求がなされた場
合、契約者は当該損害を補填する責を負うものとします。 

８．第５項、第６項および第７項の定めは、Smart for 
PAY.JP利用契約終了後も有効とするものとします。 

するものとします。 
 
５４．加盟店および当社は、本サービスにおいて顧客情報の

漏えい洩等が発生した場合または発生の可能性がある場
合には、直ちに契約者に連絡するものとします。また、契約
者は、本サイトにおいて顧客の情報の漏洩等が発生し、本
サービスへの影響が想定される場合には、直ちに当社に連
絡するものとします。 

第２３条の２（当社の講ずべき措置） 
当社は、契約者よりカード情報の取扱いに関する委託

を受けた場合には、以下の措置を講ずるものとします。な
お、加盟代行加盟店はカード番号等の漏えい等が発生し
た場合は、第５３条（加盟店によるカード情報漏えい等
時の対応）に従うものとします。 

(1) ①当社においてカード情報の漏えい等の事故が発生し、
又は発生したおそれがあるときは、直ちに当該事故の状況
を把握し、その状況を相手方契約者に対して連絡するとと
もに当該事故の拡大を防止すること。 

(2) ②当社においてカード情報の漏えい等の事故が発生し、
又は発生したおそれがあるときは、当該事故の状況に応じ
てすみ速やかに、その原因を究明するために必要な調査
（当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含
む。）を行い、当該調査の結果を相手方契約者に通知
すること。 

(3) ③当社においてカード情報の漏えい等の事故が発生し、
又は発生したおそれがあるときは、類似の漏えい等の事故
の再発防止のために必要な措置を講じる 

(4) ④前各号に掲げるもののほか、顧客情報クレジットカード
番号等の適切な管理のために必要な措置を講じる 

６．顧客情報の漏えい等に関し、当該顧客本人を含む第
三者から訴訟上または訴訟外において、当社に対する損
害賠償請求等の申立がされた場合は、加盟店はその調
査、解決等につき、当社の求めにより全面的に協力するも
のとします。 

第２４条（損害賠償） 
７４．契約者および当社がカード情報および個人情報の漏

洩等により相手方に損害を与えたときは、前各項の定めに
関わらず、その損害の全額および合理的な範囲前項の第
三者からの当社に対する申立が、加盟店の責任に基づくも
のである場合、加盟店は、当社が当該申立てを解決する
のに要した一切の費用（直接の費用であるか間接の費用
であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします。、裁
判費用等）を負担賠償するものとし、当社の請求に従い、
当該費用相当額をすみやかに支払うものとします。また、損
害の全額とは顧客への賠償金など直接且つ通常損害の
範囲で算定するものとします。なお、契約者の責に帰すべき
事由による漏洩等により、カード会社より当社にカード会社
に生じた損害の賠償請求がなされた場合、契約者は当該
損害を補填する責を負うものとします。 

８．第５項、第６項および第７項の定めは、Smart for 
PAY.JP利用契約終了後も有効とするものとします。 

第１９条（損害賠償）  
１．加盟店および当社は、本規約に別に定めがある場合を

除き、相手方が本規約に違反し、それにより損害を被った
場合、予見できない特別の事情から生じた損害および逸
失利益を除く直接且つ通常損害に限り、相手方に対し

第１９３８条（損害賠償） 
１．加盟店契約者および当社は、本規約に別に定めがある

場合を除き、相手方が本規約に違反し、それにより相手方
に損害を被った与えた場合、予見できない特別の事情から
生じた損害およびならびに逸失利益を除く、直接且つ通常

第１９２４条（損害賠償） 
１．加盟店契約者および当社は、本規約に別に定めがある

場合を除き、相手方が本規約に違反し、それにより相手方
に損害を被った与えた場合、予見できない特別の事情から
生じた損害およびならびに逸失利益を除く、直接且つ通常
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て、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行
為、その他の請求原因の如何にかかわらず、損害賠償請
求をなすことができるものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．当社は、前項に定める損害賠償について、当該損害発

生日の属する月における当該加盟店の本サービスによる売
上金額の３０％相当額を上限（ただし金額にして３０
万円を超える場合は３０万円を上限とします。）として、そ
の責を負うものとします。 

損害に限り、相手方に対して、債務不履行、契約不適合
法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為、その他
の請求原因の如何にかかわらず、次項以下に定める範囲
で、損害賠償請求をなすことができるものとします。 

２．当社はつぎの場合に起因する損害についての責任は負
わないものとします。 

④契約者と顧客（会員）等第三者との紛争 
⑥第３１条の事由に基づく本システムの一部または全部の

稼動の停止および第３２条の事由により本サービスの提
供ができない場合 

⑦その他当社の責に帰すべからざる事由 
２６．契約者および当社は、第２項乃至第５項に定めの

ない事由で本規約に違反して相手方に損害を与えた場
合、当社は、前項に定める損害賠償について、当該損害
発生日の属する月におけるの当該加盟店契約者の本サー
ビスによる売上取扱金額の３０％相当額を上限（ただ但
し、金額にして３０万円を超えない範囲とし、１０万円を
超える場合は、３１０万円を上限とします。）上限とし
て、その損害を賠償する責を負うものとします。 

損害に限り、相手方に対して、債務不履行、契約不適合
法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為、その他
の請求原因の如何にかかわらず、次項以下に定める範囲
で、損害賠償請求をなすことができるものとします。 

２．当社は以下の場合に起因する損害についての責任は負
わないものとします。 

④契約者と顧客（会員）等第三者との紛争 
⑥第２５条の事由にもとづく本システムの一部または全部の

稼動の停止および第２６条の事由により本サービスの提
供ができない場合 

⑦その他当社の責に帰すべからざる事由 
２６．契約者および当社は、第２項乃至第５項に定めの

ない事由で本規約に違反して相手方に損害を与えた場
合、当社は、前項に定める損害賠償について、当該損害
発生日の属する月におけるの当該加盟店契約者の本サー
ビスによる売上取扱金額の３０％相当額を上限（ただ但
し、金額にして３０万円を超えない範囲とし、１０万円を
超える場合は、３１０万円を上限とします。）上限とし
て、その損害を賠償する責を負うものとします。 

第２０条（地位の譲渡等の禁止）  
１．加盟店は、本規約にもとづく契約上の地位を、当社の書

面による承諾なしに第三者に譲渡してはならないものとしま
す。なお、会社分轄や合併等により第三者に承継する場
合には、事前に当社に届出るものとします。 

 
 
２．加盟店は、Smart for PAY.JP利用契約から生じる債

権債務を、当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡、
質入れその他担保として提供してはならないものとします。 

第２０３９条（地位の譲渡等の禁止） 
１．加盟店契約者は、本規約にもとづく契約上の地位を、

当社の書面による承諾なしに、第三者に譲渡してはならな
いものとします。なお、会社分轄や合併等により第三者に承
継する場合には、事前に当社に届出るものとします。 

 
２．加盟店契約者は、Smart for PAY.JP利用契約から

生じる債権債務を、当社の書面による承諾なしに、第三者
に譲渡、質入れその他担保として提供してはならないものと
します。 

第２０２５条（地位の譲渡等の禁止） 
１．加盟店契約者は、本規約にもとづく契約上の地位を、

当社の書面による承諾なしに、第三者に譲渡してはならな
いものとします。なお但し、会社分轄や合併等により第三者
に承継する場合には、事前に当社に届出るものとします、
買収、会社分轄、及びそれらに類する会社再編による場
合は除くものとします。 

２．加盟店契約者は、Smart for PAY.JP利用契約から
生じる債権債務を、当社の書面による承諾なしに、第三者
に譲渡、質入れその他担保として提供してはならないものと
します。但し、合併、買収、会社分轄、及びそれらに類する
会社再編による場合は除くものとします。 

第２１条（差押等の場合の処理）  
当社は、Smart for PAY.JP利用契約に基づき加盟

店が当社に対して有する債権について第三者からの差
押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権を当
社所定の手続きに従って処理することができるものとし、当
該手続による限り、当社は加盟店に利息または遅延損害
金を支払う義務を負わないものとします。 

第２１条（差押等の場合の処理）  
当社は、Smart for PAY.JP利用契約に基づき加盟

店が当社に対して有する債権について第三者からの差
押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権を当
社所定の手続きに従って処理することができるものとし、当
該手続による限り、当社は加盟店に利息または遅延損害
金を支払う義務を負わないものとします。 

第２１条（差押等の場合の処理）  
当社は、Smart for PAY.JP利用契約に基づき加盟

店が当社に対して有する債権について第三者からの差
押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権を当
社所定の手続きに従って処理することができるものとし、当
該手続による限り、当社は加盟店に利息または遅延損害
金を支払う義務を負わないものとします。 

第２２条（有効期間・解約）  
１．Smart for PAY.JP利用契約の有効期間は、契約成

立の日から 1 年間とします。ただし、期間満了の３０日前
までに加盟店および当社のいずれからも書面による異議の
申し出がない限り、Smart for PAY.JP利用契約は有効
期間の満了とともに自動的に１年間延⾧するものとし、以
後も同様とします。 

 
２．前項の有効期間内といえども、加盟店または当社のいず

れか一方が９０日以上の相当な期間を定めて別途当社
が定める方法によりSmart for PAY.JP利用契約の解約
または本サービスの一部の取扱いの終了を予告したときは、
当該予告期間の経過をもって、Smart for PAY.JP利用
契約または本サービスの一部の取扱いは終了するものとしま
す。 

３．加盟店が以下いずれかに該当する場合、当社は PAY
を通じて加盟店に通知のうえ（加盟店と連絡不能の場合
は、当社に届出している連絡先に連絡をすれば通常到着

第２２４１条（有効期間・解約） 
１．Smart for PAY.JP利用契約の有効期間は、契約の

成立の日から１年間とします。ただし、期間満了の３０日
前までに加盟店契約者および当社のいずれからも書面によ
る異議の申し出がない限り、Smart for PAY.JP 利用契
約は、有効期間の満了とともに自動的に１年間延⾧する
ものとし、以後も同様とします。 

第４３条（契約の終了） 
２１．前条の有効期間内といえども、加盟店契約者またも

しくは当社のいずれか一方が９０日以上の相当な期間を
定めて別途当社が定める方法により書面で Smart for 
PAY.JP利用契約の解約または本サービスの一部の取扱い
の終了を予告したときは、当該予告期間の経過をもって、
Smart for PAY.JP 利用契約または本サービスの一部の
取扱いは終了するものとします。 

３．加盟店が以下いずれかに該当する場合、当社は PAY
を通じて加盟店に通知のうえ（加盟店と連絡不能の場合
は、当社に届出している連絡先に連絡をすれば通常到着

第２２２７条（有効期間・解約） 
１．Smart for PAY.JP利用契約の有効期間は、契約の

成立の日から１年間とします。ただし、期間満了の３０日
前までに加盟店契約者および当社のいずれからも書面によ
る異議の申し出がない限り、Smart for PAY.JP 利用契
約は、有効期間の満了とともに自動的に１年間延⾧する
ものとし、以後も同様とします。 

第２９条（契約の終了） 
２１．前条の有効期間内といえども、加盟店契約者またも

しくは当社のいずれか一方が９０日以上の相当な期間を
定めて別途当社が定める方法により書面で Smart for 
PAY.JP利用契約の解約または本サービスの一部の取扱い
の終了を予告したときは、当該予告期間の経過をもって、
Smart for PAY.JP 利用契約または本サービスの一部の
取扱いは終了するものとします。 

３．加盟店が以下いずれかに該当する場合、当社は PAY
を通じて加盟店に通知のうえ（加盟店と連絡不能の場合
は、当社に届出している連絡先に連絡をすれば通常到着
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すべきときに通知を行ったものとみなすものとします。）、
Smart for PAY.JP利用契約を解約することができるもの
とします。なお、解約により加盟店に損害が発生したとして
も、当社は一切の責任を負わないものとします。 

(1) 加盟店において１年間本サービスの利用が無かった場
合 

(2) 当社と加盟店との間で連絡不能な状態が相当期間継
続した場合 

すべきときに通知を行ったものとみなすものとします。）、
Smart for PAY.JP利用契約を解約することができるもの
とします。なお、解約により加盟店に損害が発生したとして
も、当社は一切の責任を負わないものとします。 

(1) 加盟店において１年間本サービスの利用が無かった場
合 

(2) 当社と加盟店との間で連絡不能な状態が相当期間継
続した場合 

第５９条（契約の終了） 
１．前条の有効期間内といえども、契約者もしくは当社のい

ずれか一方が９０日以上の相当な期間を定めて書面で
本サービス利用契約の解約を予告したときは、当該予告
期間の経過をもって、本サービス利用契約は終了するもの
とします。 

すべきときに通知を行ったものとみなすものとします。）、
Smart for PAY.JP利用契約を解約することができるもの
とします。なお、解約により加盟店に損害が発生したとして
も、当社は一切の責任を負わないものとします。 

(1) 加盟店において１年間本サービスの利用が無かった場
合 

(2) 当社と加盟店との間で連絡不能な状態が相当期間継
続した場合 

第２３条（契約解除等）  
１．加盟店および当社は、相手方がつぎのいずれかの事由

に該当したときは、通知催告を要せず、直ちに Smart for 
PAY.JP利用契約を解除することができるものとし、また相手
方に対してその損害を請求することができるものとします。 

(1) 支払いを停止した場合、または自ら振り出した手形もしく
は小切手の不渡りを１回でも発生させた場合 

 
(2) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課

滞納処分等を受け、または民事再生手続開始、破産手
続開始、会社更生手続開始等の申立があった場合 

 
(3) 事業を廃止し、もしくは合併によらず解散の決議をし、ま

たは官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を
受けた場合 

(4) 相手方が当方の名誉、評判、信用、イメージ等を著しく
害する行為を行った場合、または、相手方の不祥事等によ
り当方の名誉、評判、信用、イメージ等が著しく低下した場
合 

(5) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる
相当の理由がある場合 

２．当社は、加盟店がつぎのいずれかの事由に該当したとき
は、通知催告を要せず、直ちにSmart for PAY.JP利用
契約の解除または本サービスの提供を終了することができる
ものとし、且つその損害を請求することができるものとします。 

(1) 本サービス申込時に PAY を通じて当社に対して届出た
情報または契約後に届出た変更情報が虚偽であったことが
判明した場合 

(2) 一般的に人に嫌悪感をおぼえさせる商品等、または人の
身体、生命に危険をおよぼすおそれがある商品等を扱って
いることが判明した場合 

(3) 第５条（通信販売上の責任）または第８条（禁止
事項）に違反した場合 

(4) 本サービスの不正利用、本サービスを利用した架空売上
等、本サービスを悪用していることが判明した場合 

(5) PAY を通じて当社に届出た店舗所在地に店舗が実在
しないことが判明した場合、または明確な理由なく当社に届
出ている加盟店サイトの URL にアクセスできない状態が相
当期間継続した場合 

(6) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社ま
たは決済事業者が判断した場合 

(7) 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場

第２３５９条（契約解除等の終了） 
１２．加盟店契約者および当社は、相手方がつぎのいずれ

かの事由に該当したときは、通知催告を要せず、直ちに
Smart for PAY.JP本サービス利用契約を解除することが
できるものとし、また相手方に対してし、なおその損害を請求
することができるものとします。 

(1) ①支払いを停止した場合とき、または自ら振り出した手
形もしくは小切手の不渡りを１回でも発生させた場合とき 

(2) ②仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公
課滞納処分等を受け、または民事再生手続開始、破産
手続開始、会社更生手続開始等の申立があった場合とき 

(3) ③事業を廃止し、もしくは合併によらず解散の決議をし、
または官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分
を受けた場合とき 

(4) ④相手方が当方の名誉、評判、信用、イメージ等を著
しく害する行為を行ったしたとき場合、または、相手方の不
祥事等により当方の名誉、評判、信用、イメージ等を著しく
低下した場合害する事実が判明したとき 

(5) ⑥経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められ
る相当の理由があるとき 

２．当社は、加盟店がつぎのいずれかの事由に該当したとき
は、通知催告を要せず、直ちにSmart for PAY.JP利用
契約の解除または本サービスの提供を終了することができる
ものとし、且つその損害を請求することができるものとします。 

(1) 本サービス申込時に PAY を通じて当社に対して届出た
情報または契約後に届出た変更情報が虚偽であったことが
判明した場合 

(2) 一般的に人に嫌悪感をおぼえさせる商品等、または人の
身体、生命に危険をおよぼすおそれがある商品等を扱って
いることが判明した場合 

(3) 第５条（通信販売上の責任）または第８条（禁止
事項）に違反した場合 

4) 本サービスの不正利用、本サービスを利用した架空売上
等、本サービスを悪用していることが判明した場合 

(5) PAY を通じて当社に届出た店舗所在地に店舗が実在
しないことが判明した場合、または明確な理由なく当社に届
出ている加盟店サイトの URL にアクセスできない状態が相
当期間継続した場合 

(6) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社ま
たは決済事業者が判断した場合 

(7) 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場
合 

第２３２９条（契約解除等の終了） 
１２．加盟店契約者および当社は、相手方がつぎのいずれ

かの事由に該当したときは、通知催告を要せず、直ちに
Smart for PAY.JP利用契約を解除することができるもの
とし、また相手方に対してし、なおその損害を請求することが
できるものとします。 

(1) ①支払いを停止した場合とき、または自ら振り出した手
形もしくは小切手の不渡りを１回でも発生させた場合とき 

(2) ②仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公
課滞納処分等を受け、または民事再生手続開始、破産
手続開始、会社更生手続開始等の申立があった場合とき 

(3) ③事業を営業の廃止し、もしくは合併によらず解散の決
議をし、または官公庁から業務停止、その他業務継続不
能の処分を受けた場合とき 

(4) ④相手方が当方の名誉、評判、信用、イメージ等を著
しく害する行為を行ったしたとき場合、または、相手方の不
祥事等により当方の名誉、評判、信用、イメージ等を著しく
低下した場合害する事実が判明したとき 

(5) ⑤経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められ
る相当の理由があるとき 

２．当社は、加盟店がつぎのいずれかの事由に該当したとき
は、通知催告を要せず、直ちにSmart for PAY.JP利用
契約の解除または本サービスの提供を終了することができる
ものとし、且つその損害を請求することができるものとします。 

(1) 本サービス申込時に PAY を通じて当社に対して届出た
情報または契約後に届出た変更情報が虚偽であったことが
判明した場合 

(2) 一般的に人に嫌悪感をおぼえさせる商品等、または人の
身体、生命に危険をおよぼすおそれがある商品等を扱って
いることが判明した場合 

(3) 第５条（通信販売上の責任）または第８条（禁止
事項）に違反した場合 

4) 本サービスの不正利用、本サービスを利用した架空売上
等、本サービスを悪用していることが判明した場合 

(5) PAY を通じて当社に届出た店舗所在地に店舗が実在
しないことが判明した場合、または明確な理由なく当社に届
出ている加盟店サイトの URL にアクセスできない状態が相
当期間継続した場合 

(6) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社ま
たは決済事業者が判断した場合 

(7) 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場
合 
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合 

(8) 加盟店が個人事業主の場合であって当該本人が死亡
した場合、または後見開始、保佐開始、補助開始の審判
を受けた場合 

(9) 所在地を日本国外に移転した場合 
(10) 第２０条（地位の譲渡等の禁止）に違反した場合 
(11) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契

約法、その他Smart for PAY.JP利用契約において適用
される法律に違反した場合 

(12) 当社との他の契約において、その解除事由に該当した
場合 

(13) 当社に対する債務の支払いを遅延し、当社が期限の
利益喪失の期日を定めて督促したにもかかわらず、当該期
日までに支払いをしなかった場合 

(14) 加盟店が加盟代行加盟店（第２９条（加盟代行
加盟店・情報処理加盟店）で定義）に該当する場合
は、以下各号いずれかに該当した場合 

①加盟店が行う第３８条（カード番号等の不正利用の防
止）に定める措置、および第５１条（カード情報の取扱
い）に定める措置に関して、当社が本規約に定める基準
に満たないと判断した場合 

 
 
 
 
 
 
 
②本規約またはセキュリティガイドラインに定められている、カード

会社および当社への調査協力およびその結果報告、カード
情報漏えい等時の調査、是正改善計画の策定・実施等
に関する義務に違反し、相当期間を定めた催告によっても
なおその義務を履行しない場合 

 
 
 
③第４９条（信用販売代金の返還等）に定める信用販

売代金の返還に応じなかった場合 
④加盟店が、顧客との間に紛議が発生するおそれ、または不

正利用が発生するおそれがあると客観的、一般的に認めら
れる取引を行ったと、当社が判断した場合 

⑤第４６条（カードによる信用販売における禁止事項）に
違反した場合 

(15) 前各号にかかわらず、本規約および特約に違反し、是
正要求を受けたにもかかわらずこれに応じない場合 

 
 
 
 
 
(16) 決済事業者から加盟店として不適当であるとして、契

約解除または本サービス提供の中止を通告された場合、ま
たは当社が加盟店として不適当であると判断した場合 

 
 
 

(8) 加盟店が個人事業主の場合であって当該本人が死亡
した場合、または後見開始、保佐開始、補助開始の審判
を受けた場合 

(9) 所在地を日本国外に移転した場合 
(10) 第２０条（地位の譲渡等の禁止）に違反した場合 
(11) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契

約法、その他Smart for PAY.JP利用契約において適用
される法律に違反した場合 

(12) 当社との他の契約において、その解除事由に該当した
場合 

(13) 当社に対する債務の支払いを遅延し、当社が期限の
利益喪失の期日を定めて督促したにもかかわらず、当該期
日までに支払いをしなかった場合 

(14) 加盟店が加盟代行加盟店（第２９条（加盟代行
加盟店・情報処理加盟店）で定義）に該当する場合
は、以下各号いずれかに該当した場合 

①⑤加盟店契約者が行う、第３８条（カード番号等の不
正利用の防止）に定める措置、および第５１５条に定め
る（カード情報の取扱い）に定める措置に関して、当社が
本規約に定める認める基準に満たないと判断した場合とき 

３．当社は、カード決済代行サービスを利用している契約者
が、カード会社からカード加盟店として適当ではないとして、
カード加盟店契約の解除またはカードによる信用販売取扱
いの停止を通知されたときは、通知催告を要せず、直ちに
本サービス利用契約を解除することができるものとします。 

②本４．当社は、契約者が、本規約またはセキュリティガイド
ライン実行計画に定められている、カード会社およ及び当社
への加盟店調査協力およびその結果報告、カード情報漏
えい等洩時の調査、カード会社及び当社からの是正改善
計画の策定・実施等に関する義務に違反し、相当期間を
定めた催告によってもなおその義務を履行しない場合には、
本サービス利用契約を解除することができるものとします。 

③第４９条（信用販売代金の返還等）に定める信用販
売代金の返還に応じなかった場合 

④加盟店が、顧客との間に紛議が発生するおそれ、または不
正利用が発生するおそれがあると客観的、一般的に認めら
れる取引を行ったと、当社が判断した場合 

⑤第４６条（カードによる信用販売における禁止事項）に
違反した場合 

(15) ⑦前各号にかかわらず、本規約および特約に違反し、
違反の是正要求を受けたにもかかわらず、これに応じない場
合とき 

５．当社は、契約者が申込時に必要とされる書類に虚偽の
事実を記載した場合には、本サービス利用契約を解除する
ことができるものとします。 

 
(16) 決済事業者から加盟店として不適当であるとして、契

約解除または本サービス提供の中止を通告された場合、ま
たは当社が加盟店として不適当であると判断した場合 

 
６．収納サービスを利用しているサイトが、つぎの各号いずれ

かの事由に該当すると当社または収納代行機関が判断し
た場合で、当社が一定期間を定め是正を求めたにもかかわ
らず、是正されなかった場合は、当社は契約者に通知のう
え本サービス利用契約を解除することができるものとします。 

①違法な取引にもとづく場合。 

(8) 加盟店が個人事業主の場合であって当該本人が死亡
した場合、または後見開始、保佐開始、補助開始の審判
を受けた場合 

(9) 所在地を日本国外に移転した場合 
(10) 第２０条（地位の譲渡等の禁止）に違反した場合 
(11) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契

約法、その他Smart for PAY.JP利用契約において適用
される法律に違反した場合 

(12) 当社との他の契約において、その解除事由に該当した
場合 

(13) 当社に対する債務の支払いを遅延し、当社が期限の
利益喪失の期日を定めて督促したにもかかわらず、当該期
日までに支払いをしなかった場合 

(14) 加盟店が加盟代行加盟店（第２９条（加盟代行
加盟店・情報処理加盟店）で定義）に該当する場合
は、以下各号いずれかに該当した場合 

①加盟店が行う第３８条（カード番号等の不正利用の防
止）に定める措置、および第５１条（カード情報の取扱
い）に定める措置に関して、当社が本規約に定める基準
に満たないと判断した場合 

 
 
 
 
 
 
 
②本規約またはセキュリティガイドラインに定められている、カード

会社および当社への調査協力およびその結果報告、カード
情報漏えい等時の調査、是正改善計画の策定・実施等
に関する義務に違反し、相当期間を定めた催告によっても
なおその義務を履行しない場合 

 
 
 
③第４９条（信用販売代金の返還等）に定める信用販

売代金の返還に応じなかった場合 
④加盟店が、顧客との間に紛議が発生するおそれ、または不

正利用が発生するおそれがあると客観的、一般的に認めら
れる取引を行ったと、当社が判断した場合 

⑤第４６条（カードによる信用販売における禁止事項）に
違反した場合 

(15) ⑥前各号にかかわらず、本規約および特約に違反し、
違反の是正要求を受けたにもかかわらず、これに応じない場
合とき 

３．当社は、カード決済情報処理サービスを利用している契
約者がつぎの事由に該当したときは、通知催告を要せず、
直ちに Smart 利用契約を解除することができるものとしま
す。 

(16) ・決済事業者カード会社から、カード加盟店として不適
当であるはないとして、カード加盟店契約の解除または本サ
ービス提供の中止を通告された場合、または当社が加盟
店として不適当であると判断した場合カードによる信用販
売取扱いの停止の事実が判明したとき 

４．収納サービスを利用しているサイトが、つぎの各号いずれ
かの事由に該当すると当社または収納代行機関が判断し
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３．第１項または第２項により Smart for PAY.JP 利用

契約が解除された場合、解除された側は、相手方に対す
る一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直
ちに弁済するものとします。 

４．当社は、第１項または第２項により Smart for 
PAY.JP 利用契約の解除または本サービスの提供を終了し
た場合、Smart for PAY.JP利用契約に基づき加盟店に
対して負担する金銭債務と、加盟店に請求することのでき
る一切の金銭債権（Smart for PAY.JP利用契約に基
づくものであるか否かを問わないものとします。）を、加盟店
に通知することなく対当額で相殺することができるものとしま
す。 

５．加盟店が第１項各号または第２項各号のいずれかに
該当すると疑われる場合、当社は、Smart for PAY.JP
利用契約を解除するか否かにかかわらず、加盟店に通知
することなく本サービスの提供を一時停止することができるも
のとし、また、第４２条（信用販売代金の支払い）に定
める信用販売代金およびSmart for PAY.JP利用契約
に基づき加盟店に対して負担する金銭債務の全部または
一部の支払いを留保することができるものとします。なお、こ
の場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負
わないものとします。 

６．前項による本サービス提供の一時停止または加盟店の
責めに帰すべき事由によるSmart for PAY.JP利用契約
の解除により加盟店に生じた損害について、当社は一切の
責任を負わないものとします。 

②通常人に嫌悪感をおぼえさせる商品を扱っている場合。 
③商品もしくはサービスの販売方法が違法である場合。 
④生命もしくは身体に危険をおよぼすおそれがある商品を扱っ

ている場合。 
⑤その他公序良俗に反する場合、または収納サービスを利用

する商品としてふさわしくないと当社が判断する場合。 
３．第１項または第２項により Smart for PAY.JP 利用

契約が解除された場合、解除された側は、相手方に対す
る一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直
ちに弁済するものとします。 

４．当社は、第１項または第２項により Smart for 
PAY.JP 利用契約の解除または本サービスの提供を終了し
た場合、Smart for PAY.JP利用契約に基づき加盟店に
対して負担する金銭債務と、加盟店に請求することのでき
る一切の金銭債権（Smart for PAY.JP利用契約に基
づくものであるか否かを問わないものとします。）を、加盟店
に通知することなく対当額で相殺することができるものとしま
す。 

５．加盟店が第１項各号または第２項各号のいずれかに
該当すると疑われる場合、当社は、Smart for PAY.JP
利用契約を解除するか否かにかかわらず、加盟店に通知
することなく本サービスの提供を一時停止することができるも
のとし、また、第４２条（信用販売代金の支払い）に定
める信用販売代金およびSmart for PAY.JP利用契約
に基づき加盟店に対して負担する金銭債務の全部または
一部の支払いを留保することができるものとします。なお、こ
の場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負
わないものとします。 

６７．前項による本サービス提供の一時停止または加盟店
の責めに帰すべき事由によるSmart for PAY.JP利用契
約の解除終了が契約者の責めに帰すべき事由による場
合、当該契約を終了することにより加盟店に生じた損害に
ついて、を当社は一切の責任を負わ担しないものとします。 

た場合で、当社が一定期間を定め是正を求めたにもかかわ
らず、是正されなかった場合は、当社は契約者に通知のう
え Smart利用契約を解除することができるものとします。 

①違法な取引にもとづく場合。 
②通常人に嫌悪感をおぼえさせる商品を扱っている場合。 
③商品もしくはサービスの販売方法が違法である場合。 
④生命もしくは身体に危険をおよぼすおそれがある商品を扱っ

ている場合。 
⑤その他公序良俗に反する場合、または収納サービスを利用

する商品としてふさわしくないと当社が判断する場合。 
３．第１項または第２項により Smart for PAY.JP 利用

契約が解除された場合、解除された側は、相手方に対す
る一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直
ちに弁済するものとします。 

４．当社は、第１項または第２項により Smart for 
PAY.JP 利用契約の解除または本サービスの提供を終了し
た場合、Smart for PAY.JP利用契約に基づき加盟店に
対して負担する金銭債務と、加盟店に請求することのでき
る一切の金銭債権（Smart for PAY.JP利用契約に基
づくものであるか否かを問わないものとします。）を、加盟店
に通知することなく対当額で相殺することができるものとしま
す。 

５．加盟店が第１項各号または第２項各号のいずれかに
該当すると疑われる場合、当社は、Smart for PAY.JP
利用契約を解除するか否かにかかわらず、加盟店に通知
することなく本サービスの提供を一時停止することができるも
のとし、また、第４２条（信用販売代金の支払い）に定
める信用販売代金およびSmart for PAY.JP利用契約
に基づき加盟店に対して負担する金銭債務の全部または
一部の支払いを留保することができるものとします。なお、こ
の場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負
わないものとします。 

６５．前項による本サービス提供の一時停止または加盟店
の責めに帰すべき事由によるSmart for PAY.JP利用契
約の解除終了が契約者の責めに帰すべき事由による場
合、当該契約を終了することにより加盟店に生じた損害に
ついて、を当社は一切の責任を負わ担しないものとします。 

 第４３条（契約の終了） 
１．前条の有効期間内といえども、契約者もしくは当社のい

ずれか一方が９０日以上の相当な期間を定めて書面で
Smart for PAY.JP 利用契約の解約を予告したときは、
当該予告期間の経過をもって、Smart for PAY.JP利用
契約は終了するものとします。 

２．契約者および当社は、相手方がつぎのいずれかの事由
に該当したときは、通知催告を要せず、直ちに Smart for 
PAY.JP利用契約を解除し、なおその損害を請求することが
できるものとします。 

①支払いを停止したとき、または自ら振り出した手形もしくは小
切手の不渡りを１回でも発生させたとき 

②仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞
納処分等を受け、または民事再生手続開始、破産手続
開始、会社更生手続開始等の申立があったとき 

③事業を廃止し、もしくは合併によらず解散の決議をし、また
は官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を
受けたとき 

④相手方の名誉、評判、信用、イメージ等を著しく害する行
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為をしたとき、または、相手方の名誉、評判、信用、イメージ
等を著しく害する事実が判明したとき 

⑤契約者が、第３６条に定めるカード情報の取扱いに関し
て、当社が認める基準に満たないと判断したとき 

⑥経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相
当の理由があるとき 

⑦本規約に違反し、違反の是正要求を受けたにもかかわら
ず、これに応じないとき 

３．当社は、カード決済代行サービスを利用している契約者
が、カード会社からカード加盟店として適当ではないとして、
カード加盟店契約の解除またはカードによる信用販売取扱
いの停止を通知されたときは、通知催告を要せず、直ちに
Smart for PAY.JP利用契約を解除することができるもの
とします。 

４．収納サービスを利用しているサイトが、つぎの各号いずれ
かの事由に該当すると当社または収納代行機関が判断し
た場合で、当社が一定期間を定め是正を求めたにもかかわ
らず、是正されなかった場合は、当社は契約者に通知のう
え Smart for PAY.JP 利用契約を解除することができる
ものとします。 

①違法な取引にもとづく場合。 
②通常人に嫌悪感をおぼえさせる商品を扱っている場合。 
③商品もしくはサービスの販売方法が違法である場合。 
④生命もしくは身体に危険をおよぼすおそれがある商品を扱っ

ている場合。 
⑤その他公序良俗に反する場合、または収納サービスを利用

する商品としてふさわしくないと当社が判断する場合。 
５．Smart for PAY.JP利用契約の終了が契約者の責め

に帰すべき事由による場合、当該契約を終了することにより
生じた損害を当社は負担しないものとします。 

第２４条（反社会的勢力との取引拒絶）  
１．加盟店（本条において新規加盟店申込者を含みま

す。）および当社は、自己、自己の親会社・子会社等の
関係会社、役員（名称の如何を問わず、相談役、顧問、
業務を執行する社員その他の事実上経営に参加している
と認められる者をいいます。）、従業員等の関係者（関係
会社の役員、従業員を含みます。）および実質的に経営
を支配する者が、つぎの各号のいずれにも該当しないこと、
ならびにSmart for PAY.JP 利用契約締結後もこれらに
属さないことを確約するものとします（つぎの各号に該当す
る者を、以下「反社会的勢力」といいます。）。 

(1) 暴力団 
(2) 暴力団員（暴力団の構成員） 
(3) 暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者 
(4) 暴力団準構成員 
(5) 暴力団関係企業 
(6) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜団体

または特殊知能暴力集団等 
(7) 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追

求する集団または個人その他前各号に準ずる者 
２．加盟店および当社は、現在または将来にわたって、前項

の反社会的勢力または反社会的勢力と綿密な交友関係
にある者（以下併せて「反社会的勢力等」といいます。）と
つぎの各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確
約するものとします。 

(1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係 

第２４４４条（反社会的勢力との取引拒絶） 
１．契約者加盟店（本条において新規加盟店申込者を

含みます。）および当社は、自己、自己の親会社・子会社
等の関係会社、役員（名称の如何を問わず、相談役、
顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加し
ていると認められる者をいいます。）、従業員等の関係者
（関係会社の役員、従業員を含みます。）および実質的
に経営を支配する者が、つぎの各号のいずれにも該当しな
いこと、ならびに本Smart for PAY.JP 利用契約締結後
もこれらに属さないことを確約するものとします（つぎの各号
に該当する者を、以下「反社会的勢力」といいます。）。 

(1) ①暴力団 
(2) ②暴力団員（暴力団の構成員） 
(3) 暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者 
(4) ③暴力団準構成員 
(5) ④暴力団関係企業 
(6) ⑤総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜団

体または特殊知能暴力集団等 
(7) ⑥暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を

追求する集団または個人その他前各号に準ずる者 
２．契約者加盟店および当社は、現在または将来にわたっ

て、前項の反社会的勢力または反社会的勢力と綿密な
交友関係にある者（以下併せて「反社会的勢力等」とい
います。）とつぎの各号のいずれかに該当する関係を有しな
いことを確約するものとします。 

(1) ①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関

第２４３０条（反社会的勢力との取引拒絶） 
１．契約者加盟店（本条において新規加盟店申込者を

含みます。）および当社は、自己、自己の親会社・子会社
等の関係会社、役員（名称の如何を問わず、相談役、
顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加し
ていると認められる者をいいます。）、従業員等の関係者
（関係会社の役員、従業員を含みます。）および実質的
に経営を支配する者が、つぎの各号のいずれにも該当しな
いこと、ならびに本Smart for PAY.JP 利用契約締結後
もこれらに属さないことを確約するものとします（つぎの各号
に該当する者を、以下「反社会的勢力」といいます。）。 

(1) ①暴力団 
(2) ②暴力団員（暴力団の構成員） 
(3) 暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者 
(4) ③暴力団準構成員 
(5) ④暴力団関係企業 
(6) ⑤総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜団

体または特殊知能暴力集団等 
(7) ⑥暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を

追求する集団または個人その他前各号に準ずる者 
２．契約者加盟店および当社は、現在または将来にわたっ

て、前項の反社会的勢力または反社会的勢力と綿密な
交友関係にある者（以下併せて「反社会的勢力等」とい
います。）とつぎの各号のいずれかに該当する関係を有しな
いことを確約するものとします。 

(1) ①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関
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(2) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している

関係 
(3) 反社会的勢力等に対し資金等を提供し、または便宜を

供与するなどの関係 
(4) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関

係 
３．加盟店および当社は、つぎの各号に該当する行為を行

わないことを確約するものとします。 
(1) 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または

脅迫的言辞を用いること 
(2) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、また

は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を
伝えること 

(3) 自らまたは第三者を利用して、相手方またはカード会社
の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある
行為をすること 

(4) 自らまたは第三者を利用して、相手方またはカード会社
の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をする
こと 

４．加盟店および当社は、相手方が前各項の規定に違反
していることを知った場合、または相手方が違反していること
を認めた場合（以下、違反した者を「違反行為者」といい
ます。）には、別段の通知、催告を要さずに直ちに Smart 
for PAY.JP 利用契約を解除できるものとし、違反行為者
は、当該契約解除により、当然に期限の利益を失い、相
手方に対する一切の未払い債務を支払うとともに、相手方
または決済事業者に生じた損害を賠償する責を負うものと
します。なお、違反行為者は、契約の解除を理由として、
相手方に対し、損害賠償を請求することはできないものとし
ます。 

５．加盟店が違反行為者であると判明した場合、またはその
疑いがあると当社が認めた場合、当社は、前項にもとづき
Smart for PAY.JP利用契約を解除するか否かにかかわ
らず、加盟店に通知することなく本サービスの提供を一時停
止することができるものとし、また、第４２条（信用販売代
金の支払い）に定める信用販売代金および Smart for 
PAY.JP 利用契約に基づき加盟店に対して負担する金銭
債務の全部または一部の支払いを留保または拒絶すること
ができるものとします。なお、この場合、当社は利息または遅
延損害金を支払う義務を負わないものとします。 

係 
(2) ②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与してい

る関係 
(3) ③反社会的勢力等に対し資金等を提供し、または便

宜を供与するなどの関係 
(4) ④その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき

関係 
３．契約者加盟店および当社は、つぎの各号に該当する行

為を行わないことを確約するものとします。 
(1) ①自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為ま

たは脅迫的言辞を用いること 
(2) ②事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、ま

たは関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を
伝えること 

(3) ③自らまたは第三者を利用して、相手方またはカード会
社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのあ
る行為をすること 

(4) ④自らまたは第三者を利用して、相手方またはカード会
社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をす
ること 

４．契約者加盟店および当社は、相手方が前各項の規定
に違反していることを知った場合、または相手方が違反して
いることを認めた場合（以下、違反した者を「違反行為者」
といいます。）には、別段の通知、催告を要さずにしないで、
直ちに Smart for PAY.JP 利用契約を解除できるものと
し、違反行為者は、当該契約解除により、当然に期限の
利益を失い、相手方に対する一切の未払い債務を支払う
とともに、相手方または決済事業者カード会社に生じた損
害を賠償する責を負うものとします。なお、違反行為者は、
契約の解除を理由として、相手方に対し、損害賠償を請
求することはできないものとします。 

５．契約者加盟店が違反行為者であると判明した場合、ま
たはその疑いがあると当社が認めた場合、当社は、前項に
もとづきSmart for PAY.JP 利用契約を解除するか否か
にかかわらず、第１９条に定める加盟店に通知することなく
本サービスの提供を一時停止することができるものとし、ま
た、第４２条（信用販売代金の支払い）に定める信用
販売代金および Smart for PAY.JP 利用契約に基づき
加盟店に対して負担する金銭債務の全部または一部の支
払いを留保留または拒絶することができるものとします。な
お、この場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義
務を負わないものとします。 

係 
(2) ②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与してい

る関係 
(3) ③反社会的勢力等に対し資金等を提供し、または便

宜を供与するなどの関係 
(4) ④その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき

関係 
３．契約者加盟店および当社は、つぎの各号に該当する行

為を行わないことを確約するものとします。 
(1) ①自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為ま

たは脅迫的言辞を用いること 
(2) ②事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、ま

たは関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を
伝えること 

(3) ③自らまたは第三者を利用して、相手方またはカード会
社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのあ
る行為をすること 

(4) ④自らまたは第三者を利用して、相手方またはカード会
社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をす
ること 

４．契約者加盟店および当社は、相手方が前各項の規定
に違反していることを知った場合、または相手方が違反して
いることを認めた場合（以下、違反した者を「違反行為者」
といいます。）には、別段の通知、催告を要、さずにしない
で、直ちに Smart for PAY.JP 利用契約を解除できるも
のとし、違反行為者は、当該契約解除により、当然に期限
の利益を失い、相手方に対する一切の未払い債務を支払
うとともに、相手方または決済事業者カード会社に生じた損
害を賠償する責を負うものとします。なお、違反行為者は、
契約の解除を理由として、相手方に対し、損害賠償を請
求することはできないものとします。 

５．契約者加盟店が違反行為者であると判明した場合、ま
たはその疑いがあると当社が認めた場合、当社は、前項に
もとづきSmart for PAY.JP 利用契約を解除するか否か
にかかわらず、加盟店に通知することなく本規約にもとづく本
サービスの提供を一時的に停止することができるものとし、ま
す。また、第４２条（信用販売代金の支払い）に定める
信用販売代金およびSmart for PAY.JP利用契約に基
づき加盟店に対して負担する金銭債務の全部または一部
の支払いを留保または拒絶することができるものとします。な
お、この場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義
務を負わないものとします。 

第２５条（契約終了後の処理）  
１．加盟店は、Smart for PAY.JP 利用契約が終了した

場合または本サービスの一部の取扱いが終了した場合は、
Smart for PAY.JP利用契約または当該終了した本サー
ビスに関わる広告宣伝、取引申込みの誘引行為をすみや
かに中止するものとします。また、加盟店サイトから終了した
本サービスに係る標識を外すものとします。 

２．加盟店は、Smart for PAY.JP利用契約終了後も当
社に対する債務を有する場合、Smart for PAY.JP利用
契約に基づきその弁済を行うものとします。 

第２５条（契約終了後の処理）  
１．加盟店は、Smart for PAY.JP 利用契約が終了した

場合または本サービスの一部の取扱いが終了した場合は、
Smart for PAY.JP利用契約または当該終了した本サー
ビスに関わる広告宣伝、取引申込みの誘引行為をすみや
かに中止するものとします。また、加盟店サイトから終了した
本サービスに係る標識を外すものとします。 

２．加盟店は、Smart for PAY.JP利用契約終了後も当
社に対する債務を有する場合、Smart for PAY.JP利用
契約に基づきその弁済を行うものとします。 

第２５条（契約終了後の処理）  
１．加盟店は、Smart for PAY.JP 利用契約が終了した

場合または本サービスの一部の取扱いが終了した場合は、
Smart for PAY.JP利用契約または当該終了した本サー
ビスに関わる広告宣伝、取引申込みの誘引行為をすみや
かに中止するものとします。また、加盟店サイトから終了した
本サービスに係る標識を外すものとします。 

２．加盟店は、Smart for PAY.JP利用契約終了後も当
社に対する債務を有する場合、Smart for PAY.JP利用
契約に基づきその弁済を行うものとします。 

第２６条（協議事項）  
１．本規約に定めのない事項については、特約および仕様

書等に定めるほか、加盟店と当社が別途協議のうえ、書面
をもって定めるものとします。 

第２６４６条（協議事項） 
１．本規約に定めのない事項については、第３条に定める

個別規定の特約および仕様書等に定めるほか、加盟店契
約者と当社が別途協議のうえ、申込書記載の特約または

第２６３２条（協議事項） 
１．本規約に定めのない事項については、第３条に定める

個別規定の特約および仕様書等に定めるほか、加盟店契
約者と当社が別途協議のうえ、申込書記載の特約または
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２．本規約に定める事項（語句の解釈を含みます。）につ

いて疑義が生じたときは、加盟店と当社が協議のうえ解決
するものとします。 

書面をもって定めるものとします。 
２．本規約に定める事項（語句の解釈を含みます。）につ

いて、疑義が生じたときは、加盟店契約者と当社が協議の
うえ解決するものとし、本規約に定める事項を変更するとき
も同様とします。 

書面をもって定めるものとします。 
２．本規約に定める事項（語句の解釈を含みます。）につ

いて、疑義が生じたときは、加盟店契約者と当社が協議の
うえ解決するものとし、本規約に定める事項を変更するとき
も同様とします。 

第２７条（準拠法）  
Smart for PAY.JP利用契約は、日本法を準拠法と

します。 

第２７４７条（準拠法） 
Smart for PAY.JP利用契約は、日本法を準拠法と

します。 

第２７３３条（準拠法） 
Smart for PAY.JP利用契約は、日本法を準拠法と

します。 
第２８条（合意管轄裁判所）  
１．加盟店および当社の間で訴訟の必要性が生じた場合に

は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審
の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。また、
加盟店と決済事業者との間で訴訟の必要性が生じた場
合は、決済事業者の本支店所在地を管轄する裁判所を
専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 

 
２．本条はSmart for PAY.JP利用契約終了後も有効と

します。 

第２８４８条（合意管轄裁判所） 
１．加盟店契約者および当社の間では、万一訴訟の必要

性が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、東京地
方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに
合意します。また、加盟店と決済事業者との間で訴訟の必
要性が生じた場合は、決済事業者の本支店所在地を管
轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意
します。 

２．本条はSmart for PAY.JP利用契約終了後も有効と
します。 

 

第２８３４条（合意管轄裁判所） 
１．加盟店契約者および当社の間では、万一訴訟の必要

性が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、東京地
方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに
合意します。また、加盟店と決済事業者との間で訴訟の必
要性が生じた場合は、決済事業者の本支店所在地を管
轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意
します。 

２．本条はSmart for PAY.JP利用契約終了後も有効と
します。 

 
第３章 クレジットカード決済代行サービス 
本章は、加盟店がクレジットカード決済代行サービスを利用す
る場合に適用されるものとします。 

第３２章 クレジットカード決済代行サービス利用規約 
本章は、加盟店がクレジットカード決済代行サービスを利用す
る場合に適用されるものとします。 

第３２章 クレジットカード決済代行（情報処理）サービス
利用規約 

本章は、加盟店がクレジットカード決済代行サービスを利用す
る場合に適用されるものとします。 

第２９条（加盟代行加盟店・情報処理加盟店） 
 
１．カード会社によって、当社が次項に定める「包括代理権」

を有する場合（以下、その場合を「加盟代行加盟店」とい
います。）と、包括代理権を有さない場合（以下、その場
合を「情報処理加盟店」といいます。）があります。 

２．加盟店（本条において新規加盟店申込者を含みま
す。）は、当社に対してクレジットカード決済代行サービスを
申込む際に、当社に以下の各号につき包括的に委任する
ものとし、当社は加盟店を包括的に代理する権限（以下
「包括代理権」といいます。）を取得するものとします。 

 
(1) カード会社との加盟店契約およびこれに付随する契約を

締結すること 
(2) 前号の契約に基づく権利の行使、義務の履行 

第２９５条（加盟代行加盟店・情報処理加盟店クレジッ
トカードによる信用販売の取扱い） 

１．カード会社によって、当社が次項に定める「包括代理権」
を有する場合（以下、その場合を「加盟代行加盟店」とい
います。）と、包括代理権を有さない場合（以下、その場
合を「情報処理加盟店」といいます。）があります。 

２．加盟店本条において新規加盟店申込者を含みま
す。）契約者は、当社に対してクレジットカード決済代行サ
ービスを申込む際に、当社に以下の各号につき包括的に、
本規約に基づく信用販売の取扱いにつき、カード会社とのカ
ード加盟店契約に関する一切の権限を委任するものとし、
当社は加盟店を包括的に代理する権限（以下「包括代
理権」といいます。）を取得するものとします。 

(1) カード会社との加盟店契約およびこれに付随する契約を
締結すること 

(2) 前号の契約に基づく権利の行使、義務の履行 

第２９条（加盟代行加盟店・情報処理加盟店） 
 
１．カード会社によって、当社が次項に定める「包括代理権」

を有する場合（以下、その場合を「加盟代行加盟店」とい
います。）と、包括代理権を有さない場合（以下、その場
合を「情報処理加盟店」といいます。）があります。 

２．加盟店（本条において新規加盟店申込者を含みま
す。）は、当社に対してクレジットカード決済代行サービスを
申込む際に、当社に以下の各号につき包括的に委任する
ものとし、当社は加盟店を包括的に代理する権限（以下
「包括代理権」といいます。）を取得するものとします。 

 
(1) カード会社との加盟店契約およびこれに付随する契約を

締結すること 
(2) 前号の契約に基づく権利の行使、義務の履行 

第３０条（クレジットカード決済代行サービスの内容） 
 
クレジットカード決済代行サービス（以下「カード決済代

行サービス」といいます。）は、つぎの各サービスから構成さ
れるものとします。なお、サービスの詳細については、仕様書
等に記載するものとします。 

 
 
(1) オーソリゼーションサービス 

加盟店から受信したカードによる信用販売の売上承認の
データをカード会社に送信し、カード会社から売上承認結
果を取得して加盟店に通知するサービス 

 
 
 
 
 

第３０６条（クレジットカード決済代行サービスの内容） 
 
１．クレジットカード決済代行サービス（以下「カード決済代

行サービス」といいます。）は、前条に定めるカードによる信
用販売の取扱いと、つぎに定める「基本サービス」、「本人認
証サービス」および「オプションつぎの各サービス」から構成され
るものとします。なお、サービスの詳細については、仕様書等
に記載するものとします。 

(1)①オーソリゼーション基本サービス 
「カード会社」の会員（カード会社と提携するクレジットカー
ド会社が発行するカードの会員およびカード会社が加盟す
る組織のカードの会員を含みます。以下「会員」といいま
す。）が、契約者が販売、提供する商品等を契約者所
定の方法で購入し、当該商品等の購入代金の支払いに
つき、カード会社のカードによる支払いを希望した場合に、
契約者が当該カード会社との間で行うこととした当該加盟
店から受信したカードによる信用販売の売上承認（第１

第３０５条（クレジットカード決済代行（情報処理）サー
ビスの内容） 
１．クレジットカード決済代行（情報処理）サービス（以下

「カード決済代行情報処理サービス」といいます。）は、つぎ
の各に定める「基本サービス」、「本人認証サービス」および
「オプションサービス」から構成されるものとします。なお、サービ
スの詳細については、仕様書等に記載するものとします。 

(1) ①オーソリゼーションサービス 
クレジットカード会社（以下「カード会社」といいます。）の会員
（カード会社と提携するクレジットカード会社が発行するカード
の会員およびカード会社が加盟する組織のカードの会員を含
みます。以下「会員」といいます。）が、契約者が販売、提供
する商品等を契約者所定の方法で購入し、当該商品等の
購入代金の支払いにつき、カード会社の発行するクレジットカ
ード（以下「カード」といいます。）による支払いを希望した場
合に、契約者が当該カード会社との間で行うこととした当該加
盟店から受信したカードによる信用販売の売上承認のに関す
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(2) 売上処理サービス 

加盟店から受信したカードの売上に関するデータにもとづき
カード会社所定のフォーマットによる売上データ（以下「売
上データ」といいます。）を作成し、カード会社に送付するサ
ービス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) その他各特約に定めるサービス 

７条第１項に定めるものをいいます。以下同じ）に関する
データをオンラインで中継するサービス（以下「オーソリゼー
ションデータ中継サービス」といいます。）およびカード売上の
データをカード会社に送付（送信）し、カード会社から売
上承認結果を取得して加盟店に通知するサービス（以
下「売上データ送信サービス」といいます。）ならびに契約
者の店舗登録・管理からなるサービス。 

(2) 売上処理サービス 
加盟店から受信したカードの売上に関するデータにもとづき
カード会社所定のフォーマットによる売上データ（以下「売
上データ」といいます。）を作成し、カード会社に送付するサ
ービス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) その他各特約に定めるサービス 
③オプションサービス 

当社が別途定めるオプションサービス利用規約およびこれに
付帯して定める個別規定において当社が別途定めるサー
ビス。契約者の選択により、所定の利用料を支払うことで
利用することができます。 

２．前項のサービスの詳細については、当社が別途提示する
仕様書（以下「本仕様書」といいます。）で定めるものとし
ます。 

るデータをオンラインで中継するサービス（以下「オーソリゼーショ
ンデータ中継サービス」といいます。）およびカード売上データを
カード会社に送付（送信）し、カード会社から売上承認結
果を取得して加盟店に通知するサービス（以下「売上データ
送信サービス」といいます。）ならびに契約者の店舗登録・管
理からなるサービス。 
(2) 売上処理サービス 

加盟店から受信したカードの売上に関するデータにもとづき
カード会社所定のフォーマットによる売上データ（以下「売
上データ」といいます。）を作成し、カード会社に送付するサ
ービス 

第８条（カード売上データの送付） 
１．前条第１項第２号の業務を当社が円滑に遂行するた

め、契約者は、毎月カード売上データを、申込書の「売上デ
ータ送信サービス」に記載の売上データ締日までに、PAY.JP
にて定める方法で、当社に提出するものとします。 

２．当社は、前項の売上データにもとづきカード会社に対する
所定のフォーマットによる請求データを当社所定の方法で作
成し、これをカード会社に送付するものとします。 

(3) その他各特約に定めるサービス 
③オプションサービス 

当社が別途定めるオプションサービス利用規約およびこれに
付帯して定める個別規定において当社が別途定めるサー
ビス。契約者の選択により、所定の利用料を支払うことで
利用することができます。 

２．前項のサービスの詳細については、当社が別途提示する
仕様書で定めるものとします。 

 第７条（基本サービス） 
１．当社は、基本サービスの提供に際し、つぎの業務を、契
約者の委託にもとづき、本規約の定めに従い、履行するものと
します。 
①オーソリゼーションデータ中継サービスにもとづく売上承認に関
する情報処理業務 
②売上データ送信サービスにもとづくカード売上データの送信
業務 
③第５条に定めるカードによる信用販売の取扱いと第１９
条に定める信用販売代金の支払い 
④契約者の店舗の登録とその後の管理業務 
２．基本サービスの詳細は、契約者と当社の間で別途定め
るものとします。 

第７条（基本サービス） 
１．当社は、基本サービスの提供に際し、つぎの業務を、契
約者の委託にもとづき、本規約の定めに従い、履行するものと
します。 
①オーソリゼーションデータ中継サービスにもとづく売上承認に関
する情報処理業務 
②売上データ送信サービスにもとづくカード売上データの送信
業務 
③契約者の店舗の登録とその後の管理業務 
２．基本サービスの詳細は、契約者と当社の間で別途定め
るものとします。 
３．当社は、第１項の業務を実施するため、契約者の電算
処理システムと当社のシステムを接続し、オンラインリアルタイム
で任意に処理するものとします。なお、第１項第２号に定める
業務については、当社所定のフォーマットにて当社が定める方
法により処理するものとします。 

第３１条（カード決済代行サービスの利用手順等） 
加盟店は、カード決済代行サービスの利用手順やシス

テムの設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟
店が仕様書等から外れてカード決済代行サービスを利用
したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は
一切の責任を負わないものとします。 

第３１条（カード決済代行サービスの利用手順等） 
加盟店は、カード決済代行サービスの利用手順やシス

テムの設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟
店が仕様書等から外れてカード決済代行サービスを利用
したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は
一切の責任を負わないものとします。 

第３１条（カード決済代行サービスの利用手順等） 
加盟店は、カード決済代行サービスの利用手順やシス

テムの設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟
店が仕様書等から外れてカード決済代行サービスを利用
したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は
一切の責任を負わないものとします。 

第３２条（カード決済代行サービスの申込みと包括代理の
委任）  

１．加盟店（本条において、加盟代行加盟店、情報処理
加盟店を問わず新規加盟店申込者を含みます。）は、当

第３２５条（クレジットカード決済代行サービスの申込みと
包括代理の委任による信用販売の取扱い） 
１．加盟店（本条において、加盟代行加盟店、情報処理

加盟店を問わず新規加盟店申込者を含みます。）契約

第３２６条（カード決済代行サービスの申込みと包括代理
の委任会社の承認） 
１．加盟店（本条において、加盟代行加盟店、情報処理

加盟店を問わず新規加盟店申込者を含みます。）は、当
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社所定の方法で PAY を通じて明示したカード決済代行サ
ービスで利用できる国際ブランドを確認し、本規約を承諾の
うえ、PAYを通じてカード決済代行サービスを申し込むものと
します。なお、加盟代行加盟店は、カード決済代行サービ
スを申込むと同時に、当社に対してカード会社に係る包括
代理を委任するものとします。 

 
 
２．加盟代行加盟店は、本サービスを利用して信用販売を

開始する時点において、以下の事項について真実であること
を表明し、保証するものとします。 

(1) 第３８条（カード番号等の不正利用の防止）、第３
９条（不正利用発生時の対応）、第５１条（カード情
報の取扱い）、第５２条（カード情報取扱いの委託）、
第５３条（加盟店によるカード情報漏えい等時の対応）
を遵守するための体制を構築済であること 

(2) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該
当する行為を行っていないこと、また直近５年間に同法によ
る処分を受けたことがないこと 

(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原
因となる行為を行っていないこと、また直近５年間に同法
違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けた
ことがないこと 

３．加盟代行加盟店は、前項に表明保証した内容が真実
に反すること、または反するおそれがあることが判明した場
合、当社に対して直ちにその旨を申告するものとします。 

４．加盟代行加盟店は、Smart for PAY.JP利用契約締
結後に第２項第１号に定める体制が構築されていないこ
とが判明した場合、Smart for PAY.JP利用契約締結後
に当該体制を維持できなくなった場合、または第２項第２
号もしくは第３号に反する事由が新たに生じた場合には、
当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これら
のおそれが生じた場合も同様とします。 

 
 
 
 
 
５．情報処理加盟店は、当社へカード決済代行サービスを

申込む前に、PAY を通じて当該サービスを利用するカード
会社と加盟店契約を締結するものとします。また、当該カー
ド会社から、当社のカード決済代行サービスを利用して信
用販売を行うことについてあらかじめ承認を得るものとしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
６．当社は、加盟店からの申込情報や第２項の表明保証

等に基づき審査を行い、カード決済代行サービスを提供す
る加盟店として適当であるか否かを判断するものとします。
なお、不適当と判断した場合には、すみやかに加盟店にそ
の旨を通知するものとします。ただし、当社はその判断理由

者は、当社所定の方法で PAY を通じて明示したカード決
済代行サービスで利用できる国際ブランドを確認し、本規
約を承諾のうえ、PAY を通じて本サイトにおける契約者と顧
客との間の売買取引、役務提供取引等において、申込書
によりクレジットカード決済代行サービスを申し込むものとしま
す。なお、加盟代行加盟店は、カード決済代行サービスを
申込むと同時に、当社に対してカード会社に係る包括代理
を委任するものとします。 

２．加盟代行加盟店は、本サービスを利用して信用販売を
開始する時点において、以下の事項について真実であること
を表明し、保証するものとします。 

(1) 第３８条（カード番号等の不正利用の防止）、第３
９条（不正利用発生時の対応）、第５１条（カード情
報の取扱い）、第５２条（カード情報取扱いの委託）、
第５３条（加盟店によるカード情報漏えい等時の対応）
を遵守するための体制を構築済であること 

(2) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該
当する行為を行っていないこと、また直近５年間に同法によ
る処分を受けたことがないこと 

(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原
因となる行為を行っていないこと、また直近５年間に同法
違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けた
ことがないこと 

３．加盟代行加盟店は、前項に表明保証した内容が真実
に反すること、または反するおそれがあることが判明した場
合、当社に対して直ちにその旨を申告するものとします。 

４．加盟代行加盟店は、Smart for PAY.JP利用契約締
結後に第２項第１号に定める体制が構築されていないこ
とが判明した場合、Smart for PAY.JP利用契約締結後
に当該体制を維持できなくなった場合、または第２項第２
号もしくは第３号に反する事由が新たに生じた場合には、
当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これら
のおそれが生じた場合も同様とします。 

 
 
 
 
 
５．情報処理加盟店は、当社へカード決済代行サービスを

申込む前に、PAY を通じて当該サービスを利用するカード
会社と加盟店契約を締結するものとします。また、当該カー
ド会社から、当社のカード決済代行サービスを利用して信
用販売を行うことについてあらかじめ承認を得るものとしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
６．当社は、加盟店からの申込情報や第２項の表明保証

等に基づき審査を行い、カード決済代行サービスを提供す
る加盟店として適当であるか否かを判断するものとします。
なお、不適当と判断した場合には、すみやかに加盟店にそ
の旨を通知するものとします。ただし、当社はその判断理由

社所定の方法で PAY を通じて明示したカード決済代行サ
ービスで利用できる国際ブランドを確認し、本規約を承諾の
うえ、PAYを通じてカード決済代行サービスを申し込むものと
します。なお、加盟代行加盟店は、カード決済代行サービ
スを申込むと同時に、当社に対してカード会社に係る包括
代理を委任するものとします。 

 
 
２．加盟代行加盟店は、本サービスを利用して信用販売を

開始する時点において、以下の事項について真実であること
を表明し、保証するものとします。 

(1) 第３８条（カード番号等の不正利用の防止）、第３
９条（不正利用発生時の対応）、第５１条（カード情
報の取扱い）、第５２条（カード情報取扱いの委託）、
第５３条（加盟店によるカード情報漏えい等時の対応）
を遵守するための体制を構築済であること 

(2) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該
当する行為を行っていないこと、また直近５年間に同法によ
る処分を受けたことがないこと 

(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原
因となる行為を行っていないこと、また直近５年間に同法
違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けた
ことがないこと 

３．加盟代行加盟店は、前項に表明保証した内容が真実
に反すること、または反するおそれがあることが判明した場
合、当社に対して直ちにその旨を申告するものとします。 

４．加盟代行加盟店は、Smart for PAY.JP利用契約締
結後に第２項第１号に定める体制が構築されていないこ
とが判明した場合、Smart for PAY.JP利用契約締結後
に当該体制を維持できなくなった場合、または第２項第２
号もしくは第３号に反する事由が新たに生じた場合には、
当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これら
のおそれが生じた場合も同様とします。 

１．カード決済情報処理サービスの取扱いの対象となるカー
ド会社は、契約者がカードによる信用販売取引を行うための
加盟店契約を締結したカード会社のうち、申込書によりカード
決済情報処理サービスを申し込んだカード会社とします。 
５．情報処理加盟店は、当社へカード決済代行サービスを

申込む前に、PAY を通じて当該サービスを利用するカード
会社と加盟店契約を締結するものとします。また、当該カー
ド会社から、当社の 

２．契約者は、カード決済代行情報処理サービスを利用し
てカードによる信用販売取引を行うことについてあらかじめ、
事前にカード会社の承認を得るものとします。 

３．通信販売取引であって電子商取引による通信販売を
実施する際のカードの取扱いについては、契約者とカード会社
との間で取り決めるものとします。 
４．第１項に定めるカード会社を変更、追加、削除する場
合は、契約者と当社が別途書面で合意するものとします。 
６．当社は、加盟店からの申込情報や第２項の表明保証

等に基づき審査を行い、カード決済代行サービスを提供す
る加盟店として適当であるか否かを判断するものとします。
なお、不適当と判断した場合には、すみやかに加盟店にそ
の旨を通知するものとします。ただし、当社はその判断理由
について開示しないものとします。 

７．当社は、同一の国際ブランドを取扱うカード会社を、PAY
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新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
について開示しないものとします。 

７．当社は、同一の国際ブランドを取扱うカード会社を、PAY
との協議により変更または追加することができるものとし、それ
により当社が改めて加盟店の情報等の提出を求めた場
合、加盟店はすみやかに応ずるものとします。また、加盟店
が同一の国際ブランドのクレジットカードを取扱う複数のカー
ド会社の加盟店となった場合、当該国際ブランドに関するオ
ーソリゼーションサービス、売上処理サービスの送信・送付先
のカード会社は、当社とPAYが協議のうえ決定するものとし
ます。 

について開示しないものとします。 
７．当社は、同一の国際ブランドを取扱うカード会社を、PAY

との協議により変更または追加することができるものとし、それ
により当社が改めて加盟店の情報等の提出を求めた場
合、加盟店はすみやかに応ずるものとします。また、加盟店
が同一の国際ブランドのクレジットカードを取扱う複数のカー
ド会社の加盟店となった場合、当該国際ブランドに関するオ
ーソリゼーションサービス、売上処理サービスの送信・送付先
のカード会社は、当社とPAYが協議のうえ決定するものとし
ます。んだクレジットカード会社（以下「カード会社」といいま
す。）の発行するクレジットカード（カード会社と提携するク
レジットカード会社が発行するクレジットカードおよびカード会
社が加盟する組織のクレジットカードを含みます。以下「カー
ド」といいます。）による信用販売の取扱いを行うことができ
るものとします。 

との協議により変更または追加することができるものとし、それ
により当社が改めて加盟店の情報等の提出を求めた場
合、加盟店はすみやかに応ずるものとします。また、加盟店
が同一の国際ブランドのクレジットカードを取扱う複数のカー
ド会社の加盟店となった場合、当該国際ブランドに関するオ
ーソリゼーションサービス、売上処理サービスの送信・送付先
のカード会社は、当社とPAYが協議のうえ決定するものとし
ます。 

第４章 加盟代行加盟店 
本章は、加盟代行加盟店にのみ適用されるものとします。 

第４章 加盟代行加盟店 
本章は、加盟代行加盟店にのみ適用されるものとします。 

第４章 加盟代行加盟店 
本章は、加盟代行加盟店にのみ適用されるものとします。 

第３３条（カード加盟店契約の成立）  
１．当社は、前条により当社の加盟店として適当と判断した

加盟店のうち加盟代行加盟店について、受付けた申込情
報をもとに、当該加盟店を代理してカード会社に新規加盟
の申請を行うものとします。 

２．前項の申請に基づき、カード会社が当該加盟店をカード
会社の加盟店として適当と認めた場合に、カード会社と当
該加盟店との間で加盟店契約が成立するものとし、当社
は当該加盟店のカード決済代行サービスの申込みを承諾
するものとします。 

３．当社は、前項の結果を PAY を通じて加盟代行加盟店
にすみやかに通知するものとします。ただし、その理由につい
ては開示しないものとします。 

第３３条（カード加盟店契約の成立）  
１．当社は、前条により当社の加盟店として適当と判断した

加盟店のうち加盟代行加盟店について、受付けた申込情
報をもとに、当該加盟店を代理してカード会社に新規加盟
の申請を行うものとします。 

２．前項の申請に基づき、カード会社が当該加盟店をカード
会社の加盟店として適当と認めた場合に、カード会社と当
該加盟店との間で加盟店契約が成立するものとし、当社
は当該加盟店のカード決済代行サービスの申込みを承諾
するものとします。 

３．当社は、前項の結果を PAY を通じて加盟代行加盟店
にすみやかに通知するものとします。ただし、その理由につい
ては開示しないものとします。 

第３３条（カード加盟店契約の成立）  
１．当社は、前条により当社の加盟店として適当と判断した

加盟店のうち加盟代行加盟店について、受付けた申込情
報をもとに、当該加盟店を代理してカード会社に新規加盟
の申請を行うものとします。 

２．前項の申請に基づき、カード会社が当該加盟店をカード
会社の加盟店として適当と認めた場合に、カード会社と当
該加盟店との間で加盟店契約が成立するものとし、当社
は当該加盟店のカード決済代行サービスの申込みを承諾
するものとします。 

３．当社は、前項の結果を PAY を通じて加盟代行加盟店
にすみやかに通知するものとします。ただし、その理由につい
ては開示しないものとします。 

第３４条（カードによる信用販売の条件）  
 
１．加盟代行加盟店は、前条により加盟店契約が成立し

たカード会社との間で、信用販売を行うことができるものとし
ます。なお、加盟代行加盟店は、カード会社の提携関係の
変更により、信用販売を行うことができるカードの範囲が変
更する場合があること、またカード会社の判断により特定のカ
ードによる信用販売ができない場合があることを、あらかじめ
承諾するものとします。 

２．加盟代行加盟店が信用販売を行うことができるのは、当
社が受付けた申込情報をもとにカード会社に届け出をし、カ
ード会社の承諾を得たサイト、販売方法、商品等に限るも
のとします。 

３．会員の信用販売による商品等の代金の支払方法は、
当社が別途PAYを通じて明示するものとします。 

 
 
４．加盟代行加盟店は、カード会社の加盟店標識、サービ

スマーク等を信用販売以外の用途に使用したり、第三者に
使用させてはならないものとします。また、加盟代行加盟店
は、当社からカード会社の商号、商標等の使用の中止、禁
止の連絡を受けた場合はすみやかに応じるものとします。 

第３４１６条（カードによる信用販売の条件支払方法） 
１．加盟代行加盟店は、前条により加盟店契約が成立し

たカード会社との間で、信用販売を行うことができるものとし
ます。なお、加盟代行加盟店は、カード会社の提携関係の
変更により、信用販売を行うことができるカードの範囲が変
更する場合があること、またカード会社の判断により特定のカ
ードによる信用販売ができない場合があることを、あらかじめ
承諾するものとします。 

２．加盟代行加盟店が信用販売を行うことができるのは、当
社が受付けた申込情報をもとにカード会社に届け出をし、カ
ード会社の承諾を得たサイト、販売方法、商品等に限るも
のとします。 

３１．会員の信用販売によるがカード利用により購入した商
品等の代金（以下「利用代金」といいます。）の支払方
法は、当社が別途 PAY を通じて明示する申込書の「お支
払方法」に記載のとおりものとします。 

４．加盟代行加盟店は、カード会社の加盟店標識、サービ
スマーク等を信用販売以外の用途に使用したり、第三者に
使用させてはならないものとします。また、加盟代行加盟店
は、当社からカード会社の商号、商標等の使用の中止、禁
止の連絡を受けた場合はすみやかに応じるものとします。
２．契約者は、支払方法の追加または変更を希望する
場合、カード会社が予め定める範囲内で、当社に対して、
その追加または変更を申し出るものとします。この場合、当
社は、速やかにカード会社と協議し、その結果を契約者に
連絡するものとします。 

第３４条（カードによる信用販売の条件）  
 
１．加盟代行加盟店は、前条により加盟店契約が成立し

たカード会社との間で、信用販売を行うことができるものとし
ます。なお、加盟代行加盟店は、カード会社の提携関係の
変更により、信用販売を行うことができるカードの範囲が変
更する場合があること、またカード会社の判断により特定のカ
ードによる信用販売ができない場合があることを、あらかじめ
承諾するものとします。 

２．加盟代行加盟店が信用販売を行うことができるのは、当
社が受付けた申込情報をもとにカード会社に届け出をし、カ
ード会社の承諾を得たサイト、販売方法、商品等に限るも
のとします。 

３．会員の信用販売による商品等の代金の支払方法は、
当社が別途PAYを通じて明示するものとします。 

 
 
４．加盟代行加盟店は、カード会社の加盟店標識、サービ

スマーク等を信用販売以外の用途に使用したり、第三者に
使用させてはならないものとします。また、加盟代行加盟店
は、当社からカード会社の商号、商標等の使用の中止、禁
止の連絡を受けた場合はすみやかに応じるものとします。 
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新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
第３５条（商品等）  
１．加盟代行加盟店は、当社があらかじめ承諾した商品等

について、本サービスを利用して会員に販売提供をすること
ができるものとします。なお、商品等の内容を変更する場合
は、改めて当社の承諾を得るものとします。 

 
 
 
２．加盟代行加盟店は、前項により承諾を受けた商品等で

あっても、当社より変更、改善を求められた場合は、すみや
かにそれに従うものとします。また、当社より商品等の取扱い
中止の連絡を受けた場合は、直ちに中止するものとします。 

 
 
 
 
３．加盟代行加盟店は、つぎに該当する商品等については

取扱うことができないものとします。 
 
(1) 公序良俗に反するもの 
(2) ワシントン条約、銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び

向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律、その他の法令の定め
に違反するもの、またはそのおそれがあるもの 

(3) 第三者の知的財産権および肖像権を侵害または侵害
するおそれのあるもの 

 
 
 
(4) その他当社が不適当と判断したもの 
４．加盟代行加盟店は、販売する商品等が旅行商品・酒

類・米類等、その販売提供にあたり主務官庁の許認可ま
たは届出を必要とする商品等である場合は、あらかじめ許
認可または届出を行っていることを当社に申出るものとしま
す。なお、当該許認可を喪失した場合は直ちに当社に通
知するものとします。 

 
５．加盟代行加盟店は、ソフトウェアのダウンロードサービスな

ど発送を伴わない商品等を販売提供する場合、その運用
方法につき、あらかじめ当社の承諾を得るものとします。 

６．加盟代行加盟店は、つぎに該当する商品等について、
原則として取扱うことはできないものとします。ただし、あらかじ
め個別に当社の承諾を得た場合を除きます。 

 
 
(1) 現金（外国通貨を含む）、商品券、プリペイドカード、

印紙、切手、回数券、その他の有価証券（電子マネー、
プリペイドカードのチャージ等を含む） 

(2) 会員に対する商品等の全部の引き渡しまたは提供が行
われる前に、会員が前払いをする方式で販売提供するも
の 

７．前項第２号の商品等について、会員が契約期間中に
中途解約を申し出たとき、または未経過期間の料金の返
還を申し出たときは、加盟代行加盟店が自らの責任でその
処理にあたるものとし、当社およびカード会社に一切の迷惑
をかけないものとします。 

第３５１３条（対象商品等） 
１．加盟代行加盟店契約者は、当社があらかじめ承諾した

会員に対して、つぎの商品およびサービス（以下「商品等」
といいます。）等について、本サービスを利用して会員に販
売提供をすること第５条にもとづきカードによる信用販売の
取扱いを行うことができるものとします。なお、商品等の内容
を変更する場合は、改めて当社の承諾を得るものとします。 

２．加盟代行加盟店は、前項により承諾を受けた商品等で
あっても、当社より変更、改善を求められた場合は、すみや
かにそれに従うものとします。また、当社より商品等の取扱い
中止の連絡を受けた場合は、直ちに中止するものとします。 

①会費 
②本サイトにおいて販売する商品およびデジタルコンテンツなら

びに提供するサービスのうち、契約者および当社が協議のう
え決定したもの 

３２．加盟代行加盟店前項の定めにかかわらず、契約者
は、つぎに該当する定める商品等についてはを取扱うことが
できないものとします。 

(1) ①公序良俗に反するもの 
(2) ②ワシントン条約、銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬

及び向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律、薬事法等条
約・その他の法令の定めに違反するもの、またはそのおそれ
があるもの 

(3) ③第三者の知的財産権および肖像権を侵害または侵
害するおそれのあるもの 

④商品券・プリペイドカード・印紙・回数券・有価証券等の取
扱い 

(4) ⑤その他当社が不適当と判断したもの 
４３．加盟代行加盟店契約者は、販売する商品等が旅

行商品・酒類・米類等、その販売提供にあたり主務官庁の
許認可またはおよび届出を必要とする商品等である場合
は、あらかじめ許認可またはおよび届出を行っていることを当
社に申出通知するものとします。なお、当該許認可を喪失
した場合は直ちに当社に通知するものとします。 

５４．加盟代行加盟店契約者は、ソフトウェアプログラムのダ
ウンロードサービスなど等の発送を伴わない商品等を販売提
供する取扱う場合、その運用方法につき、あらかじめ当社の
承諾認を得るものとします。 

６５．加盟代行加盟店契約者は、つぎに該当する商品等
について、原則として取扱うことはできないものとします。ただ
し、サービスの提供でその代金を前払いする方式および継
続的役務提供の取扱いを行う場合、あらかじめ個別に当
社の承諾を得た場合を除きるものとします。 

(1) 現金（外国通貨を含む）、商品券、プリペイドカード、
印紙、切手、回数券、その他の有価証券（電子マネー、
プリペイドカードのチャージ等を含む） 

(2) 会員に対する商品等の全部の引き渡しまたは提供が行
われる前に、会員が前払いをする方式で販売提供するも
の 

７．前項第２号の商品等についてなお、当社が当該取扱い
を承諾した場合であっても、会員がサービス提供の契約期
間中に中途解約を申し出たとき、またはおよび未経過期間
の料金の返還を申し出たときは、加盟代行加盟店契約者
が自らの責任でその処理にあたるものとし、当社およびカード
会社に一切の迷惑をかけないものとします。 

第３５条（商品等）  
１．加盟代行加盟店は、当社があらかじめ承諾した商品等

について、本サービスを利用して会員に販売提供をすること
ができるものとします。なお、商品等の内容を変更する場合
は、改めて当社の承諾を得るものとします。 

 
 
 
２．加盟代行加盟店は、前項により承諾を受けた商品等で

あっても、当社より変更、改善を求められた場合は、すみや
かにそれに従うものとします。また、当社より商品等の取扱い
中止の連絡を受けた場合は、直ちに中止するものとします。 

 
 
 
 
３．加盟代行加盟店は、つぎに該当する商品等については

取扱うことができないものとします。 
 
(1) 公序良俗に反するもの 
(2) ワシントン条約、銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び

向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律、その他の法令の定め
に違反するもの、またはそのおそれがあるもの 

 
(3) 第三者の知的財産権および肖像権を侵害または侵害

するおそれのあるもの 
 
 
(4) その他当社が不適当と判断したもの 
４．加盟代行加盟店は、販売する商品等が旅行商品・酒

類・米類等、その販売提供にあたり主務官庁の許認可ま
たは届出を必要とする商品等である場合は、あらかじめ許
認可または届出を行っていることを当社に申出るものとしま
す。なお、当該許認可を喪失した場合は直ちに当社に通
知するものとします。 

 
５．加盟代行加盟店は、ソフトウェアのダウンロードサービスな

ど発送を伴わない商品等を販売提供する場合、その運用
方法につき、あらかじめ当社の承諾を得るものとします。 

６．加盟代行加盟店は、つぎに該当する商品等について、
原則として取扱うことはできないものとします。ただし、あらかじ
め個別に当社の承諾を得た場合を除きます。 

 
 
(1) 現金（外国通貨を含む）、商品券、プリペイドカード、

印紙、切手、回数券、その他の有価証券（電子マネー、
プリペイドカードのチャージ等を含む） 

(2) 会員に対する商品等の全部の引き渡しまたは提供が行
われる前に、会員が前払いをする方式で販売提供するも
の 

７．前項第２号の商品等について、会員が契約期間中に
中途解約を申し出たとき、または未経過期間の料金の返
還を申し出たときは、加盟代行加盟店が自らの責任でその
処理にあたるものとし、当社およびカード会社に一切の迷惑
をかけないものとします。 



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
25/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
第３６条（広告）  
１．加盟代行加盟店は、商品等に関する広告を行う場

合、加盟代行加盟店の責任と負担において企画、制作す
るものとし、また、つぎの事項を遵守するものとします。 

 
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類

及び不当表示防止法、著作権法、消費者契約法、商標
法、その他適用される法令等に違反しないこと 

 
(2) 会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと 
(3) 公序良俗に反するまたはそのおそれのある表示、その他

当社が不適当と判断したものを表示しないこと 
 
 
(4) 加盟店サイトにおいて広告する場合は、つぎの事項を表

示するとともに、公益社団法人日本通信販売協会が定め
る「通信販売業における電子商取引のガイドライン」その他
適用されるガイドライン等を遵守すること 

 
 
①加盟代行加盟店の社名・商号・屋号 
②加盟代行加盟店の所在地 
③加盟代行加盟店の電話番号、受付時間および電子メー

ルアドレス 
④加盟代行加盟店の代表者または販売責任者の氏名およ

び連絡方法 
⑤商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金（商

品等の現金販売価格は消費税等込みで表示する。また
特に当社が認めた場合を除き円建てで表示すること） 

⑥商品等の引渡時期とその方法またはサービスの提供期間と
その方法 

⑦商品等代金の支払時期および方法 
⑧申込の撤回、契約の解除および商品等の返品の可否なら

びにその条件（商品等の特性により返品または交換等を
受け付けない場合はその旨） 

⑨商品等の販売提供について、または発送先について条件、
制約がある場合はその旨 

 
 
⑩会員がカード決済を利用できる旨（加盟店標識等）およ

び当社またはカード会社から指示された表示 
 
⑪会員からの送信データ等が暗号化されている旨。ただし、暗

号化により送信データ等の秘密性が完全に保持できる等、
会員に誤解を与える表示をしないこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３６１５条（広告） 
１．加盟代行加盟店契約者は、本サイトにおいて販売提

供する商品等に関する広告を行う制作する場合、加盟代
行加盟店の責任と負担において企画、制作するものとし、
また、つぎの事項を遵守するものとします。 

(1) ①特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品
類及び不当表示防止法、著作権法、消費者契約法、商
標法、等その他適用されるの法令等に違反しないこと 

(2) ②会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしない
こと 

(3) ③公序良俗に反するまたはそのおそれのある表示、その
他当社が不適当と判断したものを表示をしないこと 

④商品等の現金販売価格は消費税等込みで円建てで表
示すること 

(4)⑤加盟店本サイトにおいて広告する場合は、つぎの事項
を表示すさせるとともに、公益社団法人日本通信販売協
会（以下、本条において「協会」といいます。）が定める「通
信販売業における電子商取引のガイドライン」その他適用さ
れるガイドライン等返品および広告に関する自主基準を遵
守すること 

ⅰ）①加盟代行加盟店の社名・商号・または屋号 
ⅱ）②加盟代行加盟店の所在地住所 
③加盟代行加盟店の、電話番号、受付時間および電子メ
ールアドレス 
④加盟代行加盟店の代表者または販売責任者の氏名およ

び連絡方法 
⑤商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金（商

品等の現金販売価格は消費税等込みで表示する。また
特に当社が認めた場合を除き円建てで表示すること） 

⑥商品等の引渡時期とその方法またはサービスの提供期間と
その方法 

⑦商品等代金の支払時期および方法 
⑧申込の撤回、契約の解除および商品等の返品の可否なら

びにその条件（商品等の特性により返品または交換等を
受け付けない場合はその旨） 

⑨商品等の販売提供について、または発送先について条件、
制約がある場合はその旨 

ⅲ）暗号化措置を講じても、申込データ等の秘密性を完全
に保持できない旨 

ⅳ）⑩会員がクレジットカード決済を利用できる旨（加盟店
標識等の掲示等）および当社またはカード会社から指示さ
れた表示 

ⅲ）⑪会員からの送信データ等が暗号化されている旨。ただ
し、暗号化により措置を講じても、申込送信データ等の秘
密性がを完全に保持できる等、会員に誤解を与える表示
をしないことない旨 

ⅴ）契約者の代表者もしくは通信販売部門の責任者の氏
名および連絡方法 

ⅵ）取扱う商品等 
ⅶ）商品等の販売に条件、制約がある場合はその旨 
ⅷ）会員に対し通信販売を行う全ての商品等につき、本サイ

ト上に原則として協会が定める「通信販売業における電子
商取引のガイドライン」に基づく返品条件を明記すること。但
し、商品等の特性に鑑みて当該商品等の返品または交換
等を受け付けない場合は、本サイト上にその旨を明記する
こと 

第３６条（広告）  
１．加盟代行加盟店は、商品等に関する広告を行う場

合、加盟代行加盟店の責任と負担において企画、制作す
るものとし、また、つぎの事項を遵守するものとします。 

 
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類

及び不当表示防止法、著作権法、消費者契約法、商標
法、その他適用される法令等に違反しないこと 

 
(2) 会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと 
(3) 公序良俗に反するまたはそのおそれのある表示、その他

当社が不適当と判断したものを表示しないこと 
 
 
(4) 加盟店サイトにおいて広告する場合は、つぎの事項を表

示するとともに、公益社団法人日本通信販売協会が定め
る「通信販売業における電子商取引のガイドライン」その他
適用されるガイドライン等を遵守すること 

 
 
①加盟代行加盟店の社名・商号・屋号 
②加盟代行加盟店の所在地 
③加盟代行加盟店の電話番号、受付時間および電子メー

ルアドレス 
④加盟代行加盟店の代表者または販売責任者の氏名およ

び連絡方法 
⑤商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金（商

品等の現金販売価格は消費税等込みで表示する。また
特に当社が認めた場合を除き円建てで表示すること） 

⑥商品等の引渡時期とその方法またはサービスの提供期間と
その方法 

⑦商品等代金の支払時期および方法 
⑧申込の撤回、契約の解除および商品等の返品の可否なら

びにその条件（商品等の特性により返品または交換等を
受け付けない場合はその旨） 

⑨商品等の販売提供について、または発送先について条件、
制約がある場合はその旨 

 
 
⑩会員がカード決済を利用できる旨（加盟店標識等）およ

び当社またはカード会社から指示された表示 
 
⑪会員からの送信データ等が暗号化されている旨。ただし、暗

号化により送信データ等の秘密性が完全に保持できる等、
会員に誤解を与える表示をしないこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
26/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
 
⑫その他当社が必要と認める事項 
２．加盟代行加盟店は、当社より広告の内容の変更、改

善を求められたときは、すみやかに対応するものとします。 

ⅸ）通信販売および商品等に関する重要事項 
ⅹ）⑫その他当社が必要と認める事項 
２．前項の定めは、契約者がインターネット等の Web サイト

を宣伝広告媒体として、通信販売を行う場合に限定して
適用されるものとします。加盟代行加盟店は、当社より広
告の内容の変更、改善を求められたときは、すみやかに対
応するものとします。 

 
⑫その他当社が必要と認める事項 
２．加盟代行加盟店は、当社より広告の内容の変更、改
善を求められたときは、すみやかに対応するものとします。 

第３７条（カード売上承認）  
１．加盟代行加盟店は、会員より商品等の代金についてカ

ードによる支払いの申し込みを受けた場合は、当該商品等
の代金の多寡にかかわらず、すべての申込みについて、
PAY.JP により定められた方法でカード会社に対して信用販
売の売上の承認（以下「売上承認」といいます。）を求め
るものとします。 

 
２．加盟代行加盟店は、前項の結果、カード会社から売上

承認を取得し、承認番号の連絡を受けた場合には、会員
に対してカードによる商品等の販売提供ができるものとしま
す。なお、売上承認が得られない場合には、当該カードは
利用できない旨を通知するものとします。 

 
 
３．加盟代行加盟店は、前項による売上承認が、当該カー

ドの有効性のみを保証するものであり、当該顧客が会員本
人であることを保証するものとではないことをあらかじめ承諾
するものとします。 

第３７１７条（カード売上承認） 
１．加盟代行加盟店契約者は、会員よりが本サイトにおい

て商品等の代金購入について際して、カードによる支払いの
を申し込みを受けたんだ場合は、当該商品等の代金の多
寡にかかわらず、すべての申込みカード利用について、
PAY.JP によりて定められた方法で、当社を通じてカード会
社に対してカードによる信用販売の売上の承認（以下「売
上承認」といいます。）を求めるものとします。 

２．加盟代行加盟店契約者は、前項の結果、によりカード
会社から売上承認を取得し、承認番号の連絡を受け得た
場合には、会員に対してカードによる商品等の販売提供が
できるものとします。なお、カード会社の売上承認が番号を
得られることができない場合には、当該カードは利用による
信用販売の取扱いができない旨を会員に通知するものとし
ます。 

３．加盟代行加盟店は、前項による売上承認が、当該カー
ドの有効性のみを保証するものであり、当該顧客が会員本
人であることを保証するものとではないことをあらかじめ承諾
するものとします。 

第３７条（カード売上承認）  
１．加盟代行加盟店は、会員より商品等の代金についてカ

ードによる支払いの申し込みを受けた場合は、当該商品等
の代金の多寡にかかわらず、すべての申込みについて、
PAY.JP により定められた方法でカード会社に対して信用販
売の売上の承認（以下「売上承認」といいます。）を求め
るものとします。 

 
２．加盟代行加盟店は、前項の結果、カード会社から売上

承認を取得し、承認番号の連絡を受けた場合には、会員
に対してカードによる商品等の販売提供ができるものとしま
す。なお、売上承認が得られない場合には、当該カードは
利用できない旨を通知するものとします。 

 
 
３．加盟代行加盟店は、前項による売上承認が、当該カー

ドの有効性のみを保証するものであり、当該顧客が会員本
人であることを保証するものとではないことをあらかじめ承諾
するものとします。 

第３８条（カード番号等の不正利用の防止） 
１．加盟代行加盟店は、信用販売を実施するに際しては、

割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注
意をもって、カード番号等の不正利用の防止のため、以下
の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとしま
す。この場合において加盟代行加盟店は、セキュリティガイド
ラインに掲げられた加盟店におけるリスク・被害発生状況に
応じた方策（またはこれと同等の措置）を講じてこれを行う
ものとします。 

 
(1) 通知されたカード番号等の有効性 
(2) 当該信用販売がなりすましその他のカード番号等の不正

利用（以下「不正利用」といいます。）に該当しないこと 
２．前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会

環境の変化その他の事由により、当該方法または態様によ
る措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置（またはこ
れと同等の措置）に該当しないおそれがあるとき、その他不
正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要
に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、
加盟代行加盟店はこれに応ずるものとします。 

３．加盟代行加盟店は、カード番号等の不正利用の防止
のために実行している具体的方法または態様を変更する場
合には、事前に当社に報告のうえ、当該変更について当社
と協議するものとします。 

４．不正利用を防止するための措置（当社が提供する本
人認証サービスを含みます。）は、加盟店が責任をもって
講じるものとします。 

第３８５０条（カード番号等の不正利用の防止） 
１．加盟代行加盟店契約者は、信用販売を実施するに際

しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理
者の注意をもって、カード番号等の不正利用の防止のた
め、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないも
のとします。この場合において加盟代行加盟店、契約者
は、セキュリティガイドライン実行計画に掲げられた加盟店に
おけるリスク・被害発生状況に応じた方策（また又はこれと
同等の措置）を講じてこれを行うものとします。 

(1)  ①通知されたカード番号等の有効性 
(2) ②当該信用販売がなりすましその他のカード番号等の不

正利用（以下「不正利用」といいます。）に該当しないこ
と 

２．前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会
環境の変化その他の事由により、当該方法また又は態様
による措置がセキュリティガイドライン実行計画に掲げられた
措置（また又はこれと同等の措置）に該当しないおそれが
あるとき、その他不正利用を防止するために特に必要がある
ときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求
めることができ、加盟代行加盟店契約者はこれに応ずるも
のとします。 

３．加盟代行加盟店は、カード番号等の不正利用の防止
のために実行している具体的方法または態様を変更する場
合には、事前に当社に報告のうえ、当該変更について当社
と協議するものとします。 

４．不正利用を防止するための措置（当社が提供する本
人認証サービスを含みます。）は、加盟店が責任をもって
講じるものとします。 

第３８条（カード番号等の不正利用の防止） 
１．加盟代行加盟店は、信用販売を実施するに際しては、

割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注
意をもって、カード番号等の不正利用の防止のため、以下
の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとしま
す。この場合において加盟代行加盟店は、セキュリティガイド
ラインに掲げられた加盟店におけるリスク・被害発生状況に
応じた方策（またはこれと同等の措置）を講じてこれを行う
ものとします。 

 
(1) 通知されたカード番号等の有効性 
(2) 当該信用販売がなりすましその他のカード番号等の不正

利用（以下「不正利用」といいます。）に該当しないこと 
２．前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会

環境の変化その他の事由により、当該方法または態様によ
る措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置（またはこ
れと同等の措置）に該当しないおそれがあるとき、その他不
正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要
に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、
加盟代行加盟店はこれに応ずるものとします。 

３．加盟代行加盟店は、カード番号等の不正利用の防止
のために実行している具体的方法または態様を変更する場
合には、事前に当社に報告のうえ、当該変更について当社
と協議するものとします。 

４．不正利用を防止するための措置（当社が提供する本
人認証サービスを含みます。）は、加盟店が責任をもって
講じるものとします。 

第３９条（不正利用発生時の対応）  
１．加盟代行加盟店は、明らかに不審なカード利用状況を

第３９５７条（不正利用発生時の対応） 
１．加盟代行加盟店は、明らかに不審なカード利用状況を

第３９条（不正利用発生時の対応）  
１．加盟代行加盟店は、明らかに不審なカード利用状況を
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新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
発見した場合は（売上承認後であっても）、直ちに当社
に連絡するものとします。また、当社から不審なカード利用
状況の連絡を受けた場合は、すみやかに調査を行うものと
します。 

２．前項の結果、加盟代行加盟店または当社がカード番号
等の不正利用であると判断した場合は、加盟代行加盟店
は直ちに当該カードによる信用販売を停止するための措置
をとるものとします。万一、そのまま当該カードによる信用販
売を続けた場合は、加盟代行加盟店が当該不正利用に
よる損害について一切の責任を負うものとします。 

３．加盟代行加盟店は、その行った信用販売につき不正利
用がなされた場合には、当社の判断に従い、遅滞なく、その
是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該
調査の結果に応じて、是正および再発防止のために必要
かつ適切な内容の計画を策定し、実施しなければならない
ものとします。 

４．加盟代行加盟店は、不正利用を発見した場合には、
直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前
項の調査の結果、是正および再発防止のための計画の内
容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなけ
ればならないものとします。 

発見した場合は（売上承認後であっても）、直ちに当社
に連絡するものとします。また、当社から不審なカード利用
状況の連絡を受けた場合は、すみやかに調査を行うものと
します。 

２．前項の結果、加盟代行加盟店または当社がカード番号
等の不正利用であると判断した場合は、加盟代行加盟店
は直ちに当該カードによる信用販売を停止するための措置
をとるものとします。万一、そのまま当該カードによる信用販
売を続けた場合は、加盟代行加盟店が当該不正利用に
よる損害について一切の責任を負うものとします。 

３１．加盟代行加盟店契約者は、その行った信用販売に
つき不正利用がなされた場合には、当社の判断に従い、遅
滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実
施し、当該調査の結果に応じて、是正及び再発防止のた
めに必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施しなけれ
ばならないものとします。 

４２．加盟代行加盟店契約者は、不正利用を発見した前
項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共
に、遅滞なく、前項の調査の結果、並びに是正およ及び再
発防止のための計画の内容なら並びにその策定およ及び
実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。 

発見した場合は（売上承認後であっても）、直ちに当社
に連絡するものとします。また、当社から不審なカード利用
状況の連絡を受けた場合は、すみやかに調査を行うものと
します。 

２．前項の結果、加盟代行加盟店または当社がカード番号
等の不正利用であると判断した場合は、加盟代行加盟店
は直ちに当該カードによる信用販売を停止するための措置
をとるものとします。万一、そのまま当該カードによる信用販
売を続けた場合は、加盟代行加盟店が当該不正利用に
よる損害について一切の責任を負うものとします。 

３．加盟代行加盟店は、その行った信用販売につき不正利
用がなされた場合には、当社の判断に従い、遅滞なく、その
是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該
調査の結果に応じて、是正および再発防止のために必要
かつ適切な内容の計画を策定し、実施しなければならない
ものとします。 

４．加盟代行加盟店は、不正利用を発見した場合には、
直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前
項の調査の結果、是正および再発防止のための計画の内
容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなけ
ればならないものとします。 

第４０条（カード売上データ）  
 
１．加盟代行加盟店は、売上承認を取得後、PAY.JP によ

り定められた方法で、売上データを当社に提出するものとし
ます。当社はそれを、当社とカード会社との間で定めた期日
までにカード会社に送付するものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
２．加盟代行加盟店は、会員に商品等を発送または提供

した日から６０日以内にカード会社に到着するように当社
に売上データを提出するものとします。加盟代行加盟店
は、万一６０日を過ぎてカード会社に売上データが到着し
た場合には、第４２条（信用販売代金の支払い）に定
める信用販売代金の支払いをカード会社から拒否される場
合があることを、あらかじめ承諾するものとします。 

第４０８条（カード売上データの提出とカード会社への送
付） 

１．前条第１項第２号の業務を当社が円滑に遂行するた
め、加盟代行加盟店契約者は、売上承認を取得後、毎
月カード売上データを、申込書の「売上データ送信サービス」
に記載の売上データ締日までに、PAY.JP によりて定められ
たる方法で、売上データを当社に提出するものとします。当
社はそれを、当社とカード会社との間で定めた期日までにカ
ード会社に送付するものとします。 

２．当社は、前項のカード売上データにもとづきカード会社に
対する所定のフォーマットによる売上請求データを当社所定
の方法で作成し、これをカード会社に送付するものとします。 

２３．加盟代行加盟店契約者は、カード売上データを契約
者が会員に商品等を発送またはした日またはサービスを提
供した日から６０日以内にカード会社に到着する届くように
本条第１項に定める方法で、当社に売上データを提出す
るものとします。加盟代行加盟店は、万一６０日を過ぎて
カード会社に売上データが到着した場合には、第４２条
（信用販売代金の支払い）に定める信用販売代金の支
払いをカード会社から拒否される場合があることを、あらかじ
め承諾するものとします。 

第４０条（カード売上データ）  
 
１．加盟代行加盟店は、売上承認を取得後、PAY.JP によ

り定められた方法で、売上データを当社に提出するものとし
ます。当社はそれを、当社とカード会社との間で定めた期日
までにカード会社に送付するものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
２．加盟代行加盟店は、会員に商品等を発送または提供

した日から６０日以内にカード会社に到着するように当社
に売上データを提出するものとします。加盟代行加盟店
は、万一６０日を過ぎてカード会社に売上データが到着し
た場合には、第４２条（信用販売代金の支払い）に定
める信用販売代金の支払いをカード会社から拒否される場
合があることを、あらかじめ承諾するものとします。 

 第１８条（カード売上の確定） 
利用代金のカード売上は、前条によりカード利用につい

てカード会社の売上承認が得られ、商品の引渡およびサー
ビスの提供について、契約者および当社が協議により定め
る要件を満たし、その旨を契約者が当社と協議により定め
る方法で会員に通知したときに確定するものとします。 

 

第４１条（会員への通知）  
加盟代行加盟店は、原則として商品等の引渡または

サービスの提供時に、割賦販売法第３０条の２の３第
４項および施行規則に従い、会員に対して、商品等の名
称、数量、代金、引渡時期、加盟店名称、住所および
電話番号、その他必要な項目を書面または電磁的データ
により通知するものとします。 

第４１条（会員への通知）  
加盟代行加盟店は、原則として商品等の引渡または

サービスの提供時に、割賦販売法第３０条の２の３第
４項および施行規則に従い、会員に対して、商品等の名
称、数量、代金、引渡時期、加盟店名称、住所および
電話番号、その他必要な項目を書面または電磁的データ
により通知するものとします。 

第４１条（会員への通知）  
加盟代行加盟店は、原則として商品等の引渡または

サービスの提供時に、割賦販売法第３０条の２の３第
４項および施行規則に従い、会員に対して、商品等の名
称、数量、代金、引渡時期、加盟店名称、住所および
電話番号、その他必要な項目を書面または電磁的データ
により通知するものとします。 

第４２条（信用販売代金の支払い）  第４２１９条（信用販売代金の支払いと加盟店手数 第４２条（信用販売代金の支払い）  
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新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
 
１．信用販売代金は、売上データをカード会社が受領し、カ

ード会社で承諾されることにより、カード会社から支払われる
ものとします。 

２．信用販売代金は、当社とカード会社との契約にもとづ
き、当社がカード会社から支払いを受けるものとします。加
盟代行加盟店は、当社が信用販売代金を受領することを
もって、カード会社による加盟代行加盟店への信用販売代
金の支払いが完了するものとして、あらかじめ承諾するものと
します。 

３．当社は、信用販売代金を別途 PAY を通じて明示した
締切日で締切り算出し、PAYを通じて加盟代行加盟店に
支払うものとします。加盟代行加盟店は、当社からPAY へ
の信用販売代金の支払いをもって、当社から加盟代行加
盟店への信用販売代金の支払いが完了するものとして、あ
らかじめ承諾するものとします。なお、金融機関のシステム障
害等その他不可抗力により支払いが遅延した場合、当社
は利息または遅延損害金の支払義務その他の義務を負
わないものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
４．当社は、以下各号のいずれかが発生した場合、PAY に

対する加盟代行加盟店の信用販売代金の支払いを、留
保または拒絶することができるものとします。なお、この場合、
留保した支払いについて当社は利息または遅延損害金を
支払う義務を負わないものとします。  

(1) カード会社が、加盟代行加盟店の行った信用販売（一
連の手順を含みます。）に疑義または瑕疵を認め、当社に
対して信用販売代金の支払いを留保、拒絶または返還請
求をした場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) カード会社が、加盟代行加盟店の不正（故意、過失を

含みます。）等を理由として、信用販売の売上の取消を
行った場合 

５．前項各号のいずれかが発生した場合であって、当該信
用販売代金を当社が既にPAYを通じて加盟代行加盟店

料） 
１．信用販売代金は、売上データをカード会社が受領し、カ

ード会社で承諾されることにより、カード会社から支払われる
ものとします。 

２．信用販売代金は、当社とカード会社との契約にもとづ
き、当社がカード会社から支払いを受けるものとします。加
盟代行加盟店は、当社が信用販売代金を受領することを
もって、カード会社による加盟代行加盟店への信用販売代
金の支払いが完了するものとして、あらかじめ承諾するものと
します。 

３１． 当社は、前条により売上の確定した利用代金（以
下「信用販売代金」といいます。）を別途 PAY を通じて明
示した毎月申込書の「契約者への支払サイクル」記載の締
切日（以下、本条において「締切日」といいます。）で締
切り算出し、PAY.JP API利用規約第６条第５項の定め
に従い、PAY 株式会社を通じて加盟代行加盟店にへ振り
込むことにより支払うものとします。加盟代行加盟店は、
PAY株式会社は、PAY.JP API利用規約第６条第６項
の定めに従い、当該信用販売代金を契約者の指定する
金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとします。
当社から PAY 株式会社への信用販売代金の支払い振
込みをもって、当社から加盟代行加盟店契約者への信用
販売代金の支払いが完了するしたものとして、ことを契約者
はあらかじめ承諾するものとします。なお、金融機関のシステ
ム障害等その他不可抗力により支払いが遅延した場合、
当社は利息または遅延損害金の支払義務その他の義務
を負わないものとします。 

４．当社は、以下各号のいずれかが発生した場合、PAY に
対する加盟代行加盟店の信用販売代金の支払いを、留
保または拒絶することができるものとします。なお、この場合、
留保した支払いについて当社は利息または遅延損害金を
支払う義務を負わないものとします。  

(1) ２． 当社は、前項の信用販売代金を当社とカード会
社との契約にもとづき、カード会社から支払いを受け、前項
の定めに従い PAY 株式会社へ振込むものとします。なお、
契約者は、本件信用販売代金の当社の受領をもって、カ
ード会社の契約者への当該信用販売代金の支払いが完
了したこととして、あらかじめ承諾するものとします。 

３．当社は、カード会社が、加盟代行加盟店契約者の行っ
たカードによる信用販売（一連の手順を含みます。）に疑
義またもしくは瑕疵を認め、当該信用販売代金について当
社に対して信用販売代金のする支払いを留保、または拒
絶または返還請求をした場合し、当社がそれに合理的理
由があると判断したときは、PAY 株式会社および契約者に
対する第１項の支払いを留保または拒絶することができる
ものとします。なお、当社が PAY 株式会社および契約者に
対する信用販売代金の支払いを完了している場合であっ
て返還について合理的な理由を示した場合には、契約者
は、直ちにこれを返還するものとします。また、 

(2) カード会社が、加盟代行加盟店契約者の不正（故
意、過失を含みます。）等を理由として、カードによる信用
販売の売上の取消を行った場合 

５．前項各号のいずれかが発生した場合であって、当該信
用販売代金を当社が既にPAYを通じて加盟代行加盟店
に対して支払済であった場合には、当社は第４９条（信
用販売代金の返還等）に基づきPAY を通じて加盟代行

 
１．信用販売代金は、売上データをカード会社が受領し、カ

ード会社で承諾されることにより、カード会社から支払われる
ものとします。 

２．信用販売代金は、当社とカード会社との契約にもとづ
き、当社がカード会社から支払いを受けるものとします。加
盟代行加盟店は、当社が信用販売代金を受領することを
もって、カード会社による加盟代行加盟店への信用販売代
金の支払いが完了するものとして、あらかじめ承諾するものと
します。 

３．当社は、信用販売代金を別途 PAY を通じて明示した
締切日で締切り算出し、PAYを通じて加盟代行加盟店に
支払うものとします。加盟代行加盟店は、当社からPAY へ
の信用販売代金の支払いをもって、当社から加盟代行加
盟店への信用販売代金の支払いが完了するものとして、あ
らかじめ承諾するものとします。なお、金融機関のシステム障
害等その他不可抗力により支払いが遅延した場合、当社
は利息または遅延損害金の支払義務その他の義務を負
わないものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
４．当社は、以下各号のいずれかが発生した場合、PAY に

対する加盟代行加盟店の信用販売代金の支払いを、留
保または拒絶することができるものとします。なお、この場合、
留保した支払いについて当社は利息または遅延損害金を
支払う義務を負わないものとします。  

(1) カード会社が、加盟代行加盟店の行った信用販売（一
連の手順を含みます。）に疑義または瑕疵を認め、当社に
対して信用販売代金の支払いを留保、拒絶または返還請
求をした場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) カード会社が、加盟代行加盟店の不正（故意、過失を

含みます。）等を理由として、信用販売の売上の取消を
行った場合 

５．前項各号のいずれかが発生した場合であって、当該信
用販売代金を当社が既にPAYを通じて加盟代行加盟店
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に対して支払済であった場合には、当社は第４９条（信
用販売代金の返還等）に基づきPAY を通じて加盟代行
加盟店にこれを請求できるものとし、加盟代行加盟店は
PAY から当該信用販売代金を受領済であった場合には、
直ちにPAYに返還するものとします。 

６．加盟代行加盟店は、第５項各号について当社またはカ
ード会社が行う調査に協力するものとします 

７．当社は、加盟代行加盟店に対して金銭債権（カード
決済代行サービスに基づくか否かを問わないものとしま
す。）を有している場合、PAYを通じて加盟代行加盟店に
支払う信用販売代金から当該債権の金額を差し引くこと
ができるものとします。 

加盟店にこれを請求できるものとし、加盟代行加盟店は
PAY から当該信用販売代金を受領済であった場合には、
直ちにPAYに返還するものとします。 

６．加盟代行加盟店は、第５項各号について当社またはカ
ード会社が行う調査に協力するものとします 

７．当社は、加盟代行加盟店に対して金銭債権（カード
決済代行サービスに基づくか否かを問わないものとしま
す。）を有している場合、PAYを通じて加盟代行加盟店に
支払う信用販売代金から当該債権の金額を差し引くこと
ができるものとします。も同様とします。 

に対して支払済であった場合には、当社は第４９条（信
用販売代金の返還等）に基づきPAY を通じて加盟代行
加盟店にこれを請求できるものとし、加盟代行加盟店は
PAY から当該信用販売代金を受領済であった場合には、
直ちにPAYに返還するものとします。 

６．加盟代行加盟店は、第５項各号について当社またはカ
ード会社が行う調査に協力するものとします 

７．当社は、加盟代行加盟店に対して金銭債権（カード
決済代行サービスに基づくか否かを問わないものとしま
す。）を有している場合、PAYを通じて加盟代行加盟店に
支払う信用販売代金から当該債権の金額を差し引くこと
ができるものとします。 

第４３条（加盟店手数料）  
 
１．信用販売の取扱いに係る手数料（以下「加盟店手数

料」といいます。）は、信用販売代金に当社が別途PAYを
通じて明示したカード会社毎の「加盟店手数料率」を乗じ
て算出するものとします（１円未満は四捨五入）。 

２．当社は、前項により算出した加盟店手数料を、前条に
より PAY を通じて加盟代行加盟店に対して支払うべき信
用販売代金から控除できるものとし、原則、加盟代行加
盟店はこれにより当社に支払うものとします。 

 
 
３．当社は、加盟店手数料を原則として１年毎に見直すこ

とができるものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急
激な変化、カード会社からの要請等により、加盟店手数料
を変更する必要性が生じた場合には、これに限らず PAY と
当社の協議により、変更することができるものとします。 

第４３１９条（信用販売代金の支払いと加盟店手数
料） 

１４．カード会社毎の信用販売の取扱いに係る手数料
（以下「加盟店手数料」といいます。）は、信用販売代金
に当社が別途 PAY を通じて明示したカード会社毎の申込
書記載の「加盟店手数料率」を乗じて算出するものとしま
す（１円未満は四捨五入）。 

２５．当社は、前項により算出した加盟店手数料を、前第
条１項により PAY を通じて加盟代行加盟店株式会社に
振り込む際に、契約者に対して支払うべき信用販売代金
から控除できするものとし、原則、加盟代行加盟店契約者
はこれによりPAY株式会社を通じて、当社に支払うものとし
ます。 

３．当社は、加盟店手数料を原則として１年毎に見直すこ
とができるものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急
激な変化、カード会社からの要請等により、加盟店手数料
を変更する必要性が生じた場合には、これに限らず PAY と
当社の協議により、変更することができるものとします。 

第４３条（加盟店手数料）  
 
１．信用販売の取扱いに係る手数料（以下「加盟店手数

料」といいます。）は、信用販売代金に当社が別途PAYを
通じて明示したカード会社毎の「加盟店手数料率」を乗じ
て算出するものとします（１円未満は四捨五入）。 

２．当社は、前項により算出した加盟店手数料を、前条に
より PAY を通じて加盟代行加盟店に対して支払うべき信
用販売代金から控除できるものとし、原則、加盟代行加
盟店はこれにより当社に支払うものとします。 

 
 
３．当社は、加盟店手数料を原則として１年毎に見直すこ

とができるものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急
激な変化、カード会社からの要請等により、加盟店手数料
を変更する必要性が生じた場合には、これに限らず PAY と
当社の協議により、変更することができるものとします。 

第４４条（返品等への対応）  
１．加盟代行加盟店は、会員から商品の返品の申し出、サ

ービスの申込み取消し、または契約の解除を受付け、それ
を承諾した場合は、当社に対して当該商品等に係る売上
の取消の手続を行うものとします。 

２．加盟代行加盟店は、第１項の商品等の売上につき、
既に信用販売代金を受領済である場合は、直ちに当社に
それを返還するものとします。返還の方法については、第４
９条（信用販売代金の返還等）の規定に準じるものとし
ます。 

第４４条（返品等への対応）  
１．加盟代行加盟店は、会員から商品の返品の申し出、サ

ービスの申込み取消し、または契約の解除を受付け、それ
を承諾した場合は、当社に対して当該商品等に係る売上
の取消の手続を行うものとします。 

２．加盟代行加盟店は、第１項の商品等の売上につき、
既に信用販売代金を受領済である場合は、直ちに当社に
それを返還するものとします。返還の方法については、第４
９条（信用販売代金の返還等）の規定に準じるものとし
ます。 

第４４条（返品等への対応）  
１．加盟代行加盟店は、会員から商品の返品の申し出、サ

ービスの申込み取消し、または契約の解除を受付け、それ
を承諾した場合は、当社に対して当該商品等に係る売上
の取消の手続を行うものとします。 

２．加盟代行加盟店は、第１項の商品等の売上につき、
既に信用販売代金を受領済である場合は、直ちに当社に
それを返還するものとします。返還の方法については、第４
９条（信用販売代金の返還等）の規定に準じるものとし
ます。 

第４５条（カードによる信用販売の記録）  
 

加盟代行加盟店は、信用販売を行った事実、商品等
の発送内容、その他信用販売に関する事項を記録のう
え、会員からの申込日より７年間保有するものとし、当社
が要求した場合には、これを当社の指定する方法で提出
するものとします。 

第４５１７条（カードによる信用販売の記録売上承認） 
３．契約者加盟代行加盟店は、信用販売を行った第１項

の申込みを受けた場合には、会員がカードによる支払いを
申し込んだ事実、商品等の発送内容、その他信用販売に
関する事項を記録のうえ、、会員からの申込日より７年間
保有するものとし、当社が要求した場合には、これを当社の
指定する方法で書面にして当社に提出するものとします。 

第４５条（カードによる信用販売の記録）  
 

加盟代行加盟店は、信用販売を行った事実、商品等
の発送内容、その他信用販売に関する事項を記録のう
え、会員からの申込日より７年間保有するものとし、当社
が要求した場合には、これを当社の指定する方法で提出
するものとします。 

第４６条（カードによる信用販売における禁止事項） 
 
加盟代行加盟店は、カードによる信用販売に関し、つ

ぎの事項を行ってはならないものとします。加盟店は、これら
の行為が行われないよう、従業員の教育その他必要な体
制を構築、維持するものとします。 

(1) 通常１回の売上で処理すべき商品等の代金を、取扱
日付の変更や代金の分割等により、複数の売上として売
上承認を申請すること、または売上データを作成すること 

第４６２０条（カードによる信用販売における禁止事項） 
加盟代行加盟店契約者は、カードによる信用販売に

関し、つぎの事項を行ってはならないものとします。加盟店
は、これらの行為が行われないよう、従業員の教育その他
必要な体制を構築、維持するものとします。 

(1) ②通常１回の売上で処理すべき商品等の信用販売代
金を、取扱日付の変更や、信用販売代金の分割等によ
り、複数の売上として売上承認を申請すること、または売
上データを作成処理すること 

第４６条（カードによる信用販売における禁止事項） 
 
加盟代行加盟店は、カードによる信用販売に関し、つ

ぎの事項を行ってはならないものとします。加盟店は、これら
の行為が行われないよう、従業員の教育その他必要な体
制を構築、維持するものとします。 

(1) 通常１回の売上で処理すべき商品等の代金を、取扱
日付の変更や代金の分割等により、複数の売上として売
上承認を申請すること、または売上データを作成すること 
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(2) 同一会員に対して複数回商品等の販売提供を行い、

それぞれ売上承認を得た場合、これらを合算して売上デ
ータを作成すること 

(3) 売上データの金額訂正 
(4) 売上の日付、金額その他の事項について不実のデータに

より売上承認を申請すること、または売上データを作成す
ること 

(5) 会員に対して現金による返金を行うこと 
(6) 合理的な理由なく、加盟代行加盟店の代表者および

関係者が保有するカードを使用して、当該加盟代行加
盟店でカードによる信用販売を行うこと 

(7) 第三者が保有する会員に対する売上債権につき、カード
会社に立替払いさせる目的で、カードを取扱う行為（当
該会員の認識の有無を問わない） 

(8) 当社またはカード会社が加盟する組織（国際カードブラ
ンド等）が定める規則等（国際カードブランドのロゴ・マー
ク等の取扱いを含む）に違反する行為 

(2) 同一会員に対して複数回商品等の販売提供を行い、
それぞれ売上承認を得た場合、これらを合算して売上デ
ータを作成すること 

(3) 売上データの金額訂正 
(4) ③売上の日付、金額その他の事項について不実のデー

タにより売上承認を申請すること、または売上データを作成
すること 

(5) 会員に対して現金による返金を行うこと 
(6) 合理的な理由なく、加盟代行加盟店の代表者および

関係者が保有するカードを使用して、当該加盟代行加
盟店でカードによる信用販売を行うこと 

(7) 第三者が保有する会員に対する売上債権につき、カード
会社に立替払いさせる目的で、カードを取扱う行為（当
該会員の認識の有無を問わない） 

(8) 当社またはカード会社が加盟する組織（国際カードブラ
ンド等）が定める規則等（国際カードブランドのロゴ・マー
ク等の取扱いを含む）に違反する行為 

(2) 同一会員に対して複数回商品等の販売提供を行い、
それぞれ売上承認を得た場合、これらを合算して売上デ
ータを作成すること 

(3) 売上データの金額訂正 
(4) 売上の日付、金額その他の事項について不実のデータに

より売上承認を申請すること、または売上データを作成す
ること 

(5) 会員に対して現金による返金を行うこと 
(6) 合理的な理由なく、加盟代行加盟店の代表者および

関係者が保有するカードを使用して、当該加盟代行加
盟店でカードによる信用販売を行うこと 

(7) 第三者が保有する会員に対する売上債権につき、カード
会社に立替払いさせる目的で、カードを取扱う行為（当
該会員の認識の有無を問わない） 

(8) 当社またはカード会社が加盟する組織（国際カードブラ
ンド等）が定める規則等（国際カードブランドのロゴ・マーク
等の取扱いを含む）に違反する行為 

第４７条（支払停止の抗弁）  
１．加盟代行加盟店は、会員が、商品等に関して加盟代

行加盟店との間に生じている問題（商品等の未提供、品
質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違い等）
を事由として、カード会社に対する当該商品等の代金の支
払いを停止または拒否を申し出た（割賦販売法に定める
「支払停止の抗弁」に該当するものをいいます。）場合に
は、直ちに当該抗弁の事由を解消するよう努めるものとしま
す。 

 
 
２．加盟代行加盟店は、当社の求めに応じて、抗弁の内

容、交渉内容等を報告するものとします。 
３．支払停止の抗弁事由が発生した場合、当社から加盟

代行加盟店への信用販売代金の支払いはつぎのとおりとし
ます。 

(1) 支払前の場合、当社はPAYに対して支払いを留保また
は拒絶することができるものとします。 

(2) PAYから加盟代行加盟店に支払済の場合、加盟代行
加盟店は直ちに PAY を通じて当社に返還するものとしま
す。または、当社は当該信用販売代金を次回以降に
PAY を通じて加盟代行加盟店に支払う信用販売代金か
ら差し引くことができるものとします。 

(3) 支払停止の抗弁事由が解消した場合、当社は支払い
を行います。なお、この場合、当社は利息または遅延損害
金を支払う義務を負わないものとします。 

４．加盟代行加盟店は、抗弁事由を解消できないときは、
自己の責任で問題を解決するものとし、当社およびカード
会社に迷惑を及ぼさないものとします。 

第４７２１条（支払停止の抗弁会員との紛議） 
１．加盟代行加盟店はカード決済代行サービスにおいて、会

員が、本サイトの利用または本サイトにおいて購入した商品
等に関して加盟代行加盟店契約者との間に生じている問
題（商品等の未提供、品質不良、瑕疵、運送中の破
損、数量不足、品違い等）を事由として、カード会社に対
する当該商品等の利用代金の支払いを停止、または拒否
を申し出た（割賦販売法に定める「支払停止の抗弁」に
該当するものをいいます。）んだ場合には、契約者は、直ち
に当該抗弁の事由または支払拒絶の事由を解消するよう
努めるものとします。 

２．加盟代行加盟店は、当社の求めに応じて、抗弁の内
容、交渉内容等を報告するものとします。 

３．支払停止の抗弁事由が発生した場合、当社から加盟
代行加盟店への信用販売代金の支払いはつぎのとおりとし
ます。 

(1) 支払前の場合、当社はPAYに対して支払いを留保また
は拒絶することができるものとします。 

(2) PAYから加盟代行加盟店に支払済の場合、加盟代行
加盟店は直ちに PAY を通じて当社に返還するものとしま
す。または、当社は当該信用販売代金を次回以降に
PAY を通じて加盟代行加盟店に支払う信用販売代金か
ら差し引くことができるものとします。 

(3) 支払停止の抗弁事由が解消した場合、当社は支払い
を行います。なお、この場合、当社は利息または遅延損害
金を支払う義務を負わないものとします。 

４２．加盟代行加盟店契約者は、前項の抗弁事由等を
解消できないときは、自己契約者の責任で問題を解決す
るものとし、当社およびカード会社に迷惑を及ぼさないものと
します。 

第４７条（支払停止の抗弁）  
１．加盟代行加盟店は、会員が、商品等に関して加盟代

行加盟店との間に生じている問題（商品等の未提供、品
質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違い等）
を事由として、カード会社に対する当該商品等の代金の支
払いを停止または拒否を申し出た（割賦販売法に定める
「支払停止の抗弁」に該当するものをいいます。）場合に
は、直ちに当該抗弁の事由を解消するよう努めるものとしま
す。 

 
 
２．加盟代行加盟店は、当社の求めに応じて、抗弁の内

容、交渉内容等を報告するものとします。 
３．支払停止の抗弁事由が発生した場合、当社から加盟

代行加盟店への信用販売代金の支払いはつぎのとおりとし
ます。 

(1) 支払前の場合、当社はPAYに対して支払いを留保また
は拒絶することができるものとします。 

(2) PAYから加盟代行加盟店に支払済の場合、加盟代行
加盟店は直ちに PAY を通じて当社に返還するものとしま
す。または、当社は当該信用販売代金を次回以降に
PAY を通じて加盟代行加盟店に支払う信用販売代金か
ら差し引くことができるものとします。 

(3) 支払停止の抗弁事由が解消した場合、当社は支払い
を行います。なお、この場合、当社は利息または遅延損害
金を支払う義務を負わないものとします。 

４．加盟代行加盟店は、抗弁事由を解消できないときは、
自己の責任で問題を解決するものとし、当社およびカード
会社に迷惑を及ぼさないものとします。 

第４８条（カード会社による調査への協力等） 
１．加盟代行加盟店は、つぎに該当する場合、カード会社

が行う調査（カードの使用状況、通信販売の申込者に関
する事項、商品等の具体的内容、発送状況、苦情の内
容に関する調査等。以下「カード会社調査」といいます。）
にPAY を通じて協力しなければならないものとします。なお、
カード会社調査は、PAY および加盟代行加盟店の責任と
費用において行うものとします。 

(1) 会員が前条による支払停止の抗弁を申し出た場合 

第４８条（カード会社による調査への協力等） 
１．加盟代行加盟店は、つぎに該当する場合、カード会社

が行う調査（カードの使用状況、通信販売の申込者に関
する事項、商品等の具体的内容、発送状況、苦情の内
容に関する調査等。以下「カード会社調査」といいます。）
にPAY を通じて協力しなければならないものとします。なお、
カード会社調査は、PAY および加盟代行加盟店の責任と
費用において行うものとします。 

(1) 会員が前条による支払停止の抗弁を申し出た場合 

第４８条（カード会社による調査への協力等） 
１．加盟代行加盟店は、つぎに該当する場合、カード会社

が行う調査（カードの使用状況、通信販売の申込者に関
する事項、商品等の具体的内容、発送状況、苦情の内
容に関する調査等。以下「カード会社調査」といいます。）
にPAY を通じて協力しなければならないものとします。なお、
カード会社調査は、PAY および加盟代行加盟店の責任と
費用において行うものとします。 

(1) 会員が前条による支払停止の抗弁を申し出た場合 



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
31/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
(2) 関係省庁または行政機関等から、加盟代行加盟店の

商品等または販売方法等について指摘、指導等を受けた
場合 

(3) 加盟代行加盟店においてカードの不正利用が行われ、
またはそのおそれがある場合 

(4) 第４９条（信用販売代金の返還等）第１項のいず
れかに該当するおそれがある場合 

(5) 関係法令に基づき調査の必要がある場合またはカード
会社が必要と判断した場合 

２．加盟代行加盟店は、カード会社調査においてPAYを通
じて当社から資料等の提出を求められた場合、当社が定め
る期日までに当社が定める方法によりPAY に提出するもの
とし、合理的な理由で期日を延期する場合には、事前に
PAYを通じて当社の承諾を得るものとします。 

３．当社は、カード会社調査が完了するまでの間、PAYを通
じて加盟代行加盟店へ通知をして信用販売代金の支払
いを留保することができるものとします。また、調査開始から
３０日を過ぎても調査が完了しない場合には、当該信用
販売代金の支払拒否または支払済の場合は第４９条
（信用販売代金の返還等）に従い返還請求を行うことが
できるものとします。なお、当社は、カード会社調査完了後
に支払いを行う場合において、利息または遅延損害金を支
払う義務を負わないものとします。 

４．加盟代行加盟店が PAY に対して届出を怠ったことによ
り、連絡先（住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレ
ス）が不明となり、当社が PAY を通じてカード会社調査の
依頼ができない場合（当社が定めた回答期日を過ぎてか
ら連絡先が判明した場合を含みます。）は、信用販売代
金の支払いは前項の定めに準じるものとします。 

５．加盟代行加盟店は、カード会社調査において、当社お
よびカード会社が加盟代行加盟店から会員または顧客の
個人情報等を取得することにつき、正当な理由がある場合
は、守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理
由として、カード会社調査への協力を拒否してはならないも
のとします。 

６．加盟代行加盟店は、カード会社から求められた場合に
は、すみやかに、会社法に定める計算書類や事業報告
等、その他事業内容、資産内容、決算内容に関する資料
を、PAYおよび当社を通じて提出するものとします。 

７．加盟代行加盟店は、第１項第３号に該当する場合
で、PAY を通じて当社から指示のあったとき、または加盟店
が必要と判断したときは、当該加盟店の所轄警察署等へ
被害届を提出するものとします。 

(2) 関係省庁または行政機関等から、加盟代行加盟店の
商品等または販売方法等について指摘、指導等を受けた
場合 

(3) 加盟代行加盟店においてカードの不正利用が行われ、
またはそのおそれがある場合 

(4) 第４９条（信用販売代金の返還等）第１項のいず
れかに該当するおそれがある場合 

(5) 関係法令に基づき調査の必要がある場合またはカード
会社が必要と判断した場合 

２．加盟代行加盟店は、カード会社調査においてPAYを通
じて当社から資料等の提出を求められた場合、当社が定め
る期日までに当社が定める方法によりPAY に提出するもの
とし、合理的な理由で期日を延期する場合には、事前に
PAYを通じて当社の承諾を得るものとします。 

３．当社は、カード会社調査が完了するまでの間、PAYを通
じて加盟代行加盟店へ通知をして信用販売代金の支払
いを留保することができるものとします。また、調査開始から
３０日を過ぎても調査が完了しない場合には、当該信用
販売代金の支払拒否または支払済の場合は第４９条
（信用販売代金の返還等）に従い返還請求を行うことが
できるものとします。なお、当社は、カード会社調査完了後
に支払いを行う場合において、利息または遅延損害金を支
払う義務を負わないものとします。 

４．加盟代行加盟店が PAY に対して届出を怠ったことによ
り、連絡先（住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレ
ス）が不明となり、当社が PAY を通じてカード会社調査の
依頼ができない場合（当社が定めた回答期日を過ぎてか
ら連絡先が判明した場合を含みます。）は、信用販売代
金の支払いは前項の定めに準じるものとします。 

５．加盟代行加盟店は、カード会社調査において、当社お
よびカード会社が加盟代行加盟店から会員または顧客の
個人情報等を取得することにつき、正当な理由がある場合
は、守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理
由として、カード会社調査への協力を拒否してはならないも
のとします。 

６．加盟代行加盟店は、カード会社から求められた場合に
は、すみやかに、会社法に定める計算書類や事業報告
等、その他事業内容、資産内容、決算内容に関する資料
を、PAYおよび当社を通じて提出するものとします。 

７．加盟代行加盟店は、第１項第３号に該当する場合
で、PAY を通じて当社から指示のあったとき、または加盟店
が必要と判断したときは、当該加盟店の所轄警察署等へ
被害届を提出するものとします。 

(2) 関係省庁または行政機関等から、加盟代行加盟店の
商品等または販売方法等について指摘、指導等を受けた
場合 

(3) 加盟代行加盟店においてカードの不正利用が行われ、
またはそのおそれがある場合 

(4) 第４９条（信用販売代金の返還等）第１項のいず
れかに該当するおそれがある場合 

(5) 関係法令に基づき調査の必要がある場合またはカード
会社が必要と判断した場合 

２．加盟代行加盟店は、カード会社調査においてPAYを通
じて当社から資料等の提出を求められた場合、当社が定め
る期日までに当社が定める方法によりPAY に提出するもの
とし、合理的な理由で期日を延期する場合には、事前に
PAYを通じて当社の承諾を得るものとします。 

３．当社は、カード会社調査が完了するまでの間、PAYを通
じて加盟代行加盟店へ通知をして信用販売代金の支払
いを留保することができるものとします。また、調査開始から
３０日を過ぎても調査が完了しない場合には、当該信用
販売代金の支払拒否または支払済の場合は第４９条
（信用販売代金の返還等）に従い返還請求を行うことが
できるものとします。なお、当社は、カード会社調査完了後
に支払いを行う場合において、利息または遅延損害金を支
払う義務を負わないものとします。 

４．加盟代行加盟店が PAY に対して届出を怠ったことによ
り、連絡先（住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレ
ス）が不明となり、当社が PAY を通じてカード会社調査の
依頼ができない場合（当社が定めた回答期日を過ぎてか
ら連絡先が判明した場合を含みます。）は、信用販売代
金の支払いは前項の定めに準じるものとします。 

５．加盟代行加盟店は、カード会社調査において、当社お
よびカード会社が加盟代行加盟店から会員または顧客の
個人情報等を取得することにつき、正当な理由がある場合
は、守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理
由として、カード会社調査への協力を拒否してはならないも
のとします。 

６．加盟代行加盟店は、カード会社から求められた場合に
は、すみやかに、会社法に定める計算書類や事業報告
等、その他事業内容、資産内容、決算内容に関する資料
を、PAYおよび当社を通じて提出するものとします。 

７．加盟代行加盟店は、第１項第３号に該当する場合
で、PAY を通じて当社から指示のあったとき、または加盟店
が必要と判断したときは、当該加盟店の所轄警察署等へ
被害届を提出するものとします。 

第４９条（信用販売代金の返還等）  
１．加盟代行加盟店が行った信用販売について、つぎの事

項（以下「返還等該当事項」といいます。）によりカード会
社が当社に対して当該信用販売代金の支払拒否、また
は支払済の場合に返還（チャージバック）を請求してきた
場合には、当社は PAY を通じて当該加盟代行加盟店に
対して当該信用販売代金の支払拒否または返還請求を
行うことができるものとし、当該加盟代行加盟店は、当該
信用販売について売上承認を得ているか否かにかかわら
ず、それに従うものとします。 

 
 
(1) 会員よりカード会社に自己のカード利用ではない旨の申

第４９２２条（信用販売代金の返還等） 
１．加盟代行加盟店当社は、契約者が行ったカードによる

信用販売について、つぎの事項（以下「返還等該当事
項」といいます。）によりが判明し、カード会社が当社に対し
て当該から信用販売代金の支払拒否、または支払済の
場合に返還（チャージバック）を請求してきた場合められた
ときには、無条件で当社はPAY株式会社を通じて当該加
盟代行加盟店、契約者に対して支払った当該信用販売
代金の支払拒否または返還を請求を行うすることができる
ものとし、当該加盟代行加盟店は、当該信用販売につい
て売上承認を得ているか否かにかかわらず、それに従うものと
します。 

(1) ①会員よりカード会社に自己の顧客がカード利用ではな

第４９条（信用販売代金の返還等）  
１．加盟代行加盟店が行った信用販売について、つぎの事

項（以下「返還等該当事項」といいます。）によりカード会
社が当社に対して当該信用販売代金の支払拒否、また
は支払済の場合に返還（チャージバック）を請求してきた
場合には、当社は PAY を通じて当該加盟代行加盟店に
対して当該信用販売代金の支払拒否または返還請求を
行うことができるものとし、当該加盟代行加盟店は、当該
信用販売について売上承認を得ているか否かにかかわら
ず、それに従うものとします。 

 
 
(1) 会員よりカード会社に自己のカード利用ではない旨の申



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
32/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
し出があった場合 

 
 
 
 
 
 
(2) 売上データの内容が事実と異なる（不備を含む）、売

上承認を得ていない（取り消された場合を含む）等、カー
ド会社が信用販売（一連の手順を含む）に疑義または
瑕疵を認識した場合 

(3) 第３８条（カード番号等の不正利用の防止）または
第３９条（不正利用発生時の対応）に違反して信用
販売を行った場合 

(4) 第５条（通信販売上の責任）、第８条（禁止事
項）、第４６条（カードによる信用販売における禁止事
項）に違反して信用販売を行った場合 

(5) 第４８条（カード会社による調査への協力等）に違反
した場合 

(6) 第５条（通信販売上の責任）第３項各号の事由ま
たは第４７条（支払停止の抗弁）の抗弁事由が２ヶ月
を経過しても解決しない場合 

(7) 商品等の販売または提供日から６０日を経過して売上
データがカード会社に到着した場合 

(8) その他加盟代行加盟店が本規約に違反した場合 
 
２．加盟代行加盟店は、返還等該当事項が加盟店の故

意によるか過失によるかを問わず、返還に応じなければなら
ないことをあらかじめ承諾するものとします。 

３．第１項に定める加盟代行加盟店から当社への信用販
売代金の返還処理については、以下いずれかの方法で行
うものとし、その方法について当社は PAY を通じて当該加
盟店へ通知をするものとします。 

(1) 当社からの請求に基づくPAYからの振込（振込手数料
はPAYまたは加盟代行加盟店の負担とする） 

(2) PAYまたは当社による売上取消し処理 
(3) 次回以降に当社から PAY を通じて加盟代行加盟店に

支払う信用販売代金から差し引く 
(4) 当社が加盟代行加盟店に有する金銭債権（カード決

済代行サービスに基づくか否かを問わない）とPAYを通じて
相殺する 

４．加盟代行加盟店は、信用販売代金の返還請求が、当
該信用販売代金を受領後、相当期間経過後であっても
発生する場合があることを、あらかじめ承諾するものとしま
す。 

５．加盟代行加盟店が PAY に対して届出を怠ったことによ
り、連絡先（住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレ
ス）が不明である場合には、当社は当該加盟店に対して
PAY を通じて事前に通知することなく、第３項各号いずれ
かの手続きを取ることができるものとします。 

６．返還等該当事項は、法令等の変更、カード決済に係る
国際的な標準的ルールの変更、犯罪の高度化およびそれ
に対応するためのセキュリティ対策の強化の必要性等によ
り、当社から通知をすることなく変更または追加することがあ
るものとし、加盟代行加盟店はこれをあらかじめ承諾するも
のとします。 

い旨の申し出があったの会員の氏名を偽称した場合 
②顧客が他人のカード（カード番号）を不正に使用した場

合 
④カード会社からの承認（承認番号）が得られない場合 
⑤前条の問題が解決しない場合 
⑥カード会社が契約者の行ったカードによる信用販売に疑義

もしくは瑕疵があったと認めた場合 
(2) 売上データ③カード利用の内容が事実と異なる場合

（不備を含む）、売上承認を得ていない（取り消された
場合を含む）等、カード会社が信用販売（一連の手順を
含む）に疑義または瑕疵を認識した場合 

(3) 第３８条（カード番号等の不正利用の防止）または
第３９条（不正利用発生時の対応）に違反して信用
販売を行った場合 

(4) 第５条（通信販売上の責任）、第８条（禁止事
項）、第４６条（カードによる信用販売における禁止事
項）に違反して信用販売を行った場合 

(5) 第４８条（カード会社による調査への協力等）に違反
した場合 

(6) 第５条（通信販売上の責任）第３項各号の事由ま
たは第４７条（支払停止の抗弁）の抗弁事由が２ヶ月
を経過しても解決しない場合 

(7) 商品等の販売または提供日から６０日を経過して売上
データがカード会社に到着した場合 

(8)⑦その他加盟代行加盟店が本規約契約に違反した場
合 

２．加盟代行加盟店は、返還等該当事項が加盟店の故
意によるか過失によるかを問わず、返還に応じなければなら
ないことをあらかじめ承諾するものとします。 

３．第１項に定める加盟代行加盟店から当社への信用販
売代金の返還処理については、以下いずれかの方法で行
うものとし、その方法について当社は PAY を通じて当該加
盟店へ通知をするものとします。 

(1) 当社からの請求に基づくPAYからの振込（振込手数料
はPAYまたは加盟代行加盟店の負担とする） 

(2) PAYまたは当社による売上取消し処理 
(3) 次回以降に当社から PAY を通じて加盟代行加盟店に

支払う信用販売代金から差し引く 
(4) 当社が加盟代行加盟店に有する金銭債権（カード決

済代行サービスに基づくか否かを問わない）とPAYを通じて
相殺する 

４．加盟代行加盟店は、信用販売代金の返還請求が、当
該信用販売代金を受領後、相当期間経過後であっても
発生する場合があることを、あらかじめ承諾するものとしま
す。 

５．加盟代行加盟店が PAY に対して届出を怠ったことによ
り、連絡先（住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレ
ス）が不明である場合には、当社は当該加盟店に対して
PAY を通じて事前に通知することなく、第３項各号いずれ
かの手続きを取ることができるものとします。 

６．返還等該当事項は、法令等の変更、カード決済に係る
国際的な標準的ルールの変更、犯罪の高度化およびそれ
に対応するためのセキュリティ対策の強化の必要性等によ
り、当社から通知をすることなく変更または追加することがあ
るものとし、加盟代行加盟店はこれをあらかじめ承諾するも
のとします。 

し出があった場合 
 
 
 
 
 
 
(2) 売上データの内容が事実と異なる（不備を含む）、売

上承認を得ていない（取り消された場合を含む）等、カー
ド会社が信用販売（一連の手順を含む）に疑義または
瑕疵を認識した場合 

(3) 第３８条（カード番号等の不正利用の防止）または
第３９条（不正利用発生時の対応）に違反して信用
販売を行った場合 

(4) 第５条（通信販売上の責任）、第８条（禁止事
項）、第４６条（カードによる信用販売における禁止事
項）に違反して信用販売を行った場合 

(5) 第４８条（カード会社による調査への協力等）に違反
した場合 

(6) 第５条（通信販売上の責任）第３項各号の事由ま
たは第４７条（支払停止の抗弁）の抗弁事由が２ヶ月
を経過しても解決しない場合 

(7) 商品等の販売または提供日から６０日を経過して売上
データがカード会社に到着した場合 

(8) その他加盟代行加盟店が本規約に違反した場合 
 
２．加盟代行加盟店は、返還等該当事項が加盟店の故

意によるか過失によるかを問わず、返還に応じなければなら
ないことをあらかじめ承諾するものとします。 

３．第１項に定める加盟代行加盟店から当社への信用販
売代金の返還処理については、以下いずれかの方法で行
うものとし、その方法について当社は PAY を通じて当該加
盟店へ通知をするものとします。 

(1) 当社からの請求に基づくPAYからの振込（振込手数料
はPAYまたは加盟代行加盟店の負担とする） 

(2) PAYまたは当社による売上取消し処理 
(3) 次回以降に当社から PAY を通じて加盟代行加盟店に

支払う信用販売代金から差し引く 
(4) 当社が加盟代行加盟店に有する金銭債権（カード決

済代行サービスに基づくか否かを問わない）とPAYを通じて
相殺する 

４．加盟代行加盟店は、信用販売代金の返還請求が、当
該信用販売代金を受領後、相当期間経過後であっても
発生する場合があることを、あらかじめ承諾するものとしま
す。 

５．加盟代行加盟店が PAY に対して届出を怠ったことによ
り、連絡先（住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレ
ス）が不明である場合には、当社は当該加盟店に対して
PAY を通じて事前に通知することなく、第３項各号いずれ
かの手続きを取ることができるものとします。 

６．返還等該当事項は、法令等の変更、カード決済に係る
国際的な標準的ルールの変更、犯罪の高度化およびそれ
に対応するためのセキュリティ対策の強化の必要性等によ
り、当社から通知をすることなく変更または追加することがあ
るものとし、加盟代行加盟店はこれをあらかじめ承諾するも
のとします。 



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
33/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
７．前各項の規定は、当社から加盟代行加盟店への損害

賠償請求（その範囲を含む）を制限するものではないもの
とします。 

８．本条の規定は、Smart for PAY.JP利用契約終了後
においても効力を有するものとします。 

７．前各項の規定は、当社から加盟代行加盟店への損害
賠償請求（その範囲を含む）を制限するものではないもの
とします。 

８．本条の規定は、Smart for PAY.JP利用契約終了後
においても効力を有するものとします。 

７．前各項の規定は、当社から加盟代行加盟店への損害
賠償請求（その範囲を含む）を制限するものではないもの
とします。 

８．本条の規定は、Smart for PAY.JP利用契約終了後
においても効力を有するものとします。 

第５０条（反則金・違約金等）  
カード会社または国際カードブランドが、カード会社、カー

ド会社が加盟する組織または国際カードブランドが定める
規則に基づき、当社に対して反則金・違約金等を請求し
てきた場合であって、当該事由が加盟代行加盟店の責
任による場合（チャージバック件数の基準超過を含む）に
は、当社は当該金額をPAYを通じて当該加盟代行加盟
店に請求するものとし、当該加盟代行加盟店は PAY を
通じてこれを当社にすみやかに支払うものとします。 

第５０条（反則金・違約金等）  
カード会社または国際カードブランドが、カード会社、カー

ド会社が加盟する組織または国際カードブランドが定める
規則に基づき、当社に対して反則金・違約金等を請求し
てきた場合であって、当該事由が加盟代行加盟店の責
任による場合（チャージバック件数の基準超過を含む）に
は、当社は当該金額をPAYを通じて当該加盟代行加盟
店に請求するものとし、当該加盟代行加盟店は PAY を
通じてこれを当社にすみやかに支払うものとします。 

第５０条（反則金・違約金等）  
カード会社または国際カードブランドが、カード会社、カー

ド会社が加盟する組織または国際カードブランドが定める
規則に基づき、当社に対して反則金・違約金等を請求し
てきた場合であって、当該事由が加盟代行加盟店の責
任による場合（チャージバック件数の基準超過を含む）に
は、当社は当該金額をPAYを通じて当該加盟代行加盟
店に請求するものとし、当該加盟代行加盟店は PAY を
通じてこれを当社にすみやかに支払うものとします。 

第５１条（カード情報の取扱い）  
１．加盟代行加盟店は、信用販売の実施に必要がある場

合、その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等の
保存・処理・通過をせず、セキュリティガイドラインに定められ
ている非保持化を遵守するものとします。 

 
２．前項に関わらず、加盟代行加盟店がPCI DSSに準拠

している場合、またはセキュリティガイドラインに掲げられた措
置を実施していると当社が認めた場合は、当該加盟店は
セキュリティガイドラインに定められた範囲でカード番号等（た
だし暗証番号、セキュリティコードを除きます。）の取り扱い
ができるものとします。 

３．加盟代行加盟店は、カード番号等の他、カードおよび会
員に付帯する情報（以下、併せて「カード情報」といいま
す。）について、漏えい等が発生することがないよう、善良な
る管理者の注意をもって情報管理体制の整備、システムの
整備、改善、社内規程の整備、従業員の教育等を含む
安全管理に関する必要な一切の措置（セキュリティガイド
ラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置を指しま
す。）を講ずると同時に、カード情報を、クレジットカード等
購入あっせんに係る取引の健全な発達を阻害し、または会
員の利益の保護に欠ける方法により取り扱わないこととしま
す。 

 
 
 
 
４．加盟代行加盟店は、当社がカード情報の管理に必要

な基準を定めた場合には、当該基準に従うものとします。ま
た、当社が合理的な理由により、カード情報の引き渡しまた
は廃棄、消去を、PAY を通じて求めた場合は、当社の指
示に従うものとします。 

５．加盟代行加盟店は、当社がカード情報の安全管理措
置の実施状況等の報告その他資料の提出を求めた場合
には、PAYを通じてこれに応じるものとします。 

 
 
 
 
６．前各項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社

会環境の変化その他の事由により、加盟代行加盟店が実
施しているカード情報の安全管理措置がセキュリティガイドラ

第５１５５条（カード情報の取扱い） 
１．加盟代行加盟店契約者は、信用販売の実施に必要

がある場合、その他正当な理由がある場合を除き、カード
番号等のに関し保存・処理・通過をせず、セキュリティガイド
ラインに定められている非保持化を遵守する等の取扱いをし
ないものとします。 

２．前項に関わらず、加盟代行加盟店がPCI DSSに準拠
している場合、またはセキュリティガイドラインに掲げられた措
置を実施していると当社が認めた場合は、当該加盟店は
セキュリティガイドラインに定められた範囲でカード番号等（た
だし暗証番号、セキュリティコードを除きます。）の取り扱い
ができるものとします。 

３２．加盟代行加盟店契約者は、カード決済代行サービス
の利用にあたり知り得た、カード番号等の他、カードおよび会
員に付帯する情報（以下、併せて「カード情報」といいま
す。）について、漏えい等洩、滅失もしが発生するくは毀損
または第三者による閲覧、改ざん、破壊（以下総称して
「漏洩等」といいます。）されることがないよう、善良なる管理
者の注意をもって情報管理体制の整備、システムの整備、
改善、社内規程の整備、従業員の教育等を含む安全管
理に関する必要な一切の措置（セキュリティガイドラインに
掲げられた措置またはこれと同等の措置を指します。）を講
ずると同時に、カード情報番号等を、クレジットカード等購入
あっせんに係る取引の健全な発達を阻害し、また又は会員
利用者若しくは購入者等の利益の保護に欠ける方法によ
り取り扱わないこととします。 

４．加盟代行加盟店は、なお、当社がカード情報の管理に
必要な基準を定めた場合には、契約者は当該基準に従う
を遵守するものとします。また、当社が合理的な理由により、
カード情報の引き渡しまたは廃棄、消去を、PAY を通じて
求めた場合は、当社の指示に従うものとします。 

５．加盟代行加盟店は、当社がカード情報のは、契約者に
対して、当該安全管理措置の実施状況等の報告その他
資料の提出を求めた場合にはることができるものとし、PAY
を通じて契約者はこれに応じるものとします。 

３．前項に定める「一切の措置」とは、実行計画に掲げられ
た措置（又はこれと同等の措置）を指すものとします。 

６４．前各項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、
社会環境の変化その他の事由により、加盟代行加盟店が
実施しているカード情報の安全管理当該方法又は態様に
よる措置がセキュリティガイドライン実行計画に掲げられた措
置（また又はこれと同等の措置）に該当しないおそれがあ

第５１条（カード情報の取扱い）  
１．加盟代行加盟店は、信用販売の実施に必要がある場

合、その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等の
保存・処理・通過をせず、セキュリティガイドラインに定められ
ている非保持化を遵守するものとします。 

 
２．前項に関わらず、加盟代行加盟店がPCI DSSに準拠

している場合、またはセキュリティガイドラインに掲げられた措
置を実施していると当社が認めた場合は、当該加盟店は
セキュリティガイドラインに定められた範囲でカード番号等（た
だし暗証番号、セキュリティコードを除きます。）の取り扱い
ができるものとします。 

３．加盟代行加盟店は、カード番号等の他、カードおよび会
員に付帯する情報（以下、併せて「カード情報」といいま
す。）について、漏えい等が発生することがないよう、善良な
る管理者の注意をもって情報管理体制の整備、システムの
整備、改善、社内規程の整備、従業員の教育等を含む
安全管理に関する必要な一切の措置（セキュリティガイド
ラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置を指しま
す。）を講ずると同時に、カード情報を、クレジットカード等
購入あっせんに係る取引の健全な発達を阻害し、または会
員の利益の保護に欠ける方法により取り扱わないこととしま
す。 

 
 
 
 
４．加盟代行加盟店は、当社がカード情報の管理に必要

な基準を定めた場合には、当該基準に従うものとします。ま
た、当社が合理的な理由により、カード情報の引き渡しまた
は廃棄、消去を、PAY を通じて求めた場合は、当社の指
示に従うものとします。 

５．加盟代行加盟店は、当社がカード情報の安全管理措
置の実施状況等の報告その他資料の提出を求めた場合
には、PAYを通じてこれに応じるものとします。 

 
 
 
 
６．前各項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社

会環境の変化その他の事由により、加盟代行加盟店が実
施しているカード情報の安全管理措置がセキュリティガイドラ



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
34/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
インに掲げられた措置（またはこれと同等の措置）に該当
しないおそれがあるとき、またカード情報の漏えい等防止のた
めに特に必要があるときには、その必要に応じてPAY を通じ
て当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟代
行加盟店はこれに応ずるものとします。 

 
７．加盟代行加盟店は、カード情報の保護について、実行

している具体的方法または態様を変更する場合には、事
前にPAYを通じて当社に報告するものとします。 

るとき、またその他カード情報番号等の漏えい等、滅失又は
毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に
応じてPAY を通じて当該方法また又は態様の変更を求め
ることができ、加盟代行加盟店は契約者はこれに応ずるも
のとします。 

７．加盟代行加盟店は、カード情報の保護について、実行
している具体的方法または態様を変更する場合には、事
前にPAYを通じて当社に報告するものとします。 

インに掲げられた措置（またはこれと同等の措置）に該当
しないおそれがあるとき、またカード情報の漏えい等防止のた
めに特に必要があるときには、その必要に応じてPAY を通じ
て当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟代
行加盟店はこれに応ずるものとします。 

 
７．加盟代行加盟店は、カード情報の保護について、実行

している具体的方法または態様を変更する場合には、事
前にPAYを通じて当社に報告するものとします。 

 第３６条（カード情報の取扱い） 
１．契約者は、カード決済代行サービスの利用にあたり知り

得た、カード番号の他、カードおよび会員に付帯する情報
（以下「カード情報」といいます。）を機密情報として管理
し、他に漏洩、滅失、毀損したり、または本サービスの利用
以外の目的で利用（以下「目的外利用」といいます。）し
てはならないものとします。 

２．契約者は、カード情報について、漏洩、滅失もしくは毀損
または第三者による閲覧、改ざん、破壊（以下総称して
「漏洩等」といいます。）されることがないよう、情報管理体
制の整備、システムの整備、改善、社内規程の整備、従
業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措
置を講ずるものとします。なお、当社がカード情報の管理に
必要な基準を定めた場合には、契約者は当該基準を遵
守するものとします。また当社は、契約者に対して、当該安
全管理措置の実施状況等の報告その他資料の提出を求
めることができるものとし、契約者はこれに応じるものとしま
す。 

３．契約者は、契約者の業務を第三者に委託する場合
（契約者が業務を委託した者を、以下「業務代行者」とい
います。）、カード情報を委託業務の遂行に必要な範囲
内で、業務代行者に開示することができるものとします。この
場合、契約者は、業務代行者に対して、開示したカード情
報の目的外利用を厳格に禁ずると共に漏洩等することがな
いよう、情報管理体制の整備、システムの整備、改善、社
内規程の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関す
る必要な一切の措置を講じさせるものとします。 

４．契約者は、契約者または業務代行者においてカード情
報の漏洩等が発生した場合または発生の可能性がある場
合には、直ちに当社に連絡するものとします。 

５．当社は、契約者または業務代行者においてカード情報
の漏洩等の発生またはそのおそれがあると判断される合理
的理由がある場合には、契約者に対して（業務代行者に
ついては契約者を通じて）、漏洩等の事実の有無、状況
に関する報告を求める等必要な調査を行うことができるもの
とし、契約者はこれに誠意をもって協力するものとします。 

６．契約者は、カード情報の漏洩等が発生した場合（業務
代行者における場合を含みます。）、漏洩等が発生した原
因を詳細に調査し、被害拡大の防止策および有効かつ十
分な再発防止策を講ずるものとします。 

７．契約者は、前項の調査後、直ちに再発防止策を策
定、実施し、すみやかに当社に書面でその内容（業務代
行者における再発防止策を含みます。）を通知するものと
します。当社は、当該再発防止策の内容が、十分ではな
いと判断した場合には、契約者に対して、再度再発防止
策の策定を依頼するものとし、契約者はこれに誠意をもって
協力するものとします。 

 



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
35/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
８．契約者または業務代行者の責に帰すべき事由により、カ

ード情報の漏洩等または目的外利用が発生した結果、当
社に損害が発生した場合には、契約者は当該損害を賠
償するものとします。 

９．前各項の規定は、Smart for PAY.JP利用契約終了
後においても効力を有するものとします。 

第５２条（カード情報取扱いの委託）  
１．加盟代行加盟店は、カード情報の取扱いを第三者に委

託する場合（二以上の段階にわたる委託を含み、当社へ
の委託は除きます。以下委託を受けた者を「受託者」といい
ます。）には、以下の基準に従い、また事前に PAY を通じ
て当社の承諾を得るものとします。なお、加盟代行加盟店
は、受託者による行為は全て加盟代行加盟店の行為とみ
なされることを認識し、一切の責任を負うものとします。 

(1) 受託者が次号に定める義務に従いカード情報を適確に
取り扱うことができる能力を有する者であることを確認するこ
と 

(2) 受託者に対して、前条第１項から第５項までに定める
義務と同等の義務を負担させること 

(3) 受託者が講じるカード情報の適切管理措置の方法また
は態様について、前条第６項に準じて加盟代行加盟店か
ら受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに
応じる義務を負う旨を委託契約に定めること 

 
 
(4) 受託者におけるカード情報の取扱いの状況について定期

的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその
改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導お
よび監督を行うこと 

(5) 受託者があらかじめ加盟代行加盟店の承諾を得ること
なく、第三者に対してカード情報の取扱いを委託してはなら
ないことを委託契約に定めること 

(6) 受託者が加盟代行加盟店から取扱いを委託されたカー
ド情報につき、漏えい等が発生し、またはそのおそれが生じた
場合、受託者は直ちに加盟代行加盟店に対してその旨を
報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査な
らびに二次被害および再発を防止するための計画の策定
等の必要な対応を行い、その結果を加盟代行加盟店に
報告しなければならない旨を委託契約に定めること 

 
(7) 加盟代行加盟店が受託者に対し、カード情報の取扱い

に関し、第５６条（随時の加盟店調査）に定める調査
権限と同等の権限を有する旨を委託契約に定めること 

 
(8) 受託者がカード情報の取扱いに関する義務違反をした

場合には、加盟代行加盟店は、必要に応じて当該受託
者との委託契約を解除できる旨を委託契約に定めること 

 
２．加盟代行加盟店は、受託者が前項各号の基準を満た

さなくなったときには、直ちに業務委託を中止し、改善されな
い場合には受託者を変更するものとします。 

第５２５５条（カード情報の取扱いの委託） 
１５．加盟代行加盟店は、カード情報番号等の取扱いを

第三者に委託する場合（二以上の段階にわたる委託を
含み、当社への委託は除きます。以下委託を受けた者を
「受託者」といいます。）には、契約者は、以下の基準に
従、また事前に PAY を通じて当社の承諾を得るものとしま
す。なお、加盟代行加盟店は、受託者による行為は全て
加盟代行加盟店の行為とみなされることを認識し、一切の
責任を負うものとします。 

(1) ①カード番号等の取扱いの委託先となる受託者が次号
に定める義務に従いカード情報番号等を適確に取り扱うこ
とができる能力を有する者であることを確認すること 

(2) ②受託者に対して、前条第１２項か及びら第５３項
までに定めるの義務と同等の義務を負担させること 

(3) ③受託者が講じる第３項で定めた具体的方法及び態
様によるカード情報番号等の適切管理措置を講じなけれ
ばならない旨、及び当該の方法また又は態様について、前
条第６4 項に準じて加盟代行加盟店契約者から受託者
に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義
務を負う旨を委託契約中に定めること。 

(4) ④受託者におけるカード情報番号等の取扱いの状況に
ついて定期的にまた又は必要に応じて確認すると共に、必
要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ
適切な指導およ及び監督を行うこと 

(5) ⑤受託者があらかじめ加盟代行加盟店契約者の承諾
を得ることなく、第三者に対してカード情報番号等の取扱い
を委託してはならないことを委託契約中に定めること 

(6) ⑥受託者が加盟代行加盟店契約者から取扱いを委託
されたカード情報番号等につき、漏えい等、滅失若しくはが
発生し、毀損しまた又はそのおそれが生じた場合、受託者
は直ちに加盟代行加盟店契約者に対してその旨を報告す
ると共に、事実関係や発生原因等に関する調査なら並び
に二次被害およ及び再発を防止するための計画の策定等
の必要な対応を行い、その結果を加盟代行加盟店契約
者に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること 

(7) ⑦加盟代行加盟店契約者が受託者に対し、カード情
報番号等の取扱いに関し、第５６３条（随時の加盟店
調査）に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託
契約中に定めること 

(8) ⑧受託者がカード情報番号等の取扱いに関する義務
違反をした場合には、加盟代行加盟店契約者は、必要に
応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契
約中に定めること 

２．加盟代行加盟店は、受託者が前項各号の基準を満た
さなくなったときには、直ちに業務委託を中止し、改善されな
い場合には受託者を変更するものとします。 

第５２条（カード情報取扱いの委託）  
１．加盟代行加盟店は、カード情報の取扱いを第三者に委

託する場合（二以上の段階にわたる委託を含み、当社へ
の委託は除きます。以下委託を受けた者を「受託者」といい
ます。）には、以下の基準に従い、また事前に PAY を通じ
て当社の承諾を得るものとします。なお、加盟代行加盟店
は、受託者による行為は全て加盟代行加盟店の行為とみ
なされることを認識し、一切の責任を負うものとします。 

(1) 受託者が次号に定める義務に従いカード情報を適確に
取り扱うことができる能力を有する者であることを確認するこ
と 

(2) 受託者に対して、前条第１項から第５項までに定める
義務と同等の義務を負担させること 

(3) 受託者が講じるカード情報の適切管理措置の方法また
は態様について、前条第６項に準じて加盟代行加盟店か
ら受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに
応じる義務を負う旨を委託契約に定めること 

 
 
(4) 受託者におけるカード情報の取扱いの状況について定期

的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその
改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導お
よび監督を行うこと 

(5) 受託者があらかじめ加盟代行加盟店の承諾を得ること
なく、第三者に対してカード情報の取扱いを委託してはなら
ないことを委託契約に定めること 

(6) 受託者が加盟代行加盟店から取扱いを委託されたカー
ド情報につき、漏えい等が発生し、またはそのおそれが生じた
場合、受託者は直ちに加盟代行加盟店に対してその旨を
報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査な
らびに二次被害および再発を防止するための計画の策定
等の必要な対応を行い、その結果を加盟代行加盟店に
報告しなければならない旨を委託契約に定めること 

 
(7) 加盟代行加盟店が受託者に対し、カード情報の取扱い

に関し、第５６条（随時の加盟店調査）に定める調査
権限と同等の権限を有する旨を委託契約に定めること 

 
(8) 受託者がカード情報の取扱いに関する義務違反をした

場合には、加盟代行加盟店は、必要に応じて当該受託
者との委託契約を解除できる旨を委託契約に定めること 

 
２．加盟代行加盟店は、受託者が前項各号の基準を満た

さなくなったときには、直ちに業務委託を中止し、改善されな
い場合には受託者を変更するものとします。 

第５３条（加盟店によるカード情報漏えい等時の対応） 
 
１．加盟代行加盟店または受託者の保有するカード情報に

関して漏えい等が発生しまたはそのおそれが生じた場合に

第５３６８条（加盟店によるカード情報番号等漏えい等
時の対応） 

１．加盟代行加盟店また契約者又は受託者（本条におい
て、二以上の段階にわたる委託を受けた者を含む）の保

第５３条（加盟店によるカード情報漏えい等時の対応） 
 
１．加盟代行加盟店または受託者の保有するカード情報に

関して漏えい等が発生しまたはそのおそれが生じた場合に



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
36/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
は、加盟代行加盟店は、遅滞なく以下の措置を採るものと
します。 

 
 
(1) 漏えい等の有無を調査すること 
(2) 前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときまたは漏

えい等のおそれがあるときには、その発生期間、影響範囲
（漏えい等の対象となったカード番号等の特定を含む。）
その他の事実関係および発生原因を調査すること 

 
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止

のために必要かつ適切な内容の計画を実行すること 
 
(4) 漏えい等の事実および二次被害防止のための対応につ

いて必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対して
その旨を通知すること 

２．前項柱書の場合であって、漏えい等の対象となるカード
情報の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟代行加
盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔
離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じ
るものとします。 

 
３．加盟代行加盟店は、第１項柱書の場合には、直ちにそ

の旨をPAY を通じて当社に対して報告すると共に、遅滞な
く、第１項各号の事項につき、つぎの各号の事項をPAYを
通じて報告するものとします。 

(1) 第１項第１号および第２号の調査の実施に先立ち、そ
の時期および方法 

(2) 第１項第１号および第２号の調査につき、その途中経
過および結果 

(3) 第１項第３号に関し、計画の内容ならびにその策定お
よび実施のスケジュール 

(4) 第１項第４号に関し、公表または通知の時期、方法、
範囲および内容 

(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求め
る事項 

４．加盟代行加盟店または受託者の保有するカード情報が
漏えい等した場合であって、加盟代行加盟店が遅滞なく第
１項第４号の措置をとらない場合には、当社は、事前に
加盟代行加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公
表しまたは漏えい等したカード情報に係る会員に対して通
知することができるものとします。 

 
 
５．当社は、加盟代行加盟店または受託者においてカード

情報の漏えい等が発生したと判断する合理的理由がある
場合、必要な調査を行うことができるものとします。なお、調
査の方法は、第５６条（随時の加盟店調査）第２項、
第３項に準じるものとし、当該費用は加盟店が負担するも
のとします。 

 
 
 
 
 
６．加盟代行加盟店または受託者の責に帰すべき事由によ

有するカード情報に関して番号等が、漏えい等が発生し、
滅失若しくは毀損しまた又はそのおそれが生じた場合には、
加盟代行加盟店契約者は、遅滞なく以下の措置を採る
ものとします。 

(1) ①漏えい等、滅失又は毀損の有無を調査すること 
(2) ②前号の調査の結果、漏えい等、滅失又は毀損が確

認されたときまたは漏えい等のおそれがあるときには、その発
生期間、影響範囲（漏えい等、滅失又は毀損の対象と
なったカード番号等の特定を含む。）その他の事実関係お
よ及び発生原因を調査すること 

(3) ③上記の調査結果を踏まえ、二次被害およ及び再発の
防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行す
ること 

(4) ④漏えい等、滅失又は毀損の事実およ及び二次被害
防止のための対応について必要に応じて公表しまた又は影
響を受ける会員に対してその旨を通知すること 

２．前項柱書の場合であって、漏えい等、滅失又は毀損の
対象となるカード情報番号等の範囲 が拡大するおそれが
あるときには、加盟代行加盟店契約者は、直ちにカード情
報番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害
拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。 

３．加盟代行加盟店契約者は、第1 項柱書の場合には、
直ちにその旨を PAY を通じて当社に対して報告すると共
に、遅滞なく、第 1 項各号の事項につき、つぎ次の各号の
事項をPAYを通じて報告するものとします。 

(1)① 第1項第1号およ及び第2号の調査の実施に先立
ち、その時期及び方法 

(2)② 第1項第1号およ及び第2号の調査につき、その途
中経過およ及び結果 

(3)③ 第１1 項第 3 号に関し、計画の内容なら並びにその
策定およ及び実施のスケジュール 

(4)④ 第１1項第4号に関し、公表また又は通知の時期、
方法、範囲およ及び内容 

(5)⑤ 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求
める事項 

４．加盟代行加盟店また契約者又は受託者の保有するカ
ード情報番号等が漏えい等、滅失又は毀損した場合であ
って、加盟代行加盟店 契約者が遅滞なく第1項第4号
の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟代行加
盟店契約者の同意を得ることなく、自らその事実を公表しま
た又は漏えい等、滅失又は毀損したカード情報番号等に
係る会員に対して通知することができるものとします。 

５．当社は、加盟代行加盟店または受託者においてカード
情報の漏えい等が発生したと判断する合理的理由がある
場合、必要な調査を行うことができるものとします。なお、調
査の方法は、第５６条（随時の加盟店調査）第２項、
第３項に準じるものとし、当該費用は加盟店が負担するも
のとします。 

５．契約者または受託者の責に帰すべき事由により、カード
情報の漏洩等または目的外利用が発生した結果、当社
に損害が発生した場合には、契約者は当該損害を賠償す
るものとします。 

第３８条（損害賠償） 
６４．加盟代行加盟店または受託者の責に帰すべき事由

により、カード情報の漏えい等が発生した結果、当社契約
者および当社がカード情報および個人情報の漏洩等により

は、加盟代行加盟店は、遅滞なく以下の措置を採るものと
します。 

 
 
(1) 漏えい等の有無を調査すること 
(2) 前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときまたは漏

えい等のおそれがあるときには、その発生期間、影響範囲
（漏えい等の対象となったカード番号等の特定を含む。）
その他の事実関係および発生原因を調査すること 

 
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止

のために必要かつ適切な内容の計画を実行すること 
 
(4) 漏えい等の事実および二次被害防止のための対応につ

いて必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対して
その旨を通知すること 

２．前項柱書の場合であって、漏えい等の対象となるカード
情報の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟代行加
盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔
離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じ
るものとします。 

 
３．加盟代行加盟店は、第１項柱書の場合には、直ちにそ

の旨をPAY を通じて当社に対して報告すると共に、遅滞な
く、第１項各号の事項につき、つぎの各号の事項をPAYを
通じて報告するものとします。 

(1) 第１項第１号および第２号の調査の実施に先立ち、そ
の時期および方法 

(2) 第１項第１号および第２号の調査につき、その途中経
過および結果 

(3) 第１項第３号に関し、計画の内容ならびにその策定お
よび実施のスケジュール 

(4) 第１項第４号に関し、公表または通知の時期、方法、
範囲および内容 

(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求め
る事項 

４．加盟代行加盟店または受託者の保有するカード情報が
漏えい等した場合であって、加盟代行加盟店が遅滞なく第
１項第４号の措置をとらない場合には、当社は、事前に
加盟代行加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公
表しまたは漏えい等したカード情報に係る会員に対して通
知することができるものとします。 

 
 
５．当社は、加盟代行加盟店または受託者においてカード

情報の漏えい等が発生したと判断する合理的理由がある
場合、必要な調査を行うことができるものとします。なお、調
査の方法は、第５６条（随時の加盟店調査）第２項、
第３項に準じるものとし、当該費用は加盟店が負担するも
のとします。 

 
 
 
 
 
６．加盟代行加盟店または受託者の責に帰すべき事由によ



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
37/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
り、カード情報の漏えい等が発生した結果、当社に損害が
発生した場合（第三者から当社に対する損害賠償請求
を含む）には、加盟代行加盟店は、その損害の全額（会
員への賠償金など直接且つ通常損害の範囲で算定す
る）および合理的な範囲の費用（弁護士費用、裁判費
用等）を賠償するものとします。なお、カード会社より当社
に損害（顧客対応費用、カード再発行費用、顧客情報
不正利用による損害、国際ブランドからの罰金を含むがこれ
らに限定されない）の賠償請求がなされた場合、当該加
盟店は当該損害を賠償する責を負うものとします。 

 
 
 
 
 
７．当社は、加盟代行加盟店または受託者の責に帰すべき

事由により、カード情報の漏えい等が発生した疑いがある場
合には、PAYおよび当該加盟店に通知することなく、本サー
ビスの提供を一時停止することができるものとします。また、
当社は、信用販売代金の支払いを留保することができるも
のとします。なお、当社はこの場合、利息または遅延損害
金を支払う義務を負わないものとします。 

８．本条の規定は、Smart for PAY.JP利用契約終了後
においても効力を有するものとします。 

相手方に損害が発生した場合（第三者から当社に対す
る損害賠償請求を含む）にを与えたときは、加盟代行加
盟店は、前各項の定めにかかわらず、相手方に対してその
損害の全額（会員への賠償金など直接且つ通常損害の
範囲で算定する）および合理的な範囲の費用（弁護士
費用、裁判費用等）を賠償するものとします。また、損害
の全額とは顧客への賠償金など直接且つ通常損害の範
囲で算定するものとします。なお、契約者の責に帰すべき事
由による漏洩等により、カード会社より当社にカード会社に
生じた損害（顧客対応費用、カード再発行費用、顧客
情報不正利用による損害、国際ブランドからの罰金を含む
がこれらに限定されない）の賠償請求がなされた場合、当
該加盟店契約者は当該損害を補填する責を負うものとし
ます。 

７．当社は、加盟代行加盟店または受託者の責に帰すべき
事由により、カード情報の漏えい等が発生した疑いがある場
合には、PAYおよび当該加盟店に通知することなく、本サー
ビスの提供を一時停止することができるものとします。また、
当社は、信用販売代金の支払いを留保することができるも
のとします。なお、当社はこの場合、利息または遅延損害
金を支払う義務を負わないものとします。 

８６．本条前各項の規定は、Smart for PAY.JP 本サー
ビス利用契約終了後においても効力を有するものとします。 

り、カード情報の漏えい等が発生した結果、当社に損害が
発生した場合（第三者から当社に対する損害賠償請求
を含む）には、加盟代行加盟店は、その損害の全額（会
員への賠償金など直接且つ通常損害の範囲で算定す
る）および合理的な範囲の費用（弁護士費用、裁判費
用等）を賠償するものとします。なお、カード会社より当社
に損害（顧客対応費用、カード再発行費用、顧客情報
不正利用による損害、国際ブランドからの罰金を含むがこれ
らに限定されない）の賠償請求がなされた場合、当該加
盟店は当該損害を賠償する責を負うものとします。 

 
 
 
 
 
７．当社は、加盟代行加盟店または受託者の責に帰すべき

事由により、カード情報の漏えい等が発生した疑いがある場
合には、PAYおよび当該加盟店に通知することなく、本サー
ビスの提供を一時停止することができるものとします。また、
当社は、信用販売代金の支払いを留保することができるも
のとします。なお、当社はこの場合、利息または遅延損害
金を支払う義務を負わないものとします。 

８．本条の規定は、Smart for PAY.JP利用契約終了後
においても効力を有するものとします。 

第５４条（是正要求等）  
１．以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、

PAY を通じて加盟代行加盟店に対し、期間を定めて当該
事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施
を求めることができ、加盟代行加盟店はこれに応ずるものと
します。 

(1) 加盟代行加盟店が第５１条（カード情報の取扱い）
に定める義務を履行せず、または受託者が第５２条（カ
ード情報取扱いの委託）により課せられた義務に違反し、
またはそれらのおそれがあるとき 

 
(2) 加盟代行加盟店または受託者の保有するカード番号

等が、漏えい等し、またはそのおそれがある場合であって、第
５３条（加盟店によるカード情報漏えい等時の対応）第
１項および第２項の義務を相当期間内に履行しないとき 

(3) 加盟代行加盟店が第３８条（カード番号等の不正利
用の防止）に違反し、またはそのおそれがあるとき 

 
(4) 加盟代行加盟店が行った信用販売について不正利用

が行われた場合であって、第３９条（不正利用発生時の
対応）の義務を相当期間内に履行しないとき 

 
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟代行加盟店の信用

販売に関する苦情等の発生の状況その他の事情に照ら
し、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟代行加盟店
についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずること
が義務付けられるとき 

(6) 加盟代行加盟店が法令または本規約に違反したとき 
２．当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた

場合において、加盟代行加盟店が当該計画を策定もしく
は実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を
策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十

第５４５８条（是正要求等） 
１．以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、

PAY を通じて加盟代行加盟店契約者に対し、期間を定
めて当該事案の是正およ及び改善のために必要な計画の
策定と実施を求めることができ、加盟代行加盟店契約者
はこれに応ずるものとします。 

(1)① 加盟代行加盟店 契約者が第５１５条（カード情
報の取扱い）第１項乃至第４項のに定める義務を履行
せず、また又は受託者が第５２５条（カード情報取扱い
の委託）第５項により課せられた義務に違反し、また又は
それらのおそれがあるとき。 

(2) 加盟代行加盟店また② 契約者又は受託者の保有す
るカード番号等が、漏えい等、滅失若しくは毀損し、また又
はそのおそれがある場合であって、第５３６条（加盟店に
よるカード情報漏えい等時の対応）第１項および第２項
の義務を相当期間内に履行しないとき。 

(3) 加盟代行加盟店③ 契約者が第３８５０条（カード
番号等の不正利用の防止）に違反し、また又はそのおそ
れがあるとき。 

(4) 加盟代行加盟店④ 契約者が行った信用販売について
不正利用が行われた場合であって、第３９条（不正利
用発生時の対応）前条の義務を相当期間内に履行しな
いとき。 

(5) ⑤ 前各号に掲げる場合のほか、加盟代行加盟店契
約者の信用販売に関する苦情等の発生の状況その他の
事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟代
行加盟店契約者についてその是正改善を図るために必要
な措置を講ずることが義務付けられるとき 

(6) 加盟代行加盟店が法令または本規約に違反したとき 
２．当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた

場合において、加盟代行加盟店契約者が当該計画を策
定も若しくは実施せず、また又はその策定した計画の内容

第５４条（是正要求等）  
１．以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、

PAY を通じて加盟代行加盟店に対し、期間を定めて当該
事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施
を求めることができ、加盟代行加盟店はこれに応ずるものと
します。 

(1) 加盟代行加盟店が第５１条（カード情報の取扱い）
に定める義務を履行せず、または受託者が第５２条（カ
ード情報取扱いの委託）により課せられた義務に違反し、
またはそれらのおそれがあるとき 

 
(2) 加盟代行加盟店または受託者の保有するカード番号

等が、漏えい等し、またはそのおそれがある場合であって、第
５３条（加盟店によるカード情報漏えい等時の対応）第
１項および第２項の義務を相当期間内に履行しないとき 

(3) 加盟代行加盟店が第３８条（カード番号等の不正利
用の防止）に違反し、またはそのおそれがあるとき 

 
(4) 加盟代行加盟店が行った信用販売について不正利用

が行われた場合であって、第３９条（不正利用発生時の
対応）の義務を相当期間内に履行しないとき 

 
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟代行加盟店の信用

販売に関する苦情等の発生の状況その他の事情に照ら
し、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟代行加盟店
についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずること
が義務付けられるとき 

(6) 加盟代行加盟店が法令または本規約に違反したとき 
２．当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた

場合において、加盟代行加盟店が当該計画を策定もしく
は実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を
策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
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新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
分ではないと認めるときには、PAY を通じて加盟代行加盟
店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認
められる事項（実施すべき時期を含みます。）を PAY を
通じて提示し、その実施を求めることができ、加盟代行加盟
店はこれに応ずるものとします。 

 
３．加盟代行加盟店が前各項に該当する場合、当社は必

要に応じて本サービスの提供を一時停止することができるも
のとします。 

が当該計画を策定する原因となった事案の是正も若しくは
改善のために十分ではないと認めるときには、PAY を通じて
加盟代行加盟店契約者と協議の上、是正およ及び改善
のために必要かつ適切と認められる事項（実施すべき時期
を含みますむ。）をPAYを通じて提示し、その実施を求める
ことができ、加盟代行加盟店契約者はこれに応ずるものとし
ます。 

３．加盟代行加盟店が前各項に該当する場合、当社は必
要に応じて本サービスの提供を一時停止することができるも
のとします。 

分ではないと認めるときには、PAY を通じて加盟代行加盟
店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認
められる事項（実施すべき時期を含みます。）を PAY を
通じて提示し、その実施を求めることができ、加盟代行加盟
店はこれに応ずるものとします。 

 
３．加盟代行加盟店が前各項に該当する場合、当社は必
要に応じて本サービスの提供を一時停止することができるものと
します。 

第５５条（定期の加盟店調査）  
当社は、加盟代行加盟店に対し、以下の事項をはじ

めとする加盟代行加盟店の情報について、PAY を通じて
定期的に報告を求めることができるものとします。 

 
(1) 加盟代行加盟店が講じているカード番号等の適切な管

理のための措置、受託者に対する必要な指導等の措置
および顧客によるカード番号等の不正利用を防止するた
めに必要な措置 

(2) 加盟代行加盟店における会員の利益の保護に欠ける
行為に係る苦情の発生状況 

(3) 加盟代行加盟店における漏えい等の発生状況および不
正利用の発生状況 

(4) その他当社が必要とする事項 

第５５５３条（定期の加盟店調査） 
当社は、加盟代行加盟店契約者に対し、以下の事項

をはじめとする加盟代行加盟店契約者の情報について、
PAY を通じて定期的に報告を求めることができるものとしま
す。 

(1) 加盟代行加盟店・契約者が講じているカード番号等の
適切な管理のための措置、カード番号等取扱受託者に
対する必要な指導等の措置および顧客利用者によるカ
ード番号等の不正利用を防止するために必要な措置 

(2) 加盟代行加盟店・契約者における会員利用者の利益
の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況 

(3) 加盟代行加盟店・契約者における漏えい等の事故の発
生状況および不正利用の発生状況 

(4) その他当社が必要とする事項 

第５５条（定期の加盟店調査）  
当社は、加盟代行加盟店に対し、以下の事項をはじ

めとする加盟代行加盟店の情報について、PAY を通じて
定期的に報告を求めることができるものとします。 

 
(1) 加盟代行加盟店が講じているカード番号等の適切な管

理のための措置、受託者に対する必要な指導等の措置
および顧客によるカード番号等の不正利用を防止するた
めに必要な措置 

(2) 加盟代行加盟店における会員の利益の保護に欠ける
行為に係る苦情の発生状況 

(3) 加盟代行加盟店における漏えい等の発生状況および不
正利用の発生状況 

(4) その他当社が必要とする事項 
第５６条（随時の加盟店調査）  
１．以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当

社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、
PAY を通じて加盟代行加盟店に対して当該事由に対応
して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟代行加盟店
はこれに応ずるものとします。 

 
(1) 加盟代行加盟店または受託者においてカード番号等が

漏えい等し、またはそのおそれが生じたとき 
 
(2) 加盟代行加盟店が行った信用販売について不正利用

が行われ、またはそのおそれがあるとき 
(3) 加盟代行加盟店が本規約各条項のいずれかに違反し

ているおそれがあるとき 
(4) 加盟代行加盟店が Smart for PAY.JP 利用契約の

期間中に、特定商取引に関する法律による行政処分また
は消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けたとき 

(5) 加盟代行加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状
況その他の事情に照らし、会員の利益の保護に欠ける行
為が認められたとき 

(6) 加盟代行加盟店が PAY を通じて当社に届出ている基
本的事項（社名、代表者、住所等）ならびに商品等の
内容および販売方法について変更があったとき 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、加盟代行加盟店によるカ
ード番号等の適切な管理等に支障を生じ、または支障を
生ずるおそれがあると認められたとき 

２．前項の調査は、その必要に応じて PAY を通じて以下の
各号の方法によって行うことができるものとします。 

(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法 
(2) カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のた

めの措置に関する加盟代行加盟店の書類その他の物件
の提出または提示を受ける方法 

第５６５４条（随時の加盟店調査） 
１．以下の各号のいずれかの事由に該当する場合があるとき

には、当社は、自らまた又は当社が適当と認めて選定した
者により、PAY を通じて加盟代行加盟店契約者に対して
当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、
加盟代行加盟店契約者はこれに応ずるものとします。 

(1) 加盟代行加盟店また① 契約者又は受託者においてカ
ード番号等が漏えい等、滅失若しくは毀損し、また又はその
おそれが生じたとき。 

(2)② 加盟代行加盟店契約者が行った信用販売について
不正利用が行われ、また又はそのおそれがあるとき。 

(3)③ 加盟代行加盟店契約者が本規約契約各条項のい
ずれかに違反しているおそれがあるとき。 

(4)④ 加盟代行加盟店契約者がSmart for PAY.JP利
用本契約の期間中に、特定商取引に関する法律による行
政処分または消費者契約法違反を理由とする敗訴判決
を受けたとき。 

(5)⑤ 加盟代行加盟店契約者の信用販売に関する苦情
の発生の状況その他の事情に照らし、会員の利益の保護
に欠ける行為が認められたとき。 

(6) 加盟代行加盟店が PAY を通じて当社に届出ている基
本的事項（社名、代表者、住所等）ならびに商品等の
内容および販売方法について変更があったとき 

(7)⑥ 前各号に掲げる場合のほか、加盟代行加盟店契約
者によるカード番号等の適切な管理等に支障を生じ、また
又は支障を生ずるおそれがあると認められたとき。 

２．前項の調査は、その必要に応じて PAY を通じて以下の
各号の方法によって行うことができるものとします。 

(1)① 必要な事項の文書また又は口頭による報告を受ける
方法 

(2)② カード番号等の適切な管理また又は不正利用の防
止のための措置に関する加盟代行加盟店契約者の書類

第５６条（随時の加盟店調査）  
１．以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当

社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、
PAY を通じて加盟代行加盟店に対して当該事由に対応
して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟代行加盟店
はこれに応ずるものとします。 

 
(1) 加盟代行加盟店または受託者においてカード番号等が

漏えい等し、またはそのおそれが生じたとき 
 
(2) 加盟代行加盟店が行った信用販売について不正利用

が行われ、またはそのおそれがあるとき 
(3) 加盟代行加盟店が本規約各条項のいずれかに違反し

ているおそれがあるとき 
(4) 加盟代行加盟店が Smart for PAY.JP 利用契約の

期間中に、特定商取引に関する法律による行政処分また
は消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けたとき 

(5) 加盟代行加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状
況その他の事情に照らし、会員の利益の保護に欠ける行
為が認められたとき 

(6) 加盟代行加盟店が PAY を通じて当社に届出ている基
本的事項（社名、代表者、住所等）ならびに商品等の
内容および販売方法について変更があったとき 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、加盟代行加盟店によるカ
ード番号等の適切な管理等に支障を生じ、または支障を
生ずるおそれがあると認められたとき 

２．前項の調査は、その必要に応じて PAY を通じて以下の
各号の方法によって行うことができるものとします。 

(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法 
(2) カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のた

めの措置に関する加盟代行加盟店の書類その他の物件
の提出または提示を受ける方法 



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
39/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
(3) 加盟代行加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは

従業者に対して質問し説明を受ける方法 
 
(4) 加盟代行加盟店または受託者においてカード番号等の

取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カー
ド番号等の取扱いに係る業務について調査する方法 

 
３．前項第４号の調査には、電子計算機、ネットワーク機

器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を
対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする
調査（デジタルフォレンジック調査）が含まれるものとし、当
社から要請があった場合には、加盟店は当該調査を行うも
のとします。なお、係る調査依頼は、加盟代行加盟店から
当該調査会社に直接行うものとし、費用の精算についても
調査会社と直接行うものとします。 

４．当社は、第２項の調査を実施するために必要となる費
用であって、当該調査を行ったことによって当社が負担した
費用については、PAY を通じて加盟代行加盟店に対して
請求することができ、加盟代行加盟店は請求に基づき当
該費用を支払うものとします。 

その他の物件の提出また又は提示を受ける方法 
(3)③ 加盟代行加盟店契約者も若しくは受託者また又は

その役員も若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方
法 

(4)④ 加盟代行加盟店契約者また又は受託者においてカ
ード番号等の取扱いに係る業務を行う施設また又は設備
に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調
査する方法 

３．前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器
その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対
象とした記録の復元、収集、また又は解析等を内容とする
調査（デジタルフォレンジック調査）が含まれるものとし、当
社から要請があった場合には、加盟店は当該調査を行うも
のとします。なお、係る調査依頼は、加盟代行加盟店から
当該調査会社に直接行うものとし、費用の精算についても
調査会社と直接行うものとします。 

４．当社は、第２1項第1号又は第2号の調査を実施す
るために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによ
って新たに発生したもの当社が負担した費用については、を
PAYを通じて加盟代行加盟店契約者に対して請求するこ
とができ、加盟代行加盟店は請求に基づき当該費用を支
払うものとします。 

(3) 加盟代行加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは
従業者に対して質問し説明を受ける方法 

 
(4) 加盟代行加盟店または受託者においてカード番号等の

取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カー
ド番号等の取扱いに係る業務について調査する方法 

 
３．前項第４号の調査には、電子計算機、ネットワーク機

器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を
対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする
調査（デジタルフォレンジック調査）が含まれるものとし、当
社から要請があった場合には、加盟店は当該調査を行うも
のとします。なお、係る調査依頼は、加盟代行加盟店から
当該調査会社に直接行うものとし、費用の精算についても
調査会社と直接行うものとします。 

４．当社は、第２項の調査を実施するために必要となる費
用であって、当該調査を行ったことによって当社が負担した
費用については、PAY を通じて加盟代行加盟店に対して
請求することができ、加盟代行加盟店は請求に基づき当
該費用を支払うものとします。 

第５章 加盟店情報の取扱い 第５章 加盟店情報の取扱い 第５章 加盟店情報の取扱い 
第５７条（加盟店情報の収集、利用等）  
１．加盟店およびその代表者ならびに新規加盟店申込者お

よびその代表者（以下本章において「加盟店等」といいま
す。）は、当社が Smart for PAY.JP 利用契約締結に
際して行う加盟店審査、Smart for PAY.JP 利用契約
締結後の加盟店管理、取引継続に係る審査および加盟
店調査、ならびにその他Smart for PAY.JP利用契約に
基づき行う業務のために、つぎの情報（以下「加盟店情
報」といいます。）を収集、保有および利用することに同意
するものとします。なお、当社は、加盟店情報に含まれる個
人情報について、個人情報の保護に関する法律等に従い
必要な保護措置を講ずるものとします。 

 
(1) 加盟店等の名称、所在地（郵便番号を含む）、電話

（FAX）番号、電子メールアドレス、URL、預貯金口座
情報（名義、口座番号等）、法人番号、代表者氏名、
住所、生年月日、性別、電話番号等、加盟店等が申込
時および変更届時に届出た事項 

 
(2) Smart for PAY.JP利用契約（または本サービス）の

申込日、契約日、契約終了日、商品等、販売形態、業
種、特定商取引に関する法律に該当する場合その類型
等、加盟店等と当社との間の取引に関する事項 

 
 
(3) 加盟店等が必要な営業許可等を受けている場合、当

該許可証等に記載されている事項 
 
(4) 当社が適正かつ適法な方法により収集した公簿（登記

事項証明書、住民票等公的機関が発行する書類等）
に記載されている事項およびPAYを通じて加盟店等から提
示・提出を受けた公的・私的書類に記載されている情報 

(5) 加盟店等が自らホームページ、パンフレット等において公

第５７５１条（加盟店情報の収集、利用等） 
１．加盟店契約者およびそ契約者の代表者ならびに新規

加盟店申込者およびその代表者（以下本章条において
「加盟店等」といいます。）は、当社がSmart for PAY.JP
利用契約締結に際して行う加盟店審査、および Smart 
for PAY.JP 利用契約締結後の加盟店管理、取引継続
に係る途上審査ならびにおよび加盟店調査、ならびにその
他Smart for PAY.JP利用契約に基づき行う業務のため
に、つぎの情報（以下「加盟店情報」といいます。）を収
集、保有および利用することに同意するものとします。なお、
当社は、加盟店情報に含まれる個人情報について、個人
情報の保護に関する法律等に従い必要な保護措置を講
ずるものとします。 

(1) ①加盟店等契約者の名称、代表者氏名と生年月日、
所在地（郵便番号を含む）、電話（FAX）番号、電子
メールアドレス、URL、預貯金口座情報（名義、口座番
号等）および、法人番号、代表者氏名、住所、生年月
日、性別、電話番号等、加盟店等が申込時および変更
届時に届出た事項 

(2) Smart for PAY.JP②利用契約（または本サービス）
の申込日、契約日、契約終了日、取扱商品等、販売形
態、業種、特定商取引に関する法律に該当する場合その
類型等、の加盟店等と当社との間の取引に関する事項 

(3) ④加盟店等が必要な営業許可等を受けている場合に
おいて、当社が確認した当該許可証等に記載されている
事項 

(4) ⑤当社が適正かつ適法な方法により収集した公簿（登
記事項証明書、住民票等公的機関が発行する書類
等）に記載されている事項および PAY を通じて加盟店等
から提示・提出を受けた公的・私的書類に記載されている
情報 

(5) ⑥加盟店等が自らホームページ、パンフレット等において
公表している情報 

第５７条（加盟店情報の収集、利用等）  
１．加盟店およびその代表者ならびに新規加盟店申込者お

よびその代表者（以下本章において「加盟店等」といいま
す。）は、当社が Smart for PAY.JP 利用契約締結に
際して行う加盟店審査、Smart for PAY.JP 利用契約
締結後の加盟店管理、取引継続に係る審査および加盟
店調査、ならびにその他Smart for PAY.JP利用契約に
基づき行う業務のために、つぎの情報（以下「加盟店情
報」といいます。）を収集、保有および利用することに同意
するものとします。なお、当社は、加盟店情報に含まれる個
人情報について、個人情報の保護に関する法律等に従い
必要な保護措置を講ずるものとします。 

 
(1) 加盟店等の名称、所在地（郵便番号を含む）、電話

（FAX）番号、電子メールアドレス、URL、預貯金口座
情報（名義、口座番号等）、法人番号、代表者氏名、
住所、生年月日、性別、電話番号等、加盟店等が申込
時および変更届時に届出た事項 

 
(2) Smart for PAY.JP利用契約（または本サービス）の

申込日、契約日、契約終了日、商品等、販売形態、業
種、特定商取引に関する法律に該当する場合その類型
等、加盟店等と当社との間の取引に関する事項 

 
 
(3) 加盟店等が必要な営業許可等を受けている場合、当

該許可証等に記載されている事項 
 
(4) 当社が適正かつ適法な方法により収集した公簿（登記

事項証明書、住民票等公的機関が発行する書類等）
に記載されている事項およびPAYを通じて加盟店等から提
示・提出を受けた公的・私的書類に記載されている情報 

(5) 加盟店等が自らホームページ、パンフレット等において公



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
40/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
表している情報 

(6) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情
報 

(7) 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実と
その内容（特定商取引に関する法律、消費者契約法等
について違反し、公表された情報等を含む） 

(8) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、倒
産等の信用情報 

(9) 当社または決済事業者の審査結果およびその理由 
(10) 加盟店が加盟代行加盟店（第２９条（加盟代行

加盟店・情報処理加盟店）で定義。以下本章において
同様）である場合は以下の情報 

①割賦販売法および施行規則の規定にもとづき加盟店の調
査を行った事実および調査結果 

②加盟店におけるSmart for PAY.JP利用契約にもとづくカ
ードの取引状況 

③会員から当社またはカード会社に申し出のあった苦情の内
容および当該内容について当社またはカード会社が会員ま
たはその他の関係者から調査収集した加盟店に関する情
報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．加盟店等は、当社がつぎの目的（以下「営業目的」と

いいます。）のために、前項第１号の加盟店情報を利用
することに同意するものとします。ただし、加盟店等が営業目
的による利用の中止を申し出た場合は、当社は利用を中
止するものとします（中止の申し出の連絡先は第５９条
（個人情報の開示・訂正・削除等）第１項第１号と同
様の方法で掲載します。）。 

 
(1) 当社の事業において取扱う商品やサービス・キャンペーン

等に関する情報の提供、各種商品やサービスの紹介・提
案、アンケート、その他これらに関連する告知 

(2) 当社が受託して行う提携先企業等の宣伝・印刷物の
送付等 

３．加盟店等は、当社がSmart for PAY.JP利用契約に
もとづき行う業務の全部または一部を第三者に委託する場
合に、業務に必要な範囲で加盟店情報を当該委託先に
提供することに同意するものとします。なお、その場合、当社
は、当該委託先との間に個人情報保護に関する契約を締
結するなど必要な保護措置を講じるものとします。 

４．第１項の定めは Smart for PAY.JP 利用契約終了
後も有効とします。 

(6) ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている
情報 

(7) ⑩行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実
とその内容（特定商取引に関する法律、消費者契約法
等について違反し、公表された情報等を含む） 

(8) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、倒
産等の信用情報 

(9) 当社または決済事業者の審査結果およびその理由 
(10) 加盟店が加盟代行加盟店（第２９条（加盟代行

加盟店・情報処理加盟店）で定義。以下本章において
同様）である場合は以下の情報 

①⑧割賦販売法および施行規則の規定にもとづきく加盟店
の調査を行った事実および調査結果内容 

②③加盟店におけるSmart for PAY.JP本サービス利用契
約にもとづくカードの取引状況 

③⑨会員から当社またはカード会社に申し出のあった苦情の
内容および当該内容について当社またはカード会社が会員
またはその他の関係者から調査収集した加盟店に関する
情報 

⑪契約者が本サービス利用契約申し込みの日の直近５年
間に、特定商取引法による行政処分を受けたことの有無 

⑫契約者が本サービス利用契約申し込みの日の直近５年
間に、消費者契約法違反の行為を理由とした訴訟の敗
訴判決を受けたことの有無 

⑬契約者による、会員の利益の保護に欠ける行為を原因と
する苦情の発生状況および当該行為の防止体制・苦情
処理体制 

２．加盟店等は、当社がつぎの目的（以下「営業目的」と
いいます。）のために、前項第１号の加盟店情報を利用
することに同意するものとします。ただし、加盟店等が営業目
的による利用の中止を申し出た場合は、当社はつぎの目
的による利用を中止するものとします（中止の申し出の連
絡先は第５９条（個人情報の開示・訂正・削除等）第
１項第１号と同様の当社が定める方法で掲載するものと
します。）。 

(1) ①当社の事業において取扱う商品やサービス・キャンペー
ン等に関する情報の提供、各種商品やサービスの紹介・提
案、アンケート、その他これらに関連する告知 

(2) ②当社が受託して行う提携先企業等の宣伝・印刷物
の送付等 

３．加盟店等は、当社が本サービスSmart for PAY.JP利
用契約にもとづき行う業務の全部または一部を第三者に
委託する場合に、業務に必要な範囲で加盟店情報を当
該委託先に提供するがあることに同意するものとします。な
お、その場合、当社は、当該委託先との間に個人情報保
護に関する契約を締結するなど必要なの保護措置を講じ
るものとします。 

４．第１項の定めは Smart for PAY.JP 利用契約終了
後も有効とします。 

表している情報 
(6) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情

報 
(7) 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実と

その内容（特定商取引に関する法律、消費者契約法等
について違反し、公表された情報等を含む） 

(8) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、倒
産等の信用情報 

(9) 当社または決済事業者の審査結果およびその理由 
(10) 加盟店が加盟代行加盟店（第２９条（加盟代行

加盟店・情報処理加盟店）で定義。以下本章において
同様）である場合は以下の情報 

①割賦販売法および施行規則の規定にもとづき加盟店の調
査を行った事実および調査結果 

②加盟店におけるSmart for PAY.JP利用契約にもとづくカ
ードの取引状況 

③会員から当社またはカード会社に申し出のあった苦情の内
容および当該内容について当社またはカード会社が会員ま
たはその他の関係者から調査収集した加盟店に関する情
報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．加盟店等は、当社がつぎの目的（以下「営業目的」と

いいます。）のために、前項第１号の加盟店情報を利用
することに同意するものとします。ただし、加盟店等が営業目
的による利用の中止を申し出た場合は、当社は利用を中
止するものとします（中止の申し出の連絡先は第５９条
（個人情報の開示・訂正・削除等）第１項第１号と同
様の方法で掲載します。）。 

 
(1) 当社の事業において取扱う商品やサービス・キャンペーン

等に関する情報の提供、各種商品やサービスの紹介・提
案、アンケート、その他これらに関連する告知 

(2) 当社が受託して行う提携先企業等の宣伝・印刷物の
送付等 

３．加盟店等は、当社がSmart for PAY.JP利用契約に
もとづき行う業務の全部または一部を第三者に委託する場
合に、業務に必要な範囲で加盟店情報を当該委託先に
提供することに同意するものとします。なお、その場合、当社
は、当該委託先との間に個人情報保護に関する契約を締
結するなど必要な保護措置を講じるものとします。 

４．第１項の定めは Smart for PAY.JP 利用契約終了
後も有効とします。 

 第２３条（加盟店情報の収集、利用等） 
１．契約者および契約者の代表者（本条乃至第２８条

において以下「加盟店」といいます。）は、当社が Smart 
for PAY.JP 利用契約締結に際して行う加盟店審査およ

 



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
41/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
びSmart for PAY.JP利用契約締結後の途上審査なら
びに加盟店調査のために、つぎの情報（以下「加盟店情
報」といいます。）を収集、保有および利用することに同意
するものとします。なお、当社は、加盟店情報に含まれる個
人情報について、必要な保護措置を講ずるものとします。 

①契約者の名称、代表者氏名と生年月日、所在地（郵便
番号を含む）、電話番号②利用契約申込日、契約日、
取扱商品、販売形態、業種等の加盟店と当社との間の
取引に関する事項 

③Smart for PAY.JP利用契約にもとづく取引状況 
④加盟店が必要な営業許可等を受けている場合において、

当社が確認した当該許可証等に記載されている事項 
⑤当社が適正かつ適法な方法により収集した公簿に記載さ

れている事項および加盟店から提示・提出を受けた公的・
私的書類に記載されている情報 

⑥加盟店が自らホームページ、パンフレット等において公表して
いる情報 

⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 
⑧割賦販売法施行規則第６０条第２号イまたは同３号

の規定にもとづく加盟店の調査を行った事実および調査内
容 

⑨会員から当社またはカード会社に申し出のあった苦情の内
容および当該内容について当社またはカード会社が会員ま
たはその他の関係者から調査収集した加盟店に関する情
報 

⑩行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその
内容（特定商取引に関する法律等について違反し、公表
された情報等） 

２．加盟店は、当社がつぎの目的のために、前項第１号の
加盟店情報を利用することに同意するものとします。ただし、
加盟店が中止を申し出た場合、当社はつぎの目的による
利用を中止するものとします（中止の申し出の連絡先は
第２５条第１項第１号と同様の方法で掲載するものとし
ます。）。 

①当社の事業において取扱う商品やサービス・キャンペーン等
に関する情報の提供、各種商品やサービスの紹介・提案、
その他これらに関連する告知 

②当社が受託して行う提携先企業等の宣伝・印刷物の送
付等 

３．加盟店は、当社がSmart for PAY.JP利用契約にもと
づき行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合
があることに同意するものとします。なお、その場合、当社は、
当該委託先との間に個人情報保護に関する契約を締結
するなどの保護措置を講じます。 

第５８条（加盟店情報の提供、カード会社の利用および加
盟店信用情報機関）  

１．本条は加盟店または新規加盟店申込者が加盟代行
加盟店に該当する場合にのみ適用されます。 

２．加盟店等は、当社がカード会社に対して加盟店情報を
提供すること、およびカード会社が以下の利用目的で当社
から提供を受けた加盟店情報を利用することに同意するも
のとします。 

(1) 加盟店申込審査、加盟後の管理等、加盟店調査の
義務の履行および加盟店取引継続の審査業務のため 

 
 

第５８２４条（加盟店情報の提供、カード会社の利用お
よび加盟店信用情報機関の同意） 

１．本条は加盟店または新規加盟店申込者が加盟代行
加盟店に該当する場合にのみ適用されます。 

２１．加盟店等は、当社がカード会社に対して加盟店情報
を提供することし、およびカード会社が以下つぎの利用目的
でのために、当社から提供を受けた加盟店情報を利用する
ことに同意するものとします。 

(1) ①Smart for PAY.JP利用契約にもとづく加盟店申込
におけるカード取扱いの承認審査、加盟店取引開始後の
管理等、ならびに加盟店調査の義務の履行および加盟店
取引継続の審査業務のため 

第５８条（加盟店情報の提供、カード会社の利用および加
盟店信用情報機関）  

１．本条は加盟店または新規加盟店申込者が加盟代行
加盟店に該当する場合にのみ適用されます。 

２．加盟店等は、当社がカード会社に対して加盟店情報を
提供すること、およびカード会社が以下の利用目的で当社
から提供を受けた加盟店情報を利用することに同意するも
のとします。 

(1) 加盟店申込審査、加盟後の管理等、加盟店調査の
義務の履行および加盟店取引継続の審査業務のため 

 
 



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
42/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
(2) カード会社の業務のため、およびカード会社の事業に係る

商品開発、市場調査のため 
３．加盟店等は、カード会社が加盟店情報を共同利用する

ことに同意するものとします。（共同利用に関する事項は、
各カード会社のホームページにおいて公表されています。共
同利用について変更する場合は、ホームページ上の表示変
更と同時に効力が発生するものとします。） 

 
 
 
 
４．加盟店等は、加盟店信用情報機関について、以下の

事項に同意するものとします。 
(1) カード会社は、加盟する加盟店信用情報機関（加盟

店信用情報機関は各カード会社のホームページにおいて公
表されています。加盟店信用情報機関の変更については、
ホームページ上の表示変更と同時に効力が発生します。）
に加盟店情報を照会し、加盟店等に関する情報が登録さ
れている場合はこれを第２項第１号の利用目的のために
共同利用すること 

(2) カード会社は、 カードによる信用販売において生じた客
観的な取引事実に基づく情報（以下「登録加盟店情報」
といいます。）を加盟店信用情報機関に登録し、加盟店
信用情報機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟店調
査等のためにこれを利用すること 

(3) 加盟店信用情報機関の加盟会員によって、登録加盟
店情報が、不正取引の排除、消費者保護のために加盟
申込審査、加盟後の管理に利用されること、および加盟店
情報正確性維持のために開示、訂正、利用停止等に利
用されること 

５．当社およびカード会社は、加盟店情報の受渡しおよび
保有について、各々必要かつ適切な保護措置を講ずるも
のとします。また、当社はカード会社との間で、加盟店情報
に係る秘密保持に関する契約を締結するものとします。 

(2) カード会社の業務のため、およびカード会社の事業に係る
商品開発、市場調査のため 

３．加盟店等は、②割賦販売法第３５条の２０の規定
にもとづき、カード会社が加盟店情報を共同利用することに
同意するものとします。加盟する加盟店信用情報機関
（以下「加盟機関」といいます。加盟機関共同利用に関
する事項は、各カード会社のホームページにおいて公表され
ています。共同利用について変更する場合は、ホームページ
上の表示変更と同時に効力が発生するものとします。）に
照会し、加盟店に関する情報が登録されている場合はこれ
を利用するため 

４．加盟店等は、加盟店信用情報機関について、以下の
事項に同意するものとします。 

(1) カード会社は、加盟する加盟店信用情報機関（加盟
店信用情報機関は各カード会社のホームページにおいて公
表されています。加盟店信用情報機関の変更については、
ホームページ上の表示変更と同時に効力が発生します。）
に加盟店情報を照会し、加盟店等に関する情報が登録さ
れている場合はこれを第２項第１号の利用目的のために
共同利用すること 

(2) カード会社は、 カードによる信用販売において生じた客
観的な取引事実に基づく情報（以下「登録加盟店情報」
といいます。）を加盟店信用情報機関に登録し、加盟店
信用情報機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟店調
査等のためにこれを利用すること 

(3) 加盟店信用情報機関の加盟会員によって、登録加盟
店情報が、不正取引の排除、消費者保護のために加盟
申込審査、加盟後の管理に利用されること、および加盟店
情報正確性維持のために開示、訂正、利用停止等に利
用されること 

５２．当社およびカード会社は、加盟店情報の受渡しおよ
び保有について、各々必要かつ適切な保護措置を講ずる
ものとします。また、 

３．当社はカード会社との間で、加盟店情報に係る秘密保
持に関する契約を締結するものとします。 

４．加盟店は、カード会社が Smart for PAY.JP 利用契
約にもとづき行う業務を第三者に委託する場合があることに
同意するものとします。 

(2) カード会社の業務のため、およびカード会社の事業に係る
商品開発、市場調査のため 

３．加盟店等は、カード会社が加盟店情報を共同利用する
ことに同意するものとします。（共同利用に関する事項は、
各カード会社のホームページにおいて公表されています。共
同利用について変更する場合は、ホームページ上の表示変
更と同時に効力が発生するものとします。） 

 
 
 
 
４．加盟店等は、加盟店信用情報機関について、以下の

事項に同意するものとします。 
(1) カード会社は、加盟する加盟店信用情報機関（加盟

店信用情報機関は各カード会社のホームページにおいて公
表されています。加盟店信用情報機関の変更については、
ホームページ上の表示変更と同時に効力が発生します。）
に加盟店情報を照会し、加盟店等に関する情報が登録さ
れている場合はこれを第２項第１号の利用目的のために
共同利用すること 

(2) カード会社は、 カードによる信用販売において生じた客
観的な取引事実に基づく情報（以下「登録加盟店情報」
といいます。）を加盟店信用情報機関に登録し、加盟店
信用情報機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟店調
査等のためにこれを利用すること 

(3) 加盟店信用情報機関の加盟会員によって、登録加盟
店情報が、不正取引の排除、消費者保護のために加盟
申込審査、加盟後の管理に利用されること、および加盟店
情報正確性維持のために開示、訂正、利用停止等に利
用されること 

５．当社およびカード会社は、加盟店情報の受渡しおよび
保有について、各々必要かつ適切な保護措置を講ずるも
のとします。また、当社はカード会社との間で、加盟店情報
に係る秘密保持に関する契約を締結するものとします。 

第５９条（個人情報の開示・訂正・削除等） 
１．加盟店等のうち代表者は、個人情報の保護に関する法

律に基づき、自己の個人情報について開示するよう、つぎの
方法により請求することができるものとします。 

 
(1) 当社に開示を求める場合は、当社ホームページに掲載し

ている「個人情報保護に関する公表事項」にあるお申し出
窓口、開示方法によるものとします。 

 
 
(2) 加盟店信用情報機関に開示を求める場合は、開示請

求者が加盟店信用情報機関に直接連絡をするものとしま
す。 

２．当社において登録されている個人情報の内容が事実と
異なることが判明した場合には、当社はすみやかに訂正また
は削除に応じるものとします。 

３．加盟店信用情報機関に登録されている個人情報の訂
正および削除については、開示請求者から加盟店信用情

第５９２５条（個人情報の開示・訂正・削除等） 
１．加盟店等契約者のうち代表者は、個人情報の保護に

関する法律に基づき定めるところにより、自己の個人情報に
ついて開示するよう、つぎの方法により請求することができる
ものとします。 

(1) ①当社に開示を求める場合は、 
開示のお申し出窓口および開示の方法は、当社ホームページ

に掲載しているの「個人情報保護法に関する基づく公表事
項等に関するご案内」にあるお申し出窓口、開示方法によ
るものとします掲載しています。 

(2) ②加盟加盟店信用情報機関に開示を求める場合は、
開示請求者が加盟店信用情報機関に直接連絡をするも
のとしますしてください。 

２．当社において登録されている個人情報の内容が事実と
異なることが判明した場合には、当社はすみ速やかに訂正
または削除に応じるものとします。 

３．加盟店信用情報機関に登録されている個人情報の訂
正および削除については、開示請求者から、加盟店信用

第５９条（個人情報の開示・訂正・削除等） 
１．加盟店等のうち代表者は、個人情報の保護に関する法

律に基づき、自己の個人情報について開示するよう、つぎの
方法により請求することができるものとします。 

 
(1) 当社に開示を求める場合は、当社ホームページに掲載し

ている「個人情報保護に関する公表事項」にあるお申し出
窓口、開示方法によるものとします。 

 
 
(2) 加盟店信用情報機関に開示を求める場合は、開示請

求者が加盟店信用情報機関に直接連絡をするものとしま
す。 

２．当社において登録されている個人情報の内容が事実と
異なることが判明した場合には、当社はすみやかに訂正また
は削除に応じるものとします。 

３．加盟店信用情報機関に登録されている個人情報の訂
正および削除については、開示請求者から加盟店信用情



新旧対照表 赤字：追加 青字：削除 

関係者外秘 
43/54 

新 旧 加盟代行契約用（JCB/Amex/Diners） 旧 情報処理契約用（VISA/Master） 
報機関に請求するものとします。 

４．個人情報の利用の停止、消去および提供の停止ならび
に個人情報の取扱いに関する当社の問合せ先は、第１
項第１号記載のとおりとします。 

情報機関に請求するものとします。 
４．個人情報の利用の停止、消去および提供の停止ならび

に個人情報の取扱いに関する当社の問合せ先は、第１
項第１号記載のとおりとします。 

報機関に請求するものとします。 
４．個人情報の利用の停止、消去および提供の停止ならび

に個人情報の取扱いに関する当社の問合せ先は、第１
項第１号記載のとおりとします。 

第６０条（加盟店情報の取扱いに関する不同意） 
加盟店等は、加盟店等が本サービスの利用の申込み

に必要な事項の記載、入力または情報の提供を拒む場
合、または本章において定める加盟店情報の取扱いにつ
いて同意しない場合には、当社が本サービスの申込みを断
る場合があること、および Smart for PAY.JP 利用契約
締結後においては当該契約を解除する場合があることを、
あらかじめ承諾するものとします。ただし、営業目的での利
用に対して中止の申し出があっても、当社はこれを理由とし
て申込みをお断りしたり、契約解除をすることはないものとし
ます。 

第６０２７条（加盟店情報の取扱いに関する不同意） 
当社加盟店等は、加盟店等が本サービスの利用の申

込みに必要な事項の記載、もしくは入力または情報の提
供を拒む場合、または本章において第２３条乃至第２
５条に定める加盟店情報の取扱いについて同意承諾し
ない場合には、当社が本サービスの申込みをお断りする場
合があること、およびSmart for PAY.JP利用契約締結
後においては当該契約を解除する場合があることを、あら
かじめ承諾するものとしります。ただし、第２３条第２項に
定める営業目的案内等での利用に対してする中止の申
し出があっても、当社はこれを理由として、申込みをお断り
したり、契約解除をすることはないものとします。 

第６０条（加盟店情報の取扱いに関する不同意） 
加盟店等は、加盟店等が本サービスの利用の申込み

に必要な事項の記載、入力または情報の提供を拒む場
合、または本章において定める加盟店情報の取扱いにつ
いて同意しない場合には、当社が本サービスの申込みを断
る場合があること、および Smart for PAY.JP 利用契約
締結後においては当該契約を解除する場合があることを、
あらかじめ承諾するものとします。ただし、営業目的での利
用に対して中止の申し出があっても、当社はこれを理由とし
て申込みをお断りしたり、契約解除をすることはないものとし
ます。 

第６１条（契約不成立の場合または契約終了後の加盟
店情報の利用）  

１．当社と新規加盟店申込者との間で Smart for 
PAY.JP 利用契約が成立しない場合、またはカード会社と
新規加盟店申込者との間で加盟店契約が成立しない場
合であっても、当社およびカード会社は、本サービスの申込
の事実について、契約不成立の理由に関わらず、第５７
条（加盟店情報の収集、利用等）に定める目的（ただ
し営業目的を除く）および第５８条（加盟店情報の提
供、カード会社の利用および加盟店信用情報機関）に定
める目的においてのみ利用するものとします。 

 
 
２．当社およびカード会社は、Smart for PAY.JP 利用契

約終了後または当該カード会社との加盟店契約終了後
も、第５７条（加盟店情報の収集、利用等）に定める
目的（ただし営業目的を除く）および開示請求等に必要
な範囲で、法令等または当社もしくはカード会社が定める
所定の期間、加盟店情報およびSmart for PAY.JP 利
用契約または加盟店契約の終了に関する情報を保有し、
利用するものとします。また、加盟店信用情報機関におい
ては登録加盟店情報が一定期間保有され、加盟会員に
よって利用されるものとします。 

第６１２８条（契約不成立の場合または契約終了後の
加盟店情報の利用） 

１．当社と新規加盟店申込者との間で Smart for 
PAY.JP 利用契約が成立し締結されない場合、またはカー
ド会社と新規加盟店申込者との間で加盟店契約が成立
しない場合であっても、当社およびカード会社は、本サービス
の申込の事実についてを、契約不成立の理由に関わらず、
第５７２３条（加盟店情報の収集、利用等）に定める
目的（ただし、第２３条第２項に定める営業目的案内
を除くきます。）および第５８２４条（加盟店情報の提
供、カード会社の利用および加盟店信用情報機関）に定
める目的においてのみもとづき利用するものとし、それ以外に
利用することはないものとします。 

２．当社およびカード会社はは、Smart for PAY.JP 利用
契約終了後または当該カード会社との加盟店契約終了
後も、第５７２３条（加盟店情報の収集、利用等）に
定める目的（ただし、第２３条第２項に定める営業目的
案内を除くきます。）および開示請求等に必要な範囲で、
法令等または当社もしくはカード会社が定める所定の期
間、加盟店情報およびSmart for PAY.JP 利用契約ま
たは加盟店契約の終了に関する情報を保有し、利用する
ものとします。また、加盟店信用情報機関においては登録
加盟店情報が一定期間保有され、加盟会員によって利
用されるものとします。 

第６１条（契約不成立の場合または契約終了後の加盟
店情報の利用）  

１．当社と新規加盟店申込者との間で Smart for 
PAY.JP 利用契約が成立しない場合、またはカード会社と
新規加盟店申込者との間で加盟店契約が成立しない場
合であっても、当社およびカード会社は、本サービスの申込
の事実について、契約不成立の理由に関わらず、第５７
条（加盟店情報の収集、利用等）に定める目的（ただ
し営業目的を除く）および第５８条（加盟店情報の提
供、カード会社の利用および加盟店信用情報機関）に定
める目的においてのみ利用するものとします。 

 
 
２．当社およびカード会社は、Smart for PAY.JP 利用契

約終了後または当該カード会社との加盟店契約終了後
も、第５７条（加盟店情報の収集、利用等）に定める
目的（ただし営業目的を除く）および開示請求等に必要
な範囲で、法令等または当社もしくはカード会社が定める
所定の期間、加盟店情報およびSmart for PAY.JP 利
用契約または加盟店契約の終了に関する情報を保有し、
利用するものとします。また、加盟店信用情報機関におい
ては登録加盟店情報が一定期間保有され、加盟会員に
よって利用されるものとします。 

 第６０条（適用） 
  前各章に本章と異なる定めが存する場合には、本章の定
めが優先して適用されるものとします。 

 

本人認証サービス特約 本人認証サービス特約 本人認証サービス特約 
本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるクレジットカード決済
代行サービスにおいて、本人認証サービスを利用する場合に
適用されます。 

本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるクレジットカード決済
代行サービスにおいて、本人認証サービスを利用する場合に
適用されます。 

本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるクレジットカード決済
代行サービスにおいて、本人認証サービスを利用する場合に
適用されます。 

第１条（総則） 
１．加盟店は、本人認証サービスを利用するにあたり、本特

約の定めに従うものとします。 
２．本特約における用語は、本特約において定める場合を

除き、本規約の定義と同様とします。 
３．本人認証サービスは、本規約に定める「本サービス」に含

まれるものとします。 
４．本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとし

第１条（総則） 
１．加盟店は、本人認証サービスを利用するにあたり、本特

約の定めに従うものとします。 
２．本特約における用語は、本特約において定める場合を

除き、本規約の定義と同様とします。 
３．本人認証サービスは、本規約に定める「本サービス」に含

まれるものとします。 
４．本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとし

第１条（総則） 
１．加盟店は、本人認証サービスを利用するにあたり、本特

約の定めに従うものとします。 
２．本特約における用語は、本特約において定める場合を

除き、本規約の定義と同様とします。 
３．本人認証サービスは、本規約に定める「本サービス」に含

まれるものとします。 
４．本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとし
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ます。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特
約の定めが優先して適用されるものとします。 

ます。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特
約の定めが優先して適用されるものとします。 

ます。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特
約の定めが優先して適用されるものとします。 

第２条（本人認証サービスの内容） 
１．本人認証サービスとは、成りすましや架空人物などによる

インターネット上でのカード不正利用の低減を目的とするサ
ービスです。 

 
 
 
２．本人認証サービスには、以下の種類があります。 
(1) 認証アシストサービス 

カード会社に対してカード売上承認のデータを送信すると
同時に、加盟店があらかじめカード会社毎に指定した会員
の属性情報（以下「特定情報」といいます。）を送信し、
カード会社が自社の会員データベースと照合、一致したか
否かの結果を加盟店に通知するサービス 

 
 
 
 
 
(2) ３Dセキュアサービス 

カード会社に対してカード売上承認のデータを送信すると、
カード会社から会員に対して直接、当該カード会社に事前
登録したパスワード（以下「登録済パスワード」といいま
す。）の入力の要求がなされ、カード会社が会員が入力し
たパスワードと登録済パスワードを照合、一致したか否かの
結果を加盟店に通知するサービス 

第２９条（本人認証サービスの内容） 
１．契約者は、本条乃至第１２条の定めに従い、本人認

証サービスを利用することができるものとします。なお、本人
認証サービスとは、成りすましや架空人物などによるインター
ネット上でのカード不正利用の低減を目的に提供とするサ
ービスですをいいます。 

第６条（クレジットカード決済代行サービス） 
２．②本人認証サービスには、以下の種類があります。 
(1) 認証アシストサービス 

カード会社に対してカード売上承認のデータを送信すると
同時にを請求する際に、加盟店があらかじめカード会社毎
に指定したカード会社が定める会員の属性情報（以下
「特定情報」といいます。）をカード番号等とともに送信しす
ることにより、カード会社が自社の会員データベースと照合、
からの売上承認または不承認の通知とともに、当該属性
情報がカード会社に登録された情報と一致したか否かの
結果を加盟店に通知するまたは不一致の回答が返送さ
れるサービス（以下「認証アシストサービス」といいます。）
および 

(2) ３Dセキュアサービス 
カード会社に対してするカード売上承認のデータを送信す
るとを請求する際に、カード会社から会員に対して直接、
当該カード会社に事前登録したパスワード（以下「登録
済パスワード」といいます。）の入力の要求がなされがあらか
じめカード会社から付与されたIDをカード番号等とともに送
信することにより、カード会社からの売上承認または不承認
の通知とともに、当該ID 情報がカード会社が会員が入力
したパスワードに登録された情報と登録済パスワードを照
合、一致したか否かの結果を加盟店に通知するまたは不
一致の回答が返送されるサービス（以下「３D セキュアサ
ービス」といいます。）からなるサービス。 

第２９条（本人認証サービスの内容） 
１．契約者は、第１０条乃至第１２条の定めに従い、本

人認証サービスを利用することができるものとします。なお、
本人認証サービスとは、成りすましや架空人物などによるイ
ンターネット上でのカード不正利用の低減を目的に提供とす
るサービスですをいいます。 

第５条（クレジットカード決済（情報処理）サービス） 
２・②本人認証サービスには、以下の種類があります。 
(1) 認証アシストサービス 

カード会社に対してカード売上承認のデータを送信すると
同時にを請求する際に、加盟店があらかじめカード会社毎
に指定したカード会社が定める会員の属性情報（以下
「特定情報」といいます。）をカード番号等とともに送信しす
ることにより、カード会社が自社の会員データベースと照合、
からの売上承認あるいは不承認の通知とともに、当該属
性情報がカード会社に登録された情報と一致したか否か
の結果を加盟店に通知するあるいは不一致の回答が返
送されるサービス（以下「認証アシストサービス」といいま
す。）および 

(2) ３Dセキュアサービス 
カード会社に対してするカード売上承認のデータを送信す
るとを請求する際に、カード会社から会員に対して直接、
当該カード会社に事前登録したパスワード（以下「登録
済パスワード」といいます。）の入力の要求がなされがあらか
じめカード会社から付与されたIDをカード番号等とともに送
信することにより、カード会社からの売上承認あるいは不承
認の通知とともに、当該ID 情報がカード会社が会員が入
力したパスワードに登録された情報と登録済パスワードを照
合、一致したか否かの結果を加盟店に通知するあるいは
不一致の回答が返送されるサービス（以下「３D セキュア
サービス」といいます。）からなるサービス。 

第３条（本人認証サービスの利用手順等） 
加盟店は、本人認証サービスの利用手順やシステムの

設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が
仕様書等から外れて本人認証サービスを利用したことによ
り、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任
を負わないものとします。 

第３条（本人認証サービスの利用手順等） 
加盟店は、本人認証サービスの利用手順やシステムの

設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が
仕様書等から外れて本人認証サービスを利用したことによ
り、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任
を負わないものとします。 

第３条（本人認証サービスの利用手順等） 
加盟店は、本人認証サービスの利用手順やシステムの

設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が
仕様書等から外れて本人認証サービスを利用したことによ
り、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任
を負わないものとします。 

第４条（本人認証サービスの利用条件） 
１．加盟店は、本人認証サービスを利用できないカード会社

および国際ブランドがあることをあらかじめ承諾のうえ、本人
認証サービスを利用するものとします。なお、カード会社また
は国際ブランド毎の本人認証サービスの利用可否について
は、別途当社から通知するものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
２．加盟店は、認証アシストサービスと３Dセキュアサービスの

両方を利用できるカード会社については、どちらか一方を選
択して、またはその両方を組み合わせて利用できるものとしま

第４９条（本人認証サービスの利用条件） 
１２．加盟店契約者は、本人認証サービスを利用すること

ができるカード会社と利用することができないカード会社およ
び国際ブランドがあることを、あらかじめ認識のうえ、本人認
証サービスを利用するものとします。なお、本人認証サービス
を利用することができるカード会社または国際ブランド毎の本
人認証サービスの利用可否について（以下、第１０条乃
至第１２条において単に「カード会社」といいます。）は、別
途当社からが契約者に対して通知するものとします。 

第１２条（本人認証サービスの選択） 
１．契約者は、当社が別途提示する仕様書に従い、認証

アシストサービスの特定情報の項目を選択することができる
ものとします。 

２．加盟店契約者は、本人認証サービスとして認証アシスト
サービスと３D セキュアサービスの両方のサービスを利用する
ことができるカード会社については、どちらか一方を選択して、
またはその両方を組み合わせて利用することができるものとし

第４９条（本人認証サービスの利用条件） 
１２．加盟店契約者は、本人認証サービスを利用すること

ができるカード会社と利用することができないカード会社およ
び国際ブランドがあることを、あらかじめ認識のうえ、本人認
証サービスを利用するものとします。なお、本人認証サービス
を利用することができるカード会社または国際ブランド毎の本
人認証サービスの利用可否について（以下、本条乃至第
１２条において単に「カード会社」といいます。）は、別途当
社からが契約者に対して通知するものとします。 

第１２条（本人認証サービスの選択） 
１．契約者は、当社が別途提示する仕様書に従い、認証

アシストサービスの特定情報の項目を選択することができる
ものとします。 

２．加盟店契約者は、本人認証サービスとして認証アシスト
サービスと３D セキュアサービスの両方のサービスを利用する
ことができるカード会社については、どちらか一方を選択して、
またはその両方を組み合わせて利用することができるものとし
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す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．加盟店は、認証アシストサービスを利用する場合、加盟

店サイトにおいて本人認証の目的であることを明示し会員
の同意を得て、特定情報の入力を求めるものとします。ま
た、加盟店は、特定情報を第三者に漏えいまたは詐取さ
れることのないよう管理し、認証アシストサービスの結果受領
後、加盟店の責任においてすみやかに消去するものとしま
す。 

 
 
 
 
 
 
４．加盟店は、３D セキュアサービスを利用する場合、

Merchant Plug-In ソフトウェアを加盟店サイトに組み込
むか、または、「３D セキュアサービス利用時の MPI 提供サ
ービス特約」に定める MPI 提供サービスを利用するものとし
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．本人認証サービスの利用により、加盟店と会員との間で

紛議が生じた場合には加盟店の責任で解決するものとし、
当社およびカード会社に一切の迷惑を及ぼさないものとしま
す。ただし、当社またはカード会社の責任による紛議の場合
はこの限りではないものとします。 

 
 
 
 
 
 
 

ます。なお、この場合、契約者は、当社が別途提示する仕
様書に従って利用するものとします。 

第１０条（本人認証サービスの利用条件） 
１．契約者は、認証アシストサービスおよび３D セキュアサー

ビスの利用において、つぎの条件に従うものとします。 
①認証アシストサービスに必要な会員の属性情報は、カードの

利用に必要な情報（カード番号、カード有効期限等のカ
ード券面記載情報。以下｢必須情報｣といいます。）およ
び申込書に掲げるカード会社が個々に定める会員の情報
（以下「特定情報」といいます。）とします。 

②３D セキュアサービスに必要な会員の属性情報は、「必須
情報」およびカード会社が会員に付与したカード会社所定
のID番号（以下「認証ID」といいます。）とします。 

 
 
３．③加盟店契約者は、認証アシストサービスを利用する場

合、加盟店サイトにおいて本人認証の目的であることを明
示して、会員の同意を得て、必須情報および認証アシスト
サービスを利用する場合は特定情報の入力を求める、３D
セキュアサービスを利用する場合は認証 ID（以下、特定
情報と認証 ID を総称して「特定情報等」といいます。）を
会員から収集するものとします。、目的達成後、特定情報
等については速やかに消去するものとします。この場合また、
加盟店契約者は、特定情報を第三者に漏えい洩または
詐取されることのないよう管理し、認証アシストサービスの結
果受領後、加盟店契約者の責任においてすみやかに消去
する手続きを行うものとします。 

４．加盟店は、３D セキュアサービスを利用する場合、
Merchant Plug-In ソフトウェアを加盟店サイトに組み込
むか、または、「３D セキュアサービス利用時の MPI 提供サ
ービス特約」に定める MPI 提供サービスを利用するものとし
ます。 

２．当社は、契約者から売上承認の依頼があったときは、カ
ード会社に対し、前項により会員から収集した必須情報ととも
に特定情報等を照会し、カード会社は、必須情報にもとづき
特定情報等をカード会社が保有する会員の情報と照合し、
一致または不一致の確認を行い、カードによる売上承認また
は不承認通知とともに、一致または不一致の事実を当社に
通知し、当社はこれを契約者に通知するものとします。 
第１１条（本人認証サービスの免責） 
５１．契約者は、自己の責任と負担で本人認証サービスを

利用するものとし、万一、本人認証サービスの利用により、
加盟店と会員との間で紛議が生じた場合には加盟店の責
任といえども、契約者と当該会員との間で解決するものと
し、当社およびカード会社に一切の迷惑を及ぼさないものと
します。ただし、当社またはおよびカード会社の責任めによる
紛議の帰すべき事由による場合はこの限りではないものとし
ます。 

 
 
 
 
第１０条（本人認証サービスの利用条件） 
６３．加盟店契約者は、本人認証サービスを利用するうえ

で、つぎの事項をあらかじめ承諾するものとします。 
①(1) 本人認証サービスによる照合結果は、カード会社およ

ます。なお、この場合、契約者は、当社が別途提示する仕
様書に従って利用するものとします。 

第１０条（本人認証サービスの利用条件） 
１．契約者は、本人認証サービスのうち、認証アシストサービ

ス、３D セキュアサービスを利用する場合は、つぎの条件に
従うものとします。 

①認証アシストサービスに必要な会員の属性情報は、カードの
利用に必要な情報（カード会員番号、カード有効期限等
のカード券面記載情報。以下｢必須情報｣といいます。）お
よび申込書に掲げるカード会社が個々に定める会員の情
報（以下「特定情報」といいます。）とします。 

②３D セキュアサービスに必要な会員の属性情報は、「必須
情報」およびカード会社が会員に付与したカード会社所定
のID番号（以下「認証ID」といいます。）とします。 

３．③加盟店契約者は、認証アシストサービスを利用する場
合、加盟店サイトにおいて本人認証の目的であることを明
示して、会員の同意を得て、必須情報および認証アシスト
サービスを利用する場合は特定情報の入力を求める、３D
セキュアサービスを利用する場合は認証 ID（以下、特定
情報と認証 ID を総称して「特定情報等」といいます。）を
会員から収集するものとします。、目的達成後、特定情報
等については速やかに消去するものとします。この場合また、
加盟店契約者は、特定情報を第三者に漏り洩または詐
取されることのないよう管理し、認証アシストサービスの結果
受領後、加盟店契約者の責任においてすみやかに消去す
る手続きを行うものとします。 

 
４．加盟店は、３D セキュアサービスを利用する場合、

Merchant Plug-In ソフトウェアを加盟店サイトに組み込
むか、または、「３D セキュアサービス利用時の MPI 提供サ
ービス特約」に定める MPI 提供サービスを利用するものとし
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
第１１条（本人認証サービスの免責） 
５１．契約者は、自己の責任と負担で本人認証サービスを

利用するものとし、万一、本人認証サービスの利用により、
加盟店と会員との間で紛議が生じた場合には加盟店の責
任といえども、契約者と当該会員との間で解決するものと
し、当社およびカード会社に一切の迷惑を及ぼさないものと
します。ただし、当社またはおよびカード会社の責任めによる
紛議の帰すべき事由による場合はこの限りではないものとし
ます。 

２．契約者は、本人認証サービスの利用が、契約者とカード
会社との間の加盟店契約にもとづく信用販売代金の返還
請求等の行為に何らの制限を与えるものではないことを、あ
らかじめ異議なく承諾するものとします。 

第１０条（本人認証サービスの利用条件） 
６．加盟店は、本人認証サービスを利用するうえで、つぎの

事項をあらかじめ承諾するものとします。 
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６．加盟店は、本人認証サービスを利用するうえで、つぎの

事項をあらかじめ承諾するものとします。 
(1) 本人認証サービスによる照合結果は、当該顧客がカード

の正当な所持人であるか否かを認定するものではないこ
と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 本人認証サービスによる照合の結果、特定情報またはパ

スワードの一致の回答を受けたとしても、当該売上が正当
であることを担保するものではないこと。 

 
 
 
 
 
 
 
(3) 本人認証サービスによる照合の結果、特定情報またはパ

スワード一致の回答を受けたとしても、本規約第４９条
（信用販売代金の返還等）の定めに何らの制限を与え
るものではないこと。また、加盟店が当該返還請求を受け
たとしても当社は一切の責任を負わないこと。 

び当社は、前項による一致または不一致の事実により、
当該顧客会員がカードの正当な所持人であるか否かを認
定するものではないこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
②(2) 本人認証サービスによる照合の結果、特定情報また

はパスワードの前項により、一致の回答事実の通知を受け
たとしても、それが当該売上が正当であることなカード売上
を担保するものではないこと。 

③契約者は、自己の責任で、会員に対する本人認証サービ
スの提供を行うか否かを決定すること。 

④契約者が本人認証サービスを利用して取扱ったカードによる
信用販売代金について、カード会社からチャージバックを受
けたとしても、当社は一切責を負わないこと。 

第１１条（本人認証サービスの免責） 
(3) ２．契約者は、本人認証サービスによる照合の結果の

利用が、特定情報またはパスワード一致の回答を受けたと
しても、本規約第４９条（信用販売代金の返還等）
の定めに基づく信用販売代金の返還請求等の行為に何
らの制限を与えるものではないこと。また、加盟店が当該返
還請求を受けたとしても当社は一切の責任を負わないこ
と。を、あらかじめ異議なく承諾するものとします。 

 (1) ２．当社は、契約者から売上承認の依頼があったとき
は、カード会社に対し、前項により会員から収集した必須情
報とともに特定情報等を照会し、カード会社は、必須情報
にもとづき特定情報等をカード会社が保有する会員の情報
と照合し、一致または不一致の確認を行い、カードによる売
上承認または不承認通知とともに、一致または不一致の事
実を当社に通知し、当社はこれを契約者に通知するものと
します。なお、カード会社および当社は、当該一致、不一致
のいかんにかかわらず、これにより本人認証サービスによる照
合結果は、当該顧客会員がカードの正当な所持人である
か否かを認定するものではないこと。く、 

(2) 本人認証サービスによる照合の結果、特定情報またはパ
スワードの一致の回答を受けたとしても、当該売上が正当
であることなカード売上を担保するものではないことものとしま
す。契約者は、自己の責任で、会員に対する認証アシスト
サービスの提供を行うか否かを決定するものとします。 

 
 
 
 
(3) なお、契約者が本人認証アシストサービスによる照合の

結果、特定情報またはパスワード一致の回答を受けたとし
ても、本規約第４９条（を利用して取扱ったカードによる
信用販売代金の返還等）の定めに何らの制限を与えるも
のではないこと。また、加盟店が当該返還請求について、カ
ード会社からチャージバックを受けたとしても、当社は一切の
責任を負わないことものとします。 

  オプションサービス利用規約 
＜カード情報処理契約用＞ 

３Dセキュアサービス利用時のMPI提供サービス特約 ３Dセキュアサービス利用時のMPI提供サービス特約 第７条（３Dセキュアサービス利用時のMPI提供サービス
特約） 

本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるクレジットカード決済
代行サービスにおいて、３Dセキュアサービス利用時にMPI提
供サービスを利用する場合に適用されます。 

本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるクレジットカード決済
代行サービスにおいて、３Dセキュアサービス利用時にMPI提
供サービスを利用する場合に適用されます。 

本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるクレジットカード決済
代行サービスにおいて、３Dセキュアサービス利用時にMPI提
供サービスを利用する場合に適用されます。 

第１条（総則） 
１．加盟店は、MPI 提供サービスを利用するにあたり、本特

約の定めに従うものとします。 
２．本特約における用語は、本特約において定める場合を

除き、本規約の定義と同様とします。 
３．MPI 提供サービスは、本規約に定める「本サービス」に含

まれるものとします。 
４．本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとし

ます。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特
約の定めが優先して適用されるものとします。 

第１条（総則） 
１．加盟店は、MPI 提供サービスを利用するにあたり、本特

約の定めに従うものとします。 
２．本特約における用語は、本特約において定める場合を

除き、本規約の定義と同様とします。 
３．MPI 提供サービスは、本規約に定める「本サービス」に含

まれるものとします。 
４．本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとし

ます。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特
約の定めが優先して適用されるものとします。 

第１条（総則） 
１．加盟店は、MPI 提供サービスを利用するにあたり、本特

約の定めに従うものとします。 
２．本特約における用語は、本特約において定める場合を

除き、本規約の定義と同様とします。 
３．MPI 提供サービスは、本規約に定める「本サービス」に含

まれるものとします。 
４．本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとし

ます。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特
約の定めが優先して適用されるものとします。 

第２条（MPI提供サービスの内容） 
MPI提供サービスとは、３Dセキュアサービス利用時に、

Merchant Plug-In ソフトウェア（以下「MPI」といいま
す。）を、当社から加盟店に提供するサービスです。 

第２条（MPI提供サービスの内容） 
MPI提供サービスとは、３Dセキュアサービス利用時に、

Merchant Plug-In ソフトウェア（以下「MPI」といいま
す。）を、当社から加盟店に提供するサービスです。 

第２条（MPI提供サービスの内容） 
１．MPI 提供サービスとは、３D セキュアサービス利用時に、

会員がカード会社から ID を取得するための Merchant 
Plug-In ソフトウェア（以下「MPI」といいます。）を、当社
から加盟店契約者に提供するサービスです。MPI提供サー
ビスの利用については、本条の定めによるものとします。 

第３条（MPI提供サービスの利用手順等） 
加盟店は、MPI 提供サービスの利用手順やシステムの

第３条（MPI提供サービスの利用手順等） 
加盟店は、MPI 提供サービスの利用手順やシステムの

第３条（MPI提供サービスの利用手順等） 
加盟店は、MPI 提供サービスの利用手順やシステムの
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設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が
仕様書等から外れてMPI提供サービスを利用したことによ
り、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任
を負わないものとします。 

設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が
仕様書等から外れてMPI提供サービスを利用したことによ
り、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任
を負わないものとします。 

設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が
仕様書等から外れてMPI提供サービスを利用したことによ
り、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任
を負わないものとします。 

第４条（MPI提供サービスの利用条件） 
１．加盟店は、MPI 提供サービスの利用にあたり、自らまた

は第三者をしてつぎの各号の行為を行ってはならないものと
します。なお、加盟店は、これらの行為により、当社、会員、
カード会社およびその他の第三者に損害が生じた場合、当
該損害を賠償する責任を負うものとします。 

 
(1) MPI提供サービスを利用する目的以外の目的でMPIを

利用またはMPIを組み込んだシステムにアクセスすること 
(2) 当社の事前の承諾を得ることなく、MPI に加盟店または

第三者の設備、機器を接続すること 
(3) 当社が定める MPI の利用方法以外の方法で MPI を

利用すること 
(4) MPI を利用できる権利を他に譲渡等すること、または当

社の承諾を得ることなく名義変更をすること 
２．MPI提供サービスを含む３Dセキュアサービスの全部また

は一部が休止し、または３Dセキュアサービスに係るシステム
障害ならびに故障等が発生した場合、これらに起因して生
じた損害について、当社は賠償の責を負わないものとしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
３．当社は、当社の都合によりMPI提供サービスを終了でき

るものとします。ただし、その場合当社は、６か月前までに加
盟店に当社所定の方法で通知するものとします。 

第４条（MPI提供サービスの利用条件） 
１．加盟店は、MPI 提供サービスの利用にあたり、自らまた

は第三者をしてつぎの各号の行為を行ってはならないものと
します。なお、加盟店は、これらの行為により、当社、会員、
カード会社およびその他の第三者に損害が生じた場合、当
該損害を賠償する責任を負うものとします。 

 
(1) MPI提供サービスを利用する目的以外の目的でMPIを

利用またはMPIを組み込んだシステムにアクセスすること 
(2) 当社の事前の承諾を得ることなく、MPI に加盟店または

第三者の設備、機器を接続すること 
(3) 当社が定める MPI の利用方法以外の方法で MPI を

利用すること 
(4) MPI を利用できる権利を他に譲渡等すること、または当

社の承諾を得ることなく名義変更をすること 
２．MPI提供サービスを含む３Dセキュアサービスの全部また

は一部が休止し、または３Dセキュアサービスに係るシステム
障害ならびに故障等が発生した場合、これらに起因して生
じた損害について、当社は賠償の責を負わないものとしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
３．当社は、当社の都合によりMPI提供サービスを終了でき

るものとします。ただし、その場合当社は、６か月前までに加
盟店に当社所定の方法で通知するものとします。 

第４条（MPI提供サービスの利用条件） 
１３．加盟店契約者は、MPI 提供サービスの利用にあた

り、自らまた又は第三者をしてつぎ次の各号の行為を行って
はならないものとします。なお、加盟店契約者は、これら前
項の行為によりを行った結果、当社、カード会員、指定カー
ド会社およびその他の第三者に損害が生じた場合、当該
損害を賠償する責任を負うものとします。 

(1) ①MPI 提供サービスを利用する目的以外の目的で
MPI を利用また又は MPI を組み込んだ本システムにアク
セスすること 

(2) ②当社の事前の承諾を得ることなく、MPI に加盟店契
約者また又は第三者の設備、機器を接続すること 

(3) ③当社が定める MPI の利用方法以外の方法で MPI
を利用すること 

(4) ④MPI を利用できる権利を他に譲渡等すること、又また
は当社の承諾を得ることなく名義変更をすること 

２．MPI提供サービスを含む３Dセキュアサービスの全部また
又は一部が休止し、または３D セキュアサービスに係るシス
テム障害ならびに故障等が発生した場合、これら当該利用
休止、システム障害ならびに故障等に起因して生じた損害
について、当社は契約者に対して当該損害の賠償の責を
負わないものとします。 

４．契約者は、当社に対して指定カード番号、カード会員氏
名、カード有効期限等のカード会員に関する個人情報、指
定カードのセキュリティ関連情報及びこれらに関連するその
他の情報（以下「個人情報等」という）を送信するときは、
個人情報等の漏洩を防止するために暗号化等の当社が
指定する安全化措置を講じるものとします。 

３５．当社は、当社の都合により MPI 提供サービスを終了
できるものとします。、ただし、その場合、当社は、書面により
６か月前までに加盟店契約者に当社所定の方法で通知
するものとします 

 オプションサービス利用規約 
＜カード加盟代行契約用＞ 

オプションサービス利用規約 
＜カード情報処理契約用＞ 

 第１条（適用） 
１．契約者が、基本サービスに付帯して、e-SCOTT 
Smart for PAY.JP サービス利用規約第６条第１項第３
号に定めるオプションサービスを利用する場合は、この規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるところによるものとしま
す。 
２．本規約において別途定義されない語句は、e-SCOTT 
Smart for PAY.JP サービス利用規約の定義によるものとし
ます。 
３．本規約は、e-SCOTT Smart for PAY.JPサービス利
用規約の一部を構成します。本規約に定めのない事項は、
e-SCOTT Smart for PAY.JPサービス利用規約が適用さ
れます。なお、本規約とe-SCOTT Smart for PAY.JPサー
ビス利用規約で異なる定めがある場合、本規約が優先して
適用されるものとします。 

第１条（適用） 
１．契約者が、基本サービスに付帯して、e-SCOTT 
Smart for PAY.JP サービス利用規約第６条第１項第３
号に定めるオプションサービスを利用する場合は、この規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるところによるものとしま
す。 
２．本規約において別途定義されない語句は、e-SCOTT 
Smart for PAY.JP サービス利用規約の定義によるものとし
ます。 
３．本規約は、e-SCOTT Smart for PAY.JPサービス利
用規約の一部を構成します。本規約に定めのない事項は、
e-SCOTT Smart for PAY.JPサービス利用規約が適用さ
れます。なお、本規約とe-SCOTT Smart for PAY.JPサー
ビス利用規約で異なる定めがある場合、本規約が優先して
適用されるものとします。 

 第２条（会員登録機能） 
１．会員登録機能とは、契約者に代わって、会員の ID およ

びパスワードに紐づくカード番号、カード有効期限を、当社の

第２条（会員登録機能） 
１．会員登録機能とは、契約者に代わって、会員の ID およ

びパスワードに紐づくカード番号、カード有効期限を、当社の
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コンピューター内に安全に保有するサービスです。会員登録
処理サービスの利用については、本条の定めによるものとしま
す。 

２．契約者は、本サイトにおいて契約者が運営する会員組
織に入会した会員が、本サイトにおける契約者との一切の
取引に係る代金の支払手段として、カードによる支払いを
申し込んだ場合は、契約者が会員に付与した ID およびパ
スワードと、会員が本サイトにおいて入力したカード番号およ
びカード有効期限を、本仕様書で定める方法で当社に連
絡するものとします。 

３．当社は、前項により連絡を受けたカード番号およびカード
有効期限にもとづき、カードの有効性につき、カード会社との
間で電文確認するものとします。 

４．当社は、前項により、カード会社からカードが有効である
旨の通知を受けたときは、当該カードのカード番号、カード有
効期限、契約者が当該カードに係る会員に付与したIDお
よびパスワードを、契約者のために、当社のコンピューター内
に保有し（以下「保有データ」といいます。）、善良なる管
理者の注意を払い管理するとともに、カード会社からの通知
結果を直ちに契約者に連絡するものとします。 

５．契約者は、前項により、有効性が確認されたカードを、
当該カードに係る会員の代金支払手段として登録できるも
のとし、カードの有効性が確認できない場合には、これを会
員に通知し、当該カードについては本サイトにおける取引に
は使用しないものとします。 

６．契約者は、第２項の申し込みを受けた場合には、会員
がカードによる支払いを指定した事実を記録のうえ保有する
ものとし、当社が要求した場合には、これを書面にして可能
な限り速やかに当社に提出するものとします。また、会員から
保有データの変更または保有データの抹消の要求があった
場合は、直ちに当社に通知するものとします。 

７．契約者は、第２項の申し込みを受ける場合には、会員
であるカード会員のカード番号、住所、氏名、カード有効期
限等の情報について、SSL 方式等の当社の承認するセキ
ュリティ機能による保護措置をとるものとします。 

８．当社は、Smart for PAY.JP 利用契約が終了した場
合、または会員から保有データ抹消の要求があり、契約者
が当社に通知した場合、当該保有データの返却、または法
令で定める一定期間保有後消去するものとします。 

コンピューター内に安全に保有するサービスです。会員登録
処理サービスの利用については、本条の定めによるものとしま
す。 

２．契約者は、本サイトにおいて契約者が運営する会員組
織に入会した会員が、本サイトにおける契約者との一切の
取引に係る代金の支払手段として、カードによる支払いを
申し込んだ場合は、契約者が会員に付与した ID およびパ
スワードと、会員が本サイトにおいて入力したカード番号およ
びカード有効期限を、当社が別途提示する仕様書で定め
る方法で当社に連絡するものとします。 

３．当社は、前項により連絡を受けたカード番号およびカード
有効期限にもとづき、カードの有効性につき、カード会社との
間で電文確認するものとします。 

４．当社は、前項により、カード会社からカードが有効である
旨の通知を受けたときは、当該カードのカード番号、カード有
効期限、契約者が当該カードに係る会員に付与したIDお
よびパスワードを、契約者のために、当社のコンピューター内
に保有し（以下「保有データ」といいます。）、善良なる管
理者の注意を払い管理するとともに、カード会社からの通知
結果を直ちに契約者に連絡するものとします。 

５．契約者は、前項により、有効性が確認されたカードを、
当該カードに係る会員の代金支払手段として登録できるも
のとし、カードの有効性が確認できない場合には、これを会
員に通知し、当該カードについては本サイトにおける取引に
は使用しないものとします。 

６．契約者は、第２項の申し込みを受けた場合には、会員
がカードによる支払いを指定した事実を記録のうえ保有する
ものとし、当社が要求した場合には、これを書面にして可能
な限り速やかに当社に提出するものとします。また、会員から
保有データの変更または保有データの抹消の要求があった
場合は、直ちに当社に通知するものとします。 

７．契約者は、第２項の申し込みを受ける場合には、会員
であるカード会員のカード番号、住所、氏名、カード有効期
限等の情報について、SSL 方式等の当社の承認するセキ
ュリティ機能による保護措置をとるものとします。 

８．当社は、Smart for PAY.JP 利用契約が終了した場
合、若しくは会員から保有データ抹消の要求があり、契約
者が当社に通知した場合、当該保有データの返却、または
一定期間保有後消去するものとします。 

 第３条（有効性チェック処理（会員情報更新）サービス） 
１．有効性チェック処理（会員情報更新）サービスとは、契

約者がインターネットに設けたWebサイト等において商品や
権利の販売、サービスを提供した際の顧客のカード情報に
ついて、契約者がカード会社と月１回行うこととした当該カ
ードの有効性および会員情報の確認に関する情報処理業
務を当社が受託して実施するサービスです。有効性チェック
処理（会員情報更新）サービスの利用については、本条
の定めによるものとします。 

２．会員が、契約者との取引に係る代金の支払手段とし
て、カードによる支払いを申し込んだ場合であって、有効性
チェック処理（会員情報更新）サービスを利用して、契約
者が当該カードの有効性および会員情報の確認を実施す
るときは、当該会員が契約者に開示したカード番号およびカ
ード有効期限を、当社に所定の方法で連絡するものとしま
す。 

３．当社は、前項により連絡を受けたカード番号およびカード

第３条（有効性チェック処理（会員情報更新）サービス） 
１．有効性チェック処理（会員情報更新）サービスとは、契

約者がインターネットに設けたWebサイト等において商品や
権利の販売、サービスを提供した際の顧客のカード情報に
ついて、契約者がカード会社と月１回行うこととした当該カ
ードの有効性および会員情報の確認に関する情報処理業
務を当社が受託して実施するサービスです。有効性チェック
処理（会員情報更新）サービスの利用については、本条
の定めによるものとします。 

２．会員が、契約者との取引に係る代金の支払手段とし
て、カードによる支払いを申し込んだ場合であって、有効性
チェック処理（会員情報更新）サービスを利用して、契約
者が当該カードの有効性および会員情報の確認を実施す
るときは、当該会員が契約者に開示したカード番号およびカ
ード有効期限を、当社に所定の方法で連絡するものとしま
す。 

３．当社は、前項により連絡を受けたカード番号およびカード
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有効期限に基づき、その有効性について、カード会社との間
で確認するものとします。 

４．当社は、前項により、カード会社からカードが有効である
旨の通知を受けたときは、当該カードのカード番号およびカ
ード有効期限を、契約者のために、当社のコンピューター内
に保有し、管理するとともに、カード会社からの通知結果を
直ちに契約者に連絡するものとします。 

５．当社は、前項により当社所定のコンピューターに保有、管
理する会員のカード番号およびカード有効期限について、カ
ード会社所定のフォーマットにより電子ファイル等を作成し、そ
の会員情報をカード会社との取決めにもとづき、毎月更新
するものとします。また、その結果データを保有するものとしま
す。 

６．当社は、第４項により、有効性の確認ができなかったカー
ド（以下「無効カード」といいます。）について、その結果デ
ータを毎月２７日までに作成し、当月中に契約者にあらか
じめ定めた方法で渡すものとします。 

有効期限に基づき、その有効性について、カード会社との間
で確認するものとします。 

４．当社は、前項により、カード会社からカードが有効である
旨の通知を受けたときは、当該カードのカード番号、カード有
効期限を、契約者のために、当社のコンピューター内に保有
し、管理するとともに、カード会社からの通知結果を直ちに
契約者に連絡するものとします。 

５．当社は、前項により当社所定のコンピューターに保有、管
理する会員のカード番号およびカード有効期限について、カ
ード会社所定のフォーマットにより電子ファイル等を作成し、そ
の会員情報をカード会社との取決めにもとづき、毎月更新
するものとします。また、その結果データを保有するものとしま
す。 

６．当社は、第４項により、有効性の確認ができなかったカー
ド（以下「無効カード」といいます。）について、その結果デ
ータを毎月２７日までに作成し、当月中に契約者にあらか
じめ定めた方法で渡すものとします。 

 第４条（ファイル伝送サービス） 
１．ファイル伝送サービスとは、本システムにてデータファイルの

授受を可能とすることにより、契約者の業務運用を効率化
することを目的としたサービスです。ファイル伝送サービスの利
用については、本条の定めによるものとします。 

２．当社は、契約者がつぎのデータを一括ファイルで作成し、
本システムのファイルサーバーに格納した場合、当該ファイル
の取り込み処理を行うものとし、取り込み処理完了後、取り
込み結果を一括ファイルで作成し、本システムのファイルサー
バーに格納するものとします。 

 
No 分類 データ種類

カード決済Masterデータ

カード決済Processデータ

②      会員情報登録 会員情報登録データ

与信済用売上計上データ

売上計上統一フォーマット

①      オーソリ

③      売上
 

 
３．当社は、契約者が作成する有効性確認に関する依頼

データにもとづき、洗替結果確認用データを毎月２７日ま
でに一括ファイルで作成し、本システムのファイルサーバーに
格納するものとします。 

４．当社は、信用販売代金に係る支払明細データを毎月
支払日前日までに一括ファイルで作成し、本システムのファ
イルサーバーに格納するものとします。 

５．一括ファイルの作成および格納については、本仕様書・
別冊ファイル伝送サービス編に定めるフォーマットおよび通信
方式、通信手段に従って行うものとします。 

６．第２項乃至第４項により当社がファイルサーバーに格納
したデータのうち、契約者が移動または削除しないものについ
ては、当社は一定期間経過後、消去するものとします。 

第４条（ファイル伝送サービス） 
１．ファイル伝送サービスとは、本システムにてデータファイルの

授受を可能とすることにより、契約者の業務運用を効率化
することを目的としたサービスです。ファイル伝送サービスの利
用については、本条の定めによるものとします。 

２．当社は、契約者がつぎのデータを一括ファイルで作成し、
本システムのファイルサーバーに格納した場合、当該ファイル
の取り込み処理を行うものとし、取り込み処理完了後、取り
込み結果を一括ファイルで作成し、本システムのファイルサー
バーに格納するものとします。 

 
No 分類 データ種類

カード決済Masterデータ

カード決済Processデータ

②      会員情報登録 会員情報登録データ

与信済用売上計上データ

売上計上統一フォーマット

①      オーソリ

③      売上
 

 
３．当社は、契約者が作成する有効性確認に関する依頼

データにもとづき、洗替結果確認用データを毎月２７日ま
でに一括ファイルで作成し、本システムのファイルサーバーに
格納するものとします。 

４．一括ファイルの作成および格納については、当社が別途
提示するe SCOTT Smart for PAY.JP接続仕様書・
別冊ファイル伝送サービス編に定めるフォーマットおよび通信
方式、通信手段に従って行うものとします。 

６．第２項、第３項により当社がファイルサーバーに格納した
データのうち、契約者が移動、削除しないものについては、
当社は一定期間経過後、消去するものとします。 

 第５条（管理画面バッチオーソリサービス） 
１．管理画面バッチオーソリサービスとは、本システムの管理

画面にてバッチオーソリデータファイルの授受を可能とすること
により、契約者の業務運用を効率化することを目的としたサ
ービスです。管理画面バッチオーソリサービスの利用について
は、本条の定めによるものとします。 

２．当社は、契約者が以下のデータを一括ファイルで作成
し、本システムの管理画面でデータをアップロードした場合、

第５条（管理画面バッチオーソリサービス） 
１．管理画面バッチオーソリサービスとは、本システムの管理

画面にてバッチオーソリデータファイルの授受を可能とすること
により、契約者の業務運用を効率化することを目的としたサ
ービスです。管理画面バッチオーソリサービスの利用について
は、本条の定めによるものとします。 

２．当社は、契約者が以下のデータを一括ファイルで作成
し、本システムの管理画面でデータをアップロードした場合、
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当該ファイルの取り込み処理を行うものとし、取り込み処理
完了後、取り込み結果を一括ファイルで作成し、契約者が
管理画面からダウンロードを可能とするものとします。 

 
No 分類 データ種類

カード決済Masterデータ

カード決済Processデータ

②      会員情報登録 会員情報登録データ

①      オーソリ

 
 
３．一括ファイルの作成については、本仕様書クレジットカード

決済サービス編に定めるフォーマットに従って行うものとしま
す。 

当該ファイルの取り込み処理を行うものとし、取り込み処理
完了後、取り込み結果を一括ファイルで作成し、契約者が
管理画面からダウンロードを可能とするものとします。 

 
No 分類 データ種類

カード決済Masterデータ

カード決済Processデータ

②      会員情報登録 会員情報登録データ

①      オーソリ

 
 
３．一括ファイルの作成については、当社が別途提示するe 

SCOTT Smart for PAY.JP接続仕様書クレジットカード
決済サービス編に定めるフォーマットに従って行うものとしま
す。 

非通過サービス特約 第６条（三者間決済非通過サービス特約（決済画面提
供サービス）） 

第６条（非通過型決済サービス特約） 

本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるクレジットカード決済
代行サービスにおいて、非通過サービスを利用する場合に適
用されます。 

本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるクレジットカード決済
代行サービスにおいて、非通過サービスを利用する場合に適
用されます。 

本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるクレジットカード決済
代行サービスにおいて、非通過サービスを利用する場合に適
用されます。 

第１条（総則） 
１．加盟店は、非通過サービスを利用するにあたり、本特約

の定めに従うものとします。 
 
 
 
 
２．本特約における用語は、本特約において定める場合を

除き、本規約の定義と同様とします。 
３．非通過サービスは、本規約に定める「本サービス」に含ま

れるものとします。 
４．本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとし

ます。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特
約の定めが優先して適用されるものとします。 

第１条（総則） 
１．三者間決済サービス（決済画面提供サービス）とは、

契約者に対して当社が設けたクレジットカード決済サイト
（以下「本カード決済サイト」といいます）を提供するサービ
スです。加盟店は、非通過三者間決済サービスをの利用
するにあたりについては、本特約条の定めに従うよるものとし
ます。 

２．本特約における用語は、本特約において定める場合を
除き、本規約の定義と同様とします。 

３．非通過サービスは、本規約に定める「本サービス」に含ま
れるものとします。 

４．本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとし
ます。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特
約の定めが優先して適用されるものとします。 

第１条（総則） 
１．加盟店は、非通過サービスを利用するにあたり、本特約

の定めに従うものとします。 
 
 
 
 
２．本特約における用語は、本特約において定める場合を

除き、本規約の定義と同様とします。 
３．非通過サービスは、本規約に定める「本サービス」に含ま

れるものとします。 
４．本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとし

ます。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特
約の定めが優先して適用されるものとします。 

第２条（非通過サービスの内容） 
１．非通過サービスとは、加盟店のサーバをカード情報が通

過せずにカード決済を実施できるものであり、セキュリティガイ
ドラインに定められている加盟店のカード情報非保持化を
目的としたサービスです 

 
 
 
 
 
 
２．非通過サービスには、以下の種類があります。 
 
(1) トークン決済 

会員が当社のカード決済用画面（以下「カード決済用画
面」といいます。）に入力したクレジットカード番号等の情報
を当社が別の文字列（この文字列を「トークン」といいま
す。）に置き換えて加盟店へ通知し、加盟店は以降、ト
ークンを利用してカード決済に関わる処理を行うサービス。 

 
 
 

第２条（非通過サービスの内容） 
１．非通過サービスとは、加盟店のサーバをカード情報が通

過せずにカード決済を実施できるものであり、セキュリティガイ
ドラインに定められている加盟店のカード情報非保持化を
目的としたサービスです 

 
 
 
 
 
 
２．非通過サービスには、以下の種類があります。 
 
(1) トークン決済 

会員が当社のカード決済用画面（以下「カード決済用画
面」といいます。）に入力したクレジットカード番号等の情報
を当社が別の文字列（この文字列を「トークン」といいま
す。）に置き換えて加盟店へ通知し、加盟店は以降、ト
ークンを利用してカード決済に関わる処理を行うサービス。 

 
 
 

第２条（非通過サービスの内容） 
１．非通過型決済サービスとは、加盟店のサーバをカード情

報が通過せずにカード決済を実施できるものであり、セキュリ
ティガイドラインに定められている加盟店のカード情報非保
持化を目的とした当社が契約者に対して、当社が設けたク
レジットカード決済用画面（以下「本カード決済用画面」と
いいます）を提供するものであり、契約者がクレジットカード
番号等の情報を顧客から入手すること無く、クレジットカード
決済ができるサービスです。非通過型決済サービスの利用
については、本条の定めによるものとします。 

２．非通過型決済サービスには、以下の種類トークン決済と
リンク型画面決済（三者間）があります。 

(1) トークン決済 
３．トークン決済とは、会員顧客が当社の本カード決済用画

面（以下「カード決済用画面」といいます。）に入力したク
レジットカード番号等の情報を当社が別任意の文字列（こ
の文字列を「トークン」といいます。）に置き換えて、その文字
列を当社から契約者加盟店へ通知し、加盟店契約者は
以降、クレジットカード番号等の情報に代えてこのトークンを
利用してカード決済に関わる処理を行うサービスするもので
す。 

４．トークン決済には、顧客のブラウザに対して、本カード決
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(2) リンク型画面決済（三者間） 

加盟店サイトとカード決済用画面を連結させることにより、
会員がカード情報を入力する際、加盟店サイトからカード
決済用画面に遷移するサービス。また、加盟店から会員に
対してメールでカード決済用画面の URL を通知し、会員
がそのURL をクリックすることにより、カード決済用画面に遷
移するメールリンク決済のサービス。 

 
 
 
 
 
 
(2) リンク型画面決済（三者間） 

２．契約者が本カード決済加盟店サイトとをカード決済
用画面本サイトにを連結させることにより、本サイトにおいて
契約者から商品等を購入した会員が顧客は、本カード決
済サイト上で、カード情報を入力する際、加盟店サイトから
カード決済用画面に遷移するサービス。また、加盟店から
会員に対してメールでカード決済用画面の URL を通知
し、会員がその URL をクリックすることにより、カード決済用
画面に遷移するメールリンク決済のサービス。番号、カード
有効期限および認証アシストサービスで必要なカード会社
が個 に々定める情報を入力することができるものとします。 
 
 

済用画面をポップアップ表示する「ポップアップ型」と、契約者
のサイト内に埋め込まれた形で表示する「カスタマイズ型」の
２方式があります。 

５．トークン決済は、当社が提供する API(アプリケーションプ
ログラミングインタフェース)を利用して、契約者が処理を行う
ものとします。 

(2) リンク型画面決済（三者間） 
６．リンク型画面決済（三者間）とは、加盟店契約者のサ

イトと本カード決済用画面を表示するサイトを連結させること
により、会員顧客が本カード決済用画面にクレジットカード
番号等の情報を入力する際、加盟店サイトからカード決済
用画面に遷移するサービス。また、加盟店から会員に対して
メールでカード決済用画面の URL を通知し、会員がその
URL をクリックすることにより、カード決済用画面に遷移する
メールリンク決済のサービスことができるものです。 

７．通信異常や当社サーバーの故障等のトラブルにより、契
約者が、本カード決済用画面を利用できなかったことに起
因して契約者に損害が生じた場合といえども、当社は何ら
責任を負わないものとします。 

第３条（非通過サービスの利用手順等） 
加盟店は、非通過サービスの利用手順やシステムの設

定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が仕
様書等から外れて非通過サービスを利用したことにより、加
盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負
わないものとします。 

第３条（非通過サービスの利用手順等） 
加盟店は、非通過サービスの利用手順やシステムの設

定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が仕
様書等から外れて非通過サービスを利用した３．通信異
常、サーバーの故障、コンピュータシステム等のトラブルが生
じた場合には、当社は、可能な限り速やかに復旧に努める
ものとします。なお、契約者が本カード決済サイトを利用で
きないことにより、加盟店契約者に損害が発生しじたとして
場合といえども、当社は一切の何ら責任を負わないものとし
ます。 

第３条（非通過サービスの利用手順等） 
加盟店は、非通過サービスの利用手順やシステムの設

定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が仕
様書等から外れて非通過サービスを利用したことにより、加
盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負
わないものとします。 

アプリ決済サービス特約 アプリ決済サービス特約 第８条（アプリ決済サービス特約） 
本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるクレジットカード決済
代行サービスにおいて、アプリ決済サービスを利用する場合に
適用されます。 

本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるクレジットカード決済
代行サービスにおいて、アプリ決済サービスを利用する場合に
適用されます。 

本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約
（以下「本規約」といいます。）に定めるクレジットカード決済
代行サービスにおいて、アプリ決済サービスを利用する場合に
適用されます。 

第１条（総則） 
１．加盟店は、アプリ決済サービスを利用するにあたり、本特

約の定めに従うものとします。 
２．本特約における用語は、本特約において定める場合を

除き、本規約の定義と同様とします。 
３．アプリ決済サービスは、本規約に定める「本サービス」に含

まれるものとします。 
４．本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとし

ます。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特
約の定めが優先して適用されるものとします。 

第１条（総則） 
１．加盟店は、アプリ決済サービスを利用するにあたり、本特

約の定めに従うものとします。 
２．本特約における用語は、本特約において定める場合を

除き、本規約の定義と同様とします。 
３．アプリ決済サービスは、本規約に定める「本サービス」に含

まれるものとします。 
４．本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとし

ます。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特
約の定めが優先して適用されるものとします。 

第１条（総則） 
１．加盟店は、アプリ決済サービスを利用するにあたり、本特

約の定めに従うものとします。 
２．本特約における用語は、本特約において定める場合を

除き、本規約の定義と同様とします。 
３．アプリ決済サービスは、本規約に定める「本サービス」に含

まれるものとします。 
４．本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとし

ます。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特
約の定めが優先して適用されるものとします。 

第２条（アプリ決済サービスの内容） 
１．アプリ決済サービスとは、加盟店が自己の運営するWEB

サイトおよびアプリケーション（以下「加盟店サイト等」といい
ます。）において電子商取引の申込みを受ける際に、アプリ
提供事業者（当社が別途指定する）が提供する、アプリ
会員端末（次項で定義）を使用する本人認証手続き
（以下「アプリ本人認証」といいます。）を利用した決済サ
ービスのうち、当社所定のものをいいます。 

 
２．アプリ会員とは、会員のうち、会員所有のデバイス（以下

「アプリ会員端末」といいます。）を通じて、アプリ提供事業
者およびカード会社にアプリ決済サービスを申し込み、当該

第２条（アプリ決済サービスの内容） 
１．アプリ決済サービスとは、加盟店が自己の運営するWEB

サイトおよびアプリケーション（以下「加盟店サイト等」といい
ます。）において電子商取引の申込みを受ける際に、アプリ
提供事業者（当社が別途指定する）が提供する、アプリ
会員端末（次項で定義）を使用する本人認証手続き
（以下「アプリ本人認証」といいます。）を利用した決済サ
ービスのうち、当社所定のものをいいます。 

 
２．アプリ会員とは、会員のうち、会員所有のデバイス（以下

「アプリ会員端末」といいます。）を通じて、アプリ提供事業
者およびカード会社にアプリ決済サービスを申し込み、当該

第２条（アプリ決済サービスの内容） 
１．アプリ決済サービスとは、加盟店契約者が自己の運営す

る WEB サイトおよ及びアプリケーション（以下、「加盟店サ
イト等」といいます。）において係る電子商取引の申込みを
受ける際に、アプリ提供事業者（当社が別途指定する）
が提供する、アプリ会員端末（次項で定義）を使用する
本人認証手続き（以下「アプリ本人認証」といいます。）を
利用したにおいて利用する本人認証アプリを使った決済サ
ービスのうち、当社所定のものことをいいます。 

２．本条におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりとしま
す。なお、本条に用いられる用語は、本条において特に定
義がなされない限り、e-SCOTT Smart サービス利用規
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利用を承認された者をいいます。 利用を承認された者をいいます。 約ならびに本規約における意味と同一とします。 

①本人認証アプリ 
端末に事前登録されたユーザに関する情報とユーザが端末に
入力等した情報を照合し、ユーザ情報と入力情報の合致に
より本人認証を行う当社所定のアプリケーションをいいます。 
②アプリ会員とは、会員のうち、会員所有のデバイス（以下

「アプリ会員端末」といいます。）を通じて、 
アプリ提供事業者およびカード会社に本人認証アプリ決済サ

ービスの提供を申し込み、当該利用を承認された者端末に
ダウンロードした会員をいいます。 

③アプリ提供事業者 
当社が別途指定する本人認証アプリを提供する事業者をい
います。 
④カード情報 
カードの会員番号、カードの有効期限および会員の氏名等で
あって、当社およびアプリ提供事業者所定のカードに関する情
報をいいます。 

第３条（アプリ決済サービス利用の準備） 
１．加盟店は、自己の責任と費用負担でアプリ提供事業者

と契約し、アプリ提供事業者からアプリ決済サービスに必要
なソフトウェア（以下「アプリ決済用ソフトウェア」といいま
す。）の提供を受け、当社およびカード会社所定の仕様に
基づき、アプリ決済サービスに接続されているサーバ等（以
下「サーバ等」といいます。）に実装するものとします。なお、
サーバ等は原則として加盟店自身が管理するサーバ等に
限るものとします。また、アプリ決済用ソフトウェア等に起因ま
たは関連して、加盟店とアプリ提供事業者との間で紛議等
が発生した場合、加盟店は自己の責任と費用負担でこれ
を解決するものとし、当社およびカード会社に一切の迷惑を
かけないものとします。 

 
 
２．加盟店は、アプリ決済用ソフトウェアの導入、実装、管理

等に係る費用およびアプリ決済サービスに際して発生する通
信料その他一切の費用を負担するものとします。 

第３条（アプリ決済サービス利用の準備） 
１．加盟店は、自己の責任と費用負担でアプリ提供事業者

と契約し、アプリ提供事業者からアプリ決済サービスに必要
なソフトウェア（以下「アプリ決済用ソフトウェア」といいま
す。）の提供を受け、当社およびカード会社所定の仕様に
基づき、アプリ決済サービスに接続されているサーバ等（以
下「サーバ等」といいます。）に実装するものとします。なお、
サーバ等は原則として加盟店自身が管理するサーバ等に
限るものとします。また、アプリ決済用ソフトウェア等に起因ま
たは関連して、加盟店とアプリ提供事業者との間で紛議等
が発生した場合、加盟店は自己の責任と費用負担でこれ
を解決するものとし、当社およびカード会社に一切の迷惑を
かけないものとします。 

 
 
２．加盟店は、アプリ決済用ソフトウェアの導入、実装、管理

等に係る費用およびアプリ決済サービスに際して発生する通
信料その他一切の費用を負担するものとします。 

第３条（アプリ決済サービス利用の準備） 
１３．加盟店契約者は、自己の責任と費用負担で、アプリ

提供事業者と契約し、アプリ提供事業者から、アプリ決済
サービスに必要なソフトウェア（以下「アプリ決済用ソフトウェ
ア」といいます。）の提供を受け、当社およびカード会社所
定の仕様に基づき、アプリ決済サービス時に接続されている
サーバー等（以下「サーバー等」といいます。）に実装するも
のとします。なお、アプリ決済用ソフトウェアを実装するサーバ
ー等は、原則として加盟店契約者自身が管理するサーバ
ー等に限るものとします。また、アプリ決済用ソフトウェア等に
起因または関連して、加盟店契約者とアプリ提供事業者と
の間で紛議等が発生した場合、加盟店契約者は、自己の
責任と費用負担でこれを解決するものとし、当社およびカー
ド会社に一切の迷惑をかけないものとします。 

２４．加盟店契約者は、アプリ決済用ソフトウェアの導入、
実装、管理等に係る費用およびアプリ決済サービスに際して
発生する通信料その他一切の費用を負担するものとしま
す。 

第４条（アプリ決済サービスの利用手順等） 
加盟店は、アプリ決済サービスの利用手順やシステムの

設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が
仕様書等から外れてアプリ決済サービスを利用したことによ
り、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任
を負わないものとします。 

第４条（アプリ決済サービスの利用手順等） 
加盟店は、アプリ決済サービスの利用手順やシステムの

設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が
仕様書等から外れてアプリ決済サービスを利用したことによ
り、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任
を負わないものとします。 

第４条（アプリ決済サービスの利用手順等） 
加盟店は、アプリ決済サービスの利用手順やシステムの

設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が
仕様書等から外れてアプリ決済サービスを利用したことによ
り、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任
を負わないものとします。 

第５条（アプリ決済サービスの利用条件） 
１．加盟店は、本規約の商品等に関する規定を遵守すると

ともに、アプリ決済サービスにおいて下記の商品等を取扱って
はならないものとします。 

 
 
(1) タバコ関連商品 
(2) チャリティに出品されたコレクション商品 
(3) 現金、プリペイド口座開設 
(4) アプリ提供事業者の名称・ロゴの不正確な表示、アプリ

提供事業者を貶める表示をしている商品 
(5) その他、アプリ提供事業者が禁止するもの 
２．加盟店は、アプリ決済サービスの利用を開始した日以降

その利用を終了するまでの間、アプリ決済サービス対応加盟
店であることを示す所定の内容を、加盟店サイト等の見や

第５条（アプリ決済サービスの利用条件） 
１．加盟店は、本規約の商品等に関する規定を遵守すると

ともに、アプリ決済サービスにおいて下記の商品等を取扱って
はならないものとします。 

 
 
(1) タバコ関連商品 
(2) チャリティに出品されたコレクション商品 
(3) 現金、プリペイド口座開設 
(4) アプリ提供事業者の名称・ロゴの不正確な表示、アプリ

提供事業者を貶める表示をしている商品 
(5) その他、アプリ提供事業者が禁止するもの 
２．加盟店は、アプリ決済サービスの利用を開始した日以降

その利用を終了するまでの間、アプリ決済サービス対応加盟
店であることを示す所定の内容を、加盟店サイト等の見や

第５条（アプリ決済サービスの利用条件） 
１．加盟店契約者は、本契約のe-SCOTT Smartサービ

ス利用規約第１３条（対象商品等）に関するの規定を
遵守するとともに、アプリ決済サービスにおいて下記のに定め
られた禁止商品等を取扱ってはならないわないものとしま
す。 

(1) ①タバコ関連商品 
(2) ②チャリティに出品されたコレクション商品 
(3) ③現金購入、プリペイド口座開設 
(4) ④アプリ提供事業者の名称・ロゴの不正確な表示、アプ

リ提供事業者を貶める表示をしている商品 
(5) ⑤その他、アプリ提供事業者が禁止するもの 
２５．加盟店契約者は、アプリ決済サービスの利用を開始し

た日以降その利用を終了するまでの間、アプリ決済サービス
対応加盟店であることを示す所定の内容を、加盟店サイト
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すい箇所に表示するものとします。 すい箇所に表示するものとします。 等の見やすい箇所に表示するものとします。 

第６条（電子商取引の方法） 
１．加盟店は、アプリ決済サービスを利用した電子商取引の

申込みを受付けた場合、アプリ決済用ソフトウェアを利用し
て、申込者がカード会員本人であることの認証を得るアプリ
本人認証を行うものとします。 

 
２．加盟店は、前項に基づくアプリ本人認証の結果、申込

者がアプリ会員本人であることの確認ができた場合（以下
「認証成功」といいます。）に限り、当該申込者との間でア
プリ決済サービスを利用した電子商取引を行うことができる
ものとします。 

 
３．認証成功となった場合、加盟店は、さらにカード会社の

売上承認を得た上で、当該アプリ会員に商品等の引渡し
または役務の提供を行うものとします。 

第６条（電子商取引の方法） 
１．加盟店は、アプリ決済サービスを利用した電子商取引の

申込みを受付けた場合、アプリ決済用ソフトウェアを利用し
て、申込者がカード会員本人であることの認証を得るアプリ
本人認証を行うものとします。 

 
２．加盟店は、前項に基づくアプリ本人認証の結果、申込

者がアプリ会員本人であることの確認ができた場合（以下
「認証成功」といいます。）に限り、当該申込者との間でア
プリ決済サービスを利用した電子商取引を行うことができる
ものとします。 

 
３．認証成功となった場合、加盟店は、さらにカード会社の

売上承認を得た上で、当該アプリ会員に商品等の引渡し
または役務の提供を行うものとします。 

第６条（電子商取引の方法） 
１６．加盟店契約者は、会員からアプリ決済サービスを利用

した電子商取引の申込みを受付けたがあった場合、アプリ
決済用ソフトウェアを利用して、申込者がカード会員本人で
あることの認証を得るアプリ本人認証を行うものとします。 

２．加盟店契約者は、前項に基づくアプリ本人認証の結
果、申込者がアプリ会員本人であることのデバイスに事前に
登録された情報との一致が確認ができた場合（以下「認
証成功」といいます。）に限り、当該申込者との間でアプリ
決済サービスを利用した電子商取引を行うことができるもの
とします。 

３．認証成功となった場合、加盟店は、さらにを示すデータを
当社に送信し、カード会社の売上承認を得た上で、当該ア
プリ会員に商品等の引渡しまたは役務の提供を行うものと
します。なお、認証成功とならなかった場合、契約者はアプリ
決済サービスを利用した電子商取引を行ってはならないも
のとします。 

第７条（信用販売代金の返還等） 
加盟店は、アプリ決済サービスによる信用販売取引にお

いて、カード不正利用件数が一定以上発生した場合、本
規約第４９条（信用販売代金の返還等）の定めに準
じて信用販売代金の返還に応じなければならないものとし
ます。なお、不正利用の定義および件数の上限はカード会
社が定めるものとします。 

第７条（信用販売代金の返還等） 
加盟店は、アプリ決済サービスによる信用販売取引にお

いて、カード不正利用件数が一定以上発生した場合、本
規約第４９条（信用販売代金の返還等）の定めに準
じて信用販売代金の返還に応じなければならないものとし
ます。なお、不正利用の定義および件数の上限はカード会
社が定めるものとします。 

第７条（信用販売代金の返還等） 
７．当社加盟店は、アプリ決済サービスによる信用販売取引

において、契約者におけるカード不正利用件数が一定以
上発生した場合ことにより、本規約第４９条（信用販売
代金の返還等）の定めに準じてカード会社が当該取引に
係る信用販売の売上の取消を行った場合、契約者に対す
る当該信用販売代金の支払いを拒絶することができるもの
とします。なお、当社が契約者に対する当該信用販売代
金の支払いを完了している場合には、契約者は、これを返
還に応じなければならないするものとします。なお、不正利用
の定義および件数の上限はカード会社が定めるものとしま
す。返還処理については、契約者による取消し処理もしくは
当社請求書に基づく契約者の振込によるものとするが、当
社が必要と認めた場合、当社による取消し処理ができるも
のとします。 

第８条（管理責任等） 
１．加盟店は、自己の責任および費用負担で、かつ善良な

る管理者としての注意義務をもって、アプリ提供事業者から
提供されるアプリ決済サービスのための鍵情報および証明書
データ等を管理するものとします。 

２．加盟店は、アプリ決済サービスに関し、不具合等、アプリ
会員その他の第三者からの苦情、問い合わせがあった場
合、自己の責任および費用負担で、すみやかに、かつ適切
に、これらに対応し、解決するものとします。また、アプリ決済
用ソフトウェア等に起因または関連して、加盟店とアプリ提
供事業者との間で紛議等が発生した場合についても同様
とし、当社およびカード会社に一切の迷惑をかけないものとし
ます。 

３．加盟店は、アプリ決済サービスに起因して当社またはカー
ド会社に損害が生じたときは、それら一切の損害および解
決に要したすべての費用を支払うものとします。 

第８条（管理責任等） 
１．加盟店は、自己の責任および費用負担で、かつ善良な

る管理者としての注意義務をもって、アプリ提供事業者から
提供されるアプリ決済サービスのための鍵情報および証明書
データ等を管理するものとします。 

２．加盟店は、アプリ決済サービスに関し、不具合等、アプリ
会員その他の第三者からの苦情、問い合わせがあった場
合、自己の責任および費用負担で、すみやかに、かつ適切
に、これらに対応し、解決するものとします。また、アプリ決済
用ソフトウェア等に起因または関連して、加盟店とアプリ提
供事業者との間で紛議等が発生した場合についても同様
とし、当社およびカード会社に一切の迷惑をかけないものとし
ます。 

３．加盟店は、アプリ決済サービスに起因して当社またはカー
ド会社に損害が生じたときは、それら一切の損害および解
決に要したすべての費用を支払うものとします。 

第８条（管理責任等） 
１８．加盟店契約者は、自己の責任および費用負担で、

かつ善良なる管理者としての注意義務をもって、アプリ提供
事業者から提供されるアプリ決済サービスのためのに係る鍵
情報および証明書データ等を管理するものとします。 

２９．加盟店契約者は、アプリ決済サービスに関し、不具合
等、アプリ会員その他の第三者からの苦情、問い合わせ照
会があった場合、自己の責任および費用負担で、すみ速や
かに、かつ適切に、これらに対応し、解決するものとします。ま
た、アプリ決済用ソフトウェア等に起因または関連して、加盟
店とアプリ提供事業者との間で紛議等が発生した場合につ
いても同様とし、当社およびカード会社に一切の迷惑をかけ
ないものとします。 

３．加盟店は、アプリ決済サービスに起因して、当社またはカ
ード会社に損害が生じたときは、契約者は当社の被ったそ
れら一切の損害および解決に要したすべての費用を支払う
ものとします。 

  １０．当社は、次のいずれかに該当する場合、事前通知ま
たは承諾なくしてアプリ決済サービスの利用を一時停止また
は中止できるものとし、当社は、アプリ決済サービスの利用の
一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害および
費用等について、一切責任を負わないものとします。 

（１）システム保守その他アプリ決済サービスの運営上の必
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要があると判断した場合 

（２）天災、停電、その他アプリ決済サービスを継続すること
が困難になった場合 

（３）アプリ決済サービスに必要なアプリ提供事業者のサービ
スが停止された場合 

（４）アプリ決済サービスの不正利用、もしくは、情報漏洩
等の事故が発生した場合、またはそれらのおそれがあると判
断した場合 

   なお、当社はそれらのおそれがあると判断した場合、事前
通知または承諾なくして予防措置を講じることができるものと
します。 

（５）会員の利益を保護するために必要と判断した場合 
（６）本規約に基づき信用販売を一時停止または中止し

た場合 
（７）その他必要と判断した場合 

  第９条（対価） 
オプションサービスの対価および対価の支払方法は、

e-SCOTT Smart for PAY.JPサービス利用規約に定め
るものとします。 

 


